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展
示
会
の
概
要

　

昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）、
旧
倉
敷
市
・
児
島
市
・
玉
島

市
の
三
市
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
新
倉
敷
市
は
平
成
二
十
九
年

（
二
〇
一
七
）、
五
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
、
本
年
度

の
資
料
展
示
会
で
は
「
倉
敷
市
」
五
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、

合
併
を
テ
ー
マ
に
公
文
書
を
中
心
と
し
た
市
町
村
合
併
関
係
資
料

を
取
り
上
げ
た
。

　

展
示
資
料
は
三
市
合
併
関
係
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
旧
三
市
そ
れ

ぞ
れ
の
市
町
村
合
併
関
係
資
料
、
新
市
誕
生
後
の
庄
村
・
茶
屋

町
・
真
備
町
・
船
穂
町
と
の
合
併
資
料
も
展
示
し
、
あ
わ
せ
て
新

市
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
を
た
ど
る
写
真
、
新
市
誕
生
の
昭
和
四
十
二

年
前
後
の
、
各
地
域
の
懐
か
し
い
風
景
を
紹
介
す
る
写
真
パ
ネ
ル

の
展
示
も
行
っ
た
。

　

な
お
、
今
回
は
初
め
て
「
来
場
者
参
加
型
」
の
展
示
を
試
み
、

配
布
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
来
場
者
の
合
併
に
関
す
る
思
い
出

や
伝
聞
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
た
。

　

会
期
は
例
年
同
様
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
に

合
わ
せ
て
六
月
二
日
（
金
）
か
ら
五
日
（
月
）
ま
で
と
し
、
真
備
保

健
福
祉
会
館
三
階
大
会
議
室
を
会
場
と
し
た
。

　

例
年
好
評
の
展
示
解
説
タ
イ
ム
と
歴
史
資
料
整
備
室
見
学
ツ

ア
ー
は
、
本
年
度
も
そ
れ
ぞ
れ
午
前
・
午
後
の
一
日
二
回
、
全
日

　
　
　
　
　

平
成
二
十
九
年
度
資
料
展
示
会

　
　
　
　
　
「
倉
敷
市
」
50
周
年
記
念
事
業

　
　
　
　
　

合
併
資
料
と
写
真
で
た
ど
る
倉
敷
の
あ
ゆ
み

　
　
　
　
　　
　
　
―
語
っ
て
下
さ
い
、
あ
の
頃
の
こ
と
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

島　

千　

鶴

三
市
合
併
五
〇
周
年
記
念
特
集
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程
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
い
る
。
四
日
間
の
延
来
観
者
は
二
〇
九

人
、
見
学
ツ
ア
ー
の
参
加
者
は
四
二
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　

一　

展
示
の
構
成

　

展
示
資
料
は
内
容
別
に
１
か
ら
９
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
類
し

（
46
・
47
頁
の
展
示
資
料
目
録
参
照
）、会
場
中
央
パ
ネ
ル
片
面
に
８
「
想

い
出
の
風
景
」
と
し
て
三
市
合
併
前
後
（
概
ね
昭
和
三
十
年
代
後
半

～
四
十
年
代
前
半
）
の
旧
三
市
の
風
景
写
真
を
、
片
面
に
９
「
倉
敷

市
５
０
年
の
あ
ゆ
み
」
と
し
て
新
市
の
五
十
年
を
た
ど
る
写
真
を

ワ
イ
ド
四
つ
切
サ
イ
ズ
に
拡
大
し
展
示
し
た
。

　

な
お
、
複
雑
な
現
市
域
の
合
併
の
変
遷
を
少
し
で
も
分
か
り
や

す
く
し
た
い
と
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
か
ら
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）
ま
で
の
「
倉
敷
市
域
の
市
町
村
合
併
表
」（
48
・
49
頁

に
掲
載
）
を
作
成
し
パ
ネ
ル
展
示
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
３
サ
イ
ズ

に
し
て
来
場
者
に
配
布
し
た
。

　

以
下
、
展
示
コ
ー
ナ
ー
ご
と
に
内
容
を
解
説
す
る
と
と
も
に
主

な
資
料
を
紹
介
す
る
（【 

】
は
展
示
資
料
目
録
の
資
料
番
号
）。
文
中
特

に
注
記
が
な
い
場
合
、
記
述
内
容
は
『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌（
１
）』

に
依
拠
し
て
い
る
。

　
　
　

二　

展
示
資
料
解
説

　
　
　

１　

国
・
県
の
市
町
村
合
併
推
進

　

明
治
維
新
後
一
五
〇
年
の
今
日
ま
で
、
市
町
村
合
併
は
何
度
と

な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
明
治
・
昭
和
・

平
成
と
三
度
の
大
規
模
な
合
併
が
行
わ
れ
た
。

　

最
初
の
大
合
併
は
明
治
二
十
二
年
に
市
制
町
村
制
が
施
行
さ
れ

た
際
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
全
国
の
町
村
は
約
五
分
の
一
に
減

少
し
た
と
さ
れ
、
近
世
に
は
一
四
〇
か
村
を
超
え
る
村
が
存
在
し

写真１　展示会チラシ



− 3 −

た
倉
敷
市
域
で
も
「
倉
敷
市
域
の
市
町
村
合
併
表
」
を
見
る
と

四
八
か
村
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
岡
山
県
は
規
模
の
小
さ
な
町
村
を
抱
え
る
こ
と
に
お

い
て
は
全
国
都
道
府
県
十
指
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
昭

和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
現
在
、
県
下
に
は
三
六
九
市
町
村

が
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
三
一
〇
町
村
の
人
口
は
全
国
平
均
に
達

し
て
い
な
か
っ
た（
２
）。

　

そ
こ
で
岡
山
県
で
は
昭
和
二
十
四
年
、
こ
れ
ら
の
小
町
村
の
財

政
力
強
化
を
目
標
に
合
併
可
能
ま
た
は
適
当
と
す
る
六
八
町
村
を

選
び
重
点
的
指
導
を
行
っ
た
。
こ
の
際
作
成
さ
れ
た
の
が
【
１
】

の「
町
村
は
合
併
し
て
大
き
く
致
し
ま
し
ょ
う
」（
写
真
２
）で
あ
る
。

こ
の
冊
子
は
（
一
）
町
村
合
併
は
何
故
行
う
必
要
が
あ
る
か
、（
二
）

町
村
合
併
を
行
え
ば
ど
ん
な
利
益
が
あ
る
か
、（
三
）
町
村
合
併

を
す
る
場
合

ど
ん
な
点
が

問
題
と
な
る

か
、
の
三
項

目
を
分
か
り

や
す
く
解
説

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
は
し
が
き
に
お
い
て
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告（
３
）の

一
節
を
と
り

あ
げ
、
全
国
平
均
に
及
ば
な
い
町
村
人
口
・
面
積
・
財
政
力
な
ど

を
少
な
く
と
も
全
国
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行

政
能
力
・
財
政
力
の
拡
充
が
期
待
さ
れ
る
が
、
地
方
自
治
は
国
や

県
が
や
れ
と
い
う
か
ら
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
こ
と
と

し
て
積
極
的
に
関
心
を
も
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

編
集
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
。

　

町
村
合
併
の
促
進
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
の
地
方
自
治

法
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
一
応
法
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、

合
併
に
関
す
る
種
々
の
問
題
が
起
こ
り
、
各
方
面
か
ら
の
特
別
立

法
制
定
の
要
望
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
十
八
年
十
月
一

日
、
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
【
３
】
は
町
村
合
併
促
進
法
が
公
布
さ
れ
た
際
の
解
説
書
で
あ

る
。
こ
れ
は
三
十
八
条
か
ら
な
る
各
条
目
の
後
へ
解
説
文
を
加
え

た
も
の
で
、
冒
頭
の
「
本
法
律
の
性
質
と
狙
い
」
で
、「
こ
の
法

は
短
期
間
に
合
併
を
実
現
す
る
た
め
の
三
年
間
を
限
っ
て
有
効
と

す
る
限
時
法
で
あ
り
、
そ
の
狙
い
は
、
合
併
実
施
の
際
の
直
接
の

障
害
（
議
員
の
任
期
、
地
方
税
法
・
農
地
法
の
特
例
な
ど
）
を
排
除
す
る

と
と
も
に
、
地
方
財
政
法
・
国
有
財
産
法
の
特
例
、
新
町
村
建
設

計
画
実
施
促
進
の
た
め
国
が
行
う
措
置
等
の
規
定
な
ど
、
合
併
町

写真２　『町村は合併して大き
　　く致しましょう』



− 4 −

村
の
育
成
を
積
極
的
に
図
る
こ
と
で
合
併
し
や
す
く
、
合
併
後
発

展
し
や
す
い
よ
う
促
進
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

　

町
村
合
併
促
進
法
は
同
三
十
一
年
九
月
末
を
も
っ
て
失
効
し
た

が
、
国
の
計
画
に
対
し
て
の
進
捗
率
は
九
八
％
、
都
道
府
県
の
計

画
に
対
し
て
八
九
％
と
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。

　

町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
合
併
が
進
め
ら
れ
て
い
た
昭
和

三
十
一
年
（
一
九
五
六
）、
岡
山
県
で
は
「
こ
の
地
方
自
治
史
上
一

大
転
機
を
画
す
る
大
事
業
を
記
念
し
、
後
世
地
方
自
治
関
係
者
の

参
考
と
す
る
た
め
」
町
村
合
併
史
の
刊
行
を
企
画
し
、
関
係
自
治

体
に
「
合
併
促
進
の
活
動
状
況
」
と
「
合
併
市
町
村
の
概
要
」
の

提
出
を
求
め
た
【
５
】。
こ
の
時
玉
島
市
か
ら
提
出
さ
れ
た
概
要

書
が
【
６
】
で
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
五
年
に
『
岡
山
県
市
町
村

合
併
誌　

市
町
村
編
』【
７
】
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
【
８
】
お
よ
び
【
９
】
は
百
万
都
市
構
想
に
関
わ
る
資
料
で
あ

る
。
昭
和
三
十
五
年
、水
島
工
業
基
地
の
整
備
が
本
格
化
す
る
と
、

県
は
岡
山
・
倉
敷
市
を
中
心
と
す
る
県
南
七
市
二
〇
町
六
村
を
合

併
す
る
「
岡
山
県
南
広
域
都
市
建
設
計
画
」
い
わ
ゆ
る
百
万
都
市

構
想
を
打
ち
出
し
た
。
実
現
す
る
と
人
口
は
全
県
の
五
三
・
六
％
、

面
積
は
二
一
％
と
い
う
巨
大
都
市
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
昭
和

三
十
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
進
展
し
た
水
島
工
業
基
地
の
建
設
に

よ
っ
て
将
来
的
に
そ
の
後
背
地
に
大

都
市
が
生
ま
れ
る
事
を
予
測
し
、
ま

た
、
岡
山
県
が
新
産
業
都
市
建
設
促

進
法
の
指
定
を
受
け
る
関
係
か
ら
、

三
木
行
治
岡
山
県
知
事
主
導
の
下
、

積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
が
、
最

終
的
に
寺
田
熊
雄
岡
山
市
長
・
高
橋

勇
雄
倉
敷
市
長
ら
の
反
対
で
実
現
し

な
か
っ
た
。

　

反
対
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る

が
、
一
つ
に
は
行
政
水
準
が
異
な
る
三
三
自
治
体
が
合
併
す
る
と

財
政
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
危
険
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
岡

山
・
倉
敷
共
同
調
査
の
財
政
見
通
し
で
は
、
行
政
水
準
を
均
一
化

す
る
た
め
年
間
一
一
億
を
超
え
る
「
地
な
ら
し
費
」
が
必
要
で
、

三
十
八
年
度
か
ら
四
十
一
年
度
で
一
六
～
一
八
％
の
財
政
力
低
下

の
見
通
し
で
あ
っ
た（
４
）。

　

㊙
扱
い
の
基
本
構
想
試
案
【
９
】（
写
真
３
）
に
は
、自
治
体
（
三
三

市
町
村
）
の
合
併
時
期
（
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
）、
新
市
の
名
称
、

庁
舎
の
位
置
、
市
の
組
織
、
議
員
定
数
、
新
市
発
足
に
伴
う
暫
定

予
算
、
一
部
組
合
消
滅
後
の
措
置
、
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
様
々 写真３　㊙扱いの『基本構想試案』
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な
試
案
が
あ
る
。
市
名
・
庁
舎
位
置
は
未
定
で
、
合
併
の
時
期
は

半
数
以
上
の
市
町
村
の
長
お
よ
び
議
員
の
改
選
が
三
十
八
年
一
月

～
四
月
の
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

　

百
万
都
市
構
想
を
巡
っ
て
は
倉
敷
市
で
も
異
常
な
事
態
が
続
い

た
。
昭
和
三
十
七
年
九
月
に
高
橋
市
長
が
大
合
併
に
公
式
に
反
対

を
表
明
し
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
市
民
の
間
で
も
反
対
の
声
は
高

か
っ
た
。
し
か
し
合
併
賛
成
派
議
員
の
提
案
し
た
「
県
南
広
域
都

市
建
設
推
進
決
議
」
が
九
月
八
日
の
議
会
で
決
議
さ
れ
、
さ
ら
に

十
二
月
十
八
日
に
は
市
長
が
提
案
し
な
い
「
岡
山
県
南
広
域
都
市

関
係
市
町
村
の
合
併
に
つ
い
て
」
他
、
合
併
に
関
す
る
二
議
案
が

賛
成
派
議
員
一
八
人
だ
け
で
議
決
さ
れ
た
。
反
対
派
は
入
場
し
な

い
ま
ま
の
議
決
で
あ
っ
た
。
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
議
会
の
当
日

は
議
場
周
辺
に
刑
事
や
警
備
員
ら
が
配
置
さ
れ
、
傍
聴
席
は
暴
力

団
風
の
男
女
が
占
拠
し
、
凄
み
の
あ
る
野
次
が
飛
ん
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
市
議
会
が
議
決
し
て
も
岡
山
・
倉
敷
・
児
島
市
長
は
県

に
合
併
申
請
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
つ
い
に
は
「
高
橋
市
長
の
身

辺
に
危
険
が
せ
ま
っ
て
い
る
」と
噂
さ
れ
る
事
態
に
ま
で
な
っ
た
。

市
長
は
上
京
し
て
身
を
隠
し
、
倉
敷
市
役
所
で
は
す
べ
て
の
公
印

を
破
棄
し
て
新
調
し
、
重
要
な
印
鑑
は
収
入
役
が
空
き
缶
に
入
れ

て
自
宅
に
埋
め
て
い
た（
５
）。

　

百
万
都
市
構
想
に
つ
い
て
は
倉
敷
市
が
推
進
し
た
合
併
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
本
展
示
会
で
は
特
別
に
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
構
想
が
次
の
三
市
合
併
に
繋
が
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

２　

倉
敷
市
の
誕
生
と
近
隣
町
村
合
併

　
　
　
　

⑴　

倉
敷
町
と
倉
敷
市
の
誕
生

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
市
制
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
時
、

現
倉
敷
市
域
に
町
は
な
く
、す
べ
て
が
村
で
あ
っ
た
が
、翌
年
「
市

町
村
名
及
市
役
所
町
村
役
場
ノ
位
置
変
更
ニ
関
ス
ル
件
」
が
公
布

さ
れ
る
と
、
倉
敷
村
会
は
同
二
十
四
年
二
月
十
日
「
倉
敷
町
と
改

称
す
る
事
」
を
議
決（
６
）、

六
月
に
倉
敷
町
が
誕
生
し
た
。

　

倉
敷
町
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
万ま

す寿
村
・
大お

お
た
か高

村
と
合
併

し
た
。
こ
の
合
併
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
六
月
に
郡
役
所
が

廃
止
と
な
る
の
を
受
け
て
の
官
主
導
に
よ
る
も
の
で
、
県
下
で
も

注
目
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
合
併
は
市
制
施
行
を
見
据
え
て

の
も
の
で
も
あ
り
、
大
正
十
五
年
七
月
十
七
日
、
関
係
町
村
長
を

招
集
し
た
佐
上
信
一
県
知
事
は
「
市
制
の
実
施
に
つ
い
て
は
三
町

村
合
併
で
尚
人
口
に
少
し
不
足
が
あ
る
の
で
、
漸
進
的
に
地
理
上

の
関
係
か
ら
帯
江
の
一
部
を
合
し
、
人
絹
工
場
設
置
の
暁
に
は
中な

か



− 6 −

洲す

村
を
も
合
せ
、そ
の
上
で
名
実
伴
ふ
た
市
制
施
行
を
行
ふ
」
と
、

発
言
し
て
い
る（
７
）。

　
【
11
】
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
五
年
に
皇
太
子
の
行
啓
が
あ
り
、

そ
の
記
念
と
し
て
、
ま
た
県
か
ら
の
慫
慂
も
あ
り
交
渉
を
重
ね
て

い
た
万
寿
村
・
大
高
村
と
市
制
施
行
を
前
提
と
し
て
の
合
併
を
実

現
し
昭
和
二
年
四
月
一
日
新
し
い
倉
敷
町
が
誕
生
し
た
。
合
併
に

よ
り
戸
数
六
一
三
二
、
人
口
は
三
万
四
七
六
人
と
な
っ
た
。

　

同
年
秋
、
町
議
会
で
市
制
施
行
が
協
議
さ
れ
全
会
一
致
で
決
定

し
た
。
翌
年
の
御
大
典
を
記
念
し
て
施
行
す
べ
き
と
い
う
急
進
派

と
時
期
尚
早
と
す
る
議
員
に

意
見
は
分
か
れ
た
が
、
町
民

ら
が
署
名
を
以
て
町
長
に
請

願
書
を
提
出
す
る
な
ど
の
動

き
も
あ
り
、
市
制
施
行
が
決

定
し
た（
８
）。

　

当
時
の
倉
敷
町
長
・
関
藤

碩
衛
は
昭
和
三
年
三
月
二
十

日
上
京
。
内
務
省
へ
出
頭
し

て
役
人
た
ち
に
挨
拶
を
し
、

倉
敷
の
木
村
助
役
に
宛
て
た

手
紙
で
「
多
分
二
十
三
か
二
十
四
日
に
は
内
務
大
臣
の
決
裁
が
済

む
で
あ
ろ
う
か
ら
町
会
議
員
へ
吹
聴
し
て
ほ
し
い
」
と
伝
え
て
い

る（
９
）。

そ
し
て
同
月
二
十
八
日
内
務
省
告
示
【
12
】
に
よ
り
倉
敷
町

を
廃
し
倉
敷
市
を
置
く
旨
が
通
達
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
四
月
一
日
、
初
め
て
倉
敷
市
が
誕
生
し
た
。

　
【
91
・
92
】
は
市
制
施
行
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
昭
和
三
年
の

倉
敷
市
地
図
で
あ
る
。現
在
の
倉
敷
館
の
場
所
に
市
役
所（
写
真
４
）

が
あ
り
、
現
市
立
美
術
館
や
駐
車
場
一
帯
は
岡
山
県
倉
敷
商
業
学

校
・
倉
敷
小
学
校
（
新
川
校
舎
）
の
敷
地
で
あ
っ
た
。
奨
農
土
地
会

社
（
大
原
邸
向
）
に
大
原
美
術
館
が
で
き
た
の
は
こ
の
二
年
後
で
あ

る
。
地
図
の
裏
面
は
広
告
に
な
っ
て
お
り
、
企
業
や
商
店
、
病
院

な
ど
の
一
覧
表
と
貴
重
な
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

⑵　

高
橋
市
長
と
近
隣
八
か
町
村
合
併

　
　
　
　
　

～
大
倉
敷
市
の
実
現
に
む
け
て
～

　

昭
和
三
年
に
誕
生
し
た
倉
敷
市
は
、
太
平
洋
戦
争
を
挟
ん
で
近

隣
町
村
と
の
合
併
を
次
々
と
実
現
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
近
隣

町
村
の
う
ち
中
洲
町
だ
け
は
、戦
時
中
の
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）

に
倉
敷
市
に
編
入
し
て
い
る
【
14
】。

　

当
時
倉
敷
市
長
で
あ
っ
た
古こ

や

の
屋
野
橘き
つ

衛え

に
よ
る
と
、
昭
和
十
年

頃
有
志
の
間
で
中
洲
町
と
の
合
併
の
話
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た

写真４　昭和三年（1928）頃の倉敷市役所
（『倉敷市案内』より転載）
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が
、
戦
争
に
よ
っ
て
合
併
の
促
進
を
阻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
中

洲
町
は
倉
敷
絹
織
倉
敷
工
場
が
酒
津
に
あ
っ
た
こ
と
、
倉
敷
市
民

の
生
命
線
・
上
水
道
の
水
源
地
が
中
洲
地
内
に
あ
り
何
か
と
不
便

で
あ
っ
た
こ
と
、
高
梁
川
改
修
工
事
に
よ
っ
て
両
市
町
を
分
離
し

て
い
た
川
が
消
失
し
地
理
的
に
密
接
不
離
の
関
係
を
生
じ
た
こ

と
、
な
ど
か
ら
両
市
町
の
合
併
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

第
二
次
大
戦
末
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
一
時
、
町
村
合
併
は
抑

制
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に

基
づ
い
て
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

倉
敷
市
の
作
成
し
た
隣
接
町
村
合
併
に
関
す
る
趣
意
要
領

【
13
】
で
は
、
地
理
自
然
、
社
会
、
経
済
的
条
件
か
ら
一
市
八
か

町
村
合
併
の
必
要
を
説
き
、
加
え
て
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
案
に
よ
る
影

響
を
あ
げ
、
そ
の
骨
子
で
あ
る
地
方
財
政
力
の
強
化
と
い
う
点
か

ら
、
一
つ
の
強
固
な
経
済
単
位
を
構
成
す
る
こ
と
は
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
が
出
る
以
前
か
ら
一
市
八
か
町
村
が
備
え
て
い
た
条
件
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、【
20
】
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
い
て
岡
山
県
が
市
町

村
合
併
の
研
究
資
料
と
し
て
編
集
し
た
も
の
を
倉
敷
市
・
倉
敷
市

議
会
が
謄
写
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
四
年
、
公
選
第
二
代
の
倉
敷
市
長
に
初
当
選
し
た

高
橋
勇
雄
市
長
は
、
当
選

の
弁
に
お
け
る
公
約
実
行

の
四
柱
の
一
つ
と
し
て
近

隣
町
村
合
併
促
進
を
あ
げ

た
）
（（
（

。

　

そ
し
て
同
年
十
月
四
日

の
市
議
会
冒
頭
で
近
隣
町

村
の
合
併
に
つ
い
て
議
会

に
諮
り
満
場
一
致
で
採
択

さ
れ
た）

（1
（

。
同
月
十
八
日
に

は
新
渓
園
で
合
併
関
係

市
町
村
懇
談
会
が
開
か
れ
、
福ふ

く

田だ

・
連つ

ら
じ
ま島

・
西に

し

阿あ

知ち

町
、
菅す

ご
う生

・

中な
か
し
ょ
う

庄
・
帯お

び

江え

・
豊と

よ

洲す

・
粒つ

ぶ

江え

村
の
一
市
三
町
五
村
の
首
長
・
助
役
、

議
長
・
副
議
長
ら
が
出
席
し
、
高
橋
市
長
か
ら
正
式
に
合
併
の
申

し
入
れ
が
あ
っ
た
。
合
併
が
実
現
す
れ
ば
岡
山
市
の
二
倍
以
上
の

面
積
と
な
り
、
人
口
一
一
万
人
超
の
田
園
都
市
が
出
現
す
る
こ
と

と
な
る
。
各
町
村
で
は
平
衡
交
付
金
（
財
政
力
の
弱
小
な
地
方
公
共
団

体
の
財
源
を
補
填
す
る
た
め
の
国
か
ら
の
交
付
金
）
の
増
額
、
用
水
組
合

や
教
育
費
等
の
負
担
金
の
軽
減
、
水
島
を
工
業
地
帯
に
仕
上
げ
る

な
ど
、
合
併
に
よ
っ
て
自
治
体
拡
張
を
図
る
方
が
得
策
で
あ
る
と

写真５　倉敷市教育委員会総会で挨拶する
高橋勇雄市長（1952年）
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機
運
が
高
ま
っ
て
い
た）

（1
（

。

　

倉
敷
市
は
近
隣
三
町
五
村
と
の
合
併
を

一
挙
に
進
め
る
予
定
で
あ
っ
た
が
そ
の

実
現
は
難
し
く
、
ま
ず
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
に
粒
江
村
を
編
入
し
、
翌
年

菅
生
・
中
庄
・
帯
江
村
の
三
か
村
を
編
入
。

続
い
て
二
十
七
年
に
豊
洲
村
、
二
十
八
年

に
西
阿
知
・
福
田
・
連
島
町
を
編
入
。
さ

ら
に
二
十
九
年
に
は
八
か
町
村
に
は
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
藤
戸
町
の
編
入
を
実
現

し
「
大
倉
敷
市
」
の
実
現
を
見
た
。

　

八
か
町
村
の
う
ち
最
初
に
倉
敷
市
と
の

合
併
を
決
議
し
た
粒
江
村
は
、
倉
敷
市
と

平
地
続
き
で
、
ほ
と
ん
ど
が
農
家
で
あ
っ

た
。（
表
１
）
に
見
ら
れ
る
通
り
、
昭
和

二
十
四
年
度
の
予
算
額
は
二
七
六
万
円
程

度
と
八
か
町
村
中
で
最
も
低
く
、
今
後
完

全
な
自
治
行
政
は
難
し
い
と
推
測
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
当
時
藤
戸
町
と
の
組
合
立
新
制

中
学
校
舎
の
建
設
が
難
航
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
合
併
に
は
積
極
的
で
、
昭
和
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

の
臨
時
議
会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
倉
敷
市
へ
の
編
入
合
併
が
可

決
さ
れ
た
【
15
】。

　

新
制
中
学
校
設
置
の
他
に
粒
江
村
が
出
し
た
条
件
と
し
て
は
、

村
内
に
溜
池
が
多
く
、
そ
の
修
理
費
な
ど
に
か
な
り
の
土
木
費
を

要
す
る
た
め
合
併
後
も
従
来
通
り
の
支
出
に
し
て
ほ
し
い
、
倉
敷

に
通
じ
る
道
路
の
貫
通
、
上
水
道
の
延
長
、
役
場
を
支
所
と
す
る

事
、
簡
易
郵
便
局
を
支
所
内
に
設
置
、
農
村
電
化
、
児
島
湾
淡
水

湖
化
に
伴
う
吉
岡
川
灌
漑
地
区
の
水
利
に
つ
い
て
の
善
処
、
電
話

局
統
一
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
【
16
】。

　

粒
江
村
が
倉
敷
市
へ
編
入
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
、

合
併
記
念
式
が
粒
江
村
小
学
校
講
堂
で
行
わ
れ
【
18
】、「
合
併
記

念
誌
」【
17
】
が
参
列
者
に
贈
呈
さ
れ
た
。
合
併
記
念
式
は
ど
こ

の
町
村
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
粒
江
村
で
は
珍
し
い
「
粒
江
村

名
残
の
会
」
が
開
か
れ
て
い
る
【
19
】。

　

名
残
の
会
は
八
月
二
十
五
日
に
粒
江
小
学
校
で
行
わ
れ
、
記
念

品
贈
呈
や
映
画
の
上
映
が
あ
っ
た
。
案
内
状
は
岡
本
寅
治
村
長
と

山
本
一
郎
議
長
の
連
名
で
村
民
宛
に
出
さ
れ
て
お
り
「
先
祖
継
承

の
懐
し
の
粒
江
村
は
八
月
三
十
一
日
を
以
て
発
展
的
解
消
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
」
と
村
民
の
参
会
を
願
っ
て
い
る
。

倉敷市 福田町 連島町 西阿知町 菅生村 中庄村 帯江村 豊洲村 粒江村

14,0287,813 32,723,179 25,234,932 6,018,708 5,853,212 4,313,213 5,956,947 3,641,795 2,760,176

　　　　表１　倉敷市と近隣町村の昭和24年度予算額

※関係市町村の現況調「粒江村合併に関する綴」旧倉敷市事務引継合併庁達23-1-7より作成

※単位は円。金額は当初予算に追加予算を足した合計

※関係市町村の現況調「粒江村合併に関する綴」旧倉敷市事務引継合併庁達23-1-7より作成

表１　倉敷市と近隣町村の昭和24年度予算額
※単位は円。金額は当初予算に追加予算を足した合計
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合
併
に
よ
り
粒
江
の
生
徒
は
新
設
さ
れ
た
新
田
の
中
学
校
）
（1
（

に
通

学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
合
併
後
八
か
月
ほ
ど
経
っ
た
粒
江
村
で

は
「
市
民
税
は
若
干
高
く
な
っ
た
が
水
利
地
益
税
の
廃
止
で
耕
作

田
の
多
い
農
家
ほ
ど
負
担
が
軽
く
な
り
、
一
部
橋
梁
、
農
道
の
改

修
も
あ
っ
て
合
併
し
て
よ
か
っ
た
と
住
民
は
感
じ
て
い
る
」
と
の

声
が
聴
か
れ
た）

（1
（

。

　

菅
生
・
中
庄
・
帯
江
村
の
三
か
村
に
つ
い
て
は
一
部
地
域

（
生い
く
さ
か坂
の
東
部
、
加か

す須
山や
ま

の
一
部
）
に
反
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、
比
較

的
に
円
滑
に
合
併
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

に
合
併
し
た
【
21
】。

　

豊
洲
村
は
村
会
議
員
の
総
辞
職
と
い
う
騒
動
も
あ
っ
た
が
（
後

述
）、
一
部
地
区
を
除
い
て
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
倉
敷
市
と

合
併
し
た
【
22
】。

　

西
阿
知
町
は
藺
草
の
栽
培
に
よ
る
花
莚
の
製
造
が
全
国
的
に
も

有
名
で
、
海
外
輸
出
も
さ
れ
て
お
り
比
較
的
財
政
的
に
は
恵
ま

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
は
倉
敷
市
の
合
併
要
請
に

応
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
難
航
し
て
い
た
倉
敷
市
と
豊
洲
村

の
合
併
が
実
現
し
た
こ
と
や
、
水
島
工
業
基
地
へ
の
工
場
誘
致

の
関
係
上
、
倉
敷
市
が
南
部
の
福
田
・
連
島
両
町
合
併
を
促
進

し
、
そ
の
実
現
の
動
き
が
見
え
た
事
な
ど
か
ら
、
西
阿
知
町
と

し
て
も
倉
敷
市
と
合
併

し
、
さ
ら
に
財
政
力
の

強
化
を
図
る
こ
と
が
必

要
、
と
昭
和
二
十
七
年

十
一
月
二
十
七
日
、
臨

時
議
会
を
開
き
満
場
一

致
で
合
併
を
決
議
、
昭

和
二
十
八
年
一
月
一
日

に
合
併
し
た
【
23
】。

　

後
に
「
金
の
卵
を
産
む
」
と
評
さ
れ
た
三
菱
の
工
場
を
有
す
る

浅
口
郡
連
島
町
・
児
島
郡
福
田
町
は
、
八
か
町
村
の
中
で
も
財
政

面
で
は
恵
ま
れ
て
い
た
た
め
、
倉
敷
市
と
の
合
併
を
喫
緊
の
事
と

は
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
両
町
の
編
入
は
難
航
し
た
。

　

日
本
と
米
英
が
開
戦
し
た
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）、
連
島
町
・

福
田
村
（
昭
和
二
十
二
年
よ
り
福
田
町
）
地
先
海
面
埋
立
地
へ
の
三
菱

重
工
業
名
古
屋
航
空
機
製
作
所
岡
山
工
場）

（1
（

誘
致
が
成
功
し
て
か
ら

と
い
う
も
の
、
福
田
村
・
連
島
町
が
合
併
し
「
水
島
市
」
を
作
っ

て
は
、
と
の
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
三
菱
側
と
し
て

も
こ
の
合
併
を
望
ん
だ
が
、
財
政
、
人
口
規
模
等
に
大
差
の
な
い

両
町
村
だ
け
に
な
か
な
か
気
運
が
高
ま
ら
な
か
っ
た）

（1
（

。

写真６　西阿知町役場（1963年） 
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二
度
目
の
合
併
推
進
は
、
終
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）、
国
策
パ
ル
プ）

（1
（

の
工
場
誘
致
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た

際
に
始
ま
る
。
国
策
パ
ル
プ
は
両
町
の
合
併
を
工
場
建
設
の
条
件

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
倉
敷
市
と
の
合
併
も
望
ん
で
い
て
、
同

年
末
に
は
一
応
水
島
へ
の
誘
致
が
内
定
し
て
い
た
。

　

昭
和
二
十
六
年
一
月
三
十
日
、
高
橋
市
長
は
倉
敷
新
聞
記
者
会

と
の
懇
談
会
で
「
地
方
自
治
法
で
は
市
と
な
る
に
は
中
心
市
街
地

が
全
戸
数
の
六
割
以
上
必
要
な
の
で
、
福
田
・
連
島
町
の
中
心
を

形
成
し
て
い
る
水
島
社
宅
が
全
戸
数
の
六
割
に
満
た
な
い
こ
と
か

ら
両
町
が
合
併
を
し
て
「
水
島
市
制
」
を
施
く
こ
と
は
難
し
い
だ

ろ
う
」
と
指
摘
し
、
両
町
と
の
合

併
交
渉
に
努
力
す
る
と
述
べ
た）

（1
（

。

　

こ
の
頃
国
策
パ
ル
プ
の
南
喜
一

社
長
は
高
橋
倉
敷
市
長
へ
手
紙

（
写
真
７
）
を
送
っ
て
連
島
・
福
田

の
合
併
を
希
望
し
て
お
り）

11
（

、
高
橋

市
長
も
国
策
パ
ル
プ
に
早
期
着
工

を
要
請
す
べ
く
上
京
し
て
い
る
。

そ
し
て
二
月
十
九
日
、
連
島
・
福

田
町
で
は
「
国
策
パ
ル
プ
誘
致
が

決
定
し
た
ら
」
と
い
う
条
件
つ
き
で
倉
敷
市
と
の
合
併
を
決
議
し

た
。

　

こ
う
し
て
合
併
の
機
は
熟
し
た
か
に
見
え
た
が
、
二
月
二
十
八

日
福
田
町
、
三
月
六
日
連
島
町
で
合
併
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票

が
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
両
町
と
も
に
「
現
状
維
持
」
が
多
数
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
連
島
町
で
は
水
島
の
社
宅
地
区
に
賛
成
の
声

が
多
か
っ
た
が
、他
の
四
地
区
で
は
現
状
維
持
を
望
む
声
が
強
く
、

ま
た
、
国
策
パ
ル
プ
誘
致
に
関
し
て
は
公
害
問
題
か
ら
漁
業
者
ら

の
反
対
が
強
か
っ
た）

1（
（

。
こ
の
結
果
を
受
け
て
両
町
議
会
は
一
応
審

議
を
打
ち
切
る
こ
と
に
し
た
。

　

し
か
し
、
国
策
パ
ル
プ
誘
致
へ
の
動
き
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
四

月
の
統
一
地
方
選
挙
の
後
、
岡
山
県
で
は
引
き
続
き
誘
致
運
動
を

行
っ
た
が
、
地
元
漁
協
の
強
い
反
対
運
動
）
11
（

や
、
選
挙
中
に
県
と
地

元
が
問
題
解
決
を
「
お
留
守
」
に
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
会
社
が

申
し
入
れ
て
い
た
倉
敷
・
水
島
（
連
島
・
福
田
町
）
の
合
併
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
が
決
定
的
に
会
社
の
心
証
を
悪
く
し
て
お

り
、
ま
た
山
口
県
防
府
市
の
猛
烈
な
誘
致
運
動
も
あ
っ
た
た
め
、

会
社
の
意
向
は
防
府
市
へ
傾
い
て
い
た）

11
（

。

　

福
田
町
で
は
五
月
二
十
一
日
の
臨
時
議
会
で
審
議
の
結
果
、「
国

策
パ
ル
プ
の
誘
致
が
仮
調
印
に
到
っ
た
場
合
は
倉
敷
市
・
連
島
町

写真７　南国策パルプ社長の手紙
「一日も早く大倉敷市の出現を祈り上げます」と結
ばれている
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と
合
議
の
上
合
併
す
る
、
ま
た
漁
業
組
合
の
問
題
は
町
議
会
の
責

任
に
お
い
て
処
理
す
る
」
と
決
議
さ
れ
た）

11
（

。
し
か
し
、
三
木
岡
山

県
知
事
や
副
知
事
ら
の
熱
心
な
引
き
止
め
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
策

パ
ル
プ
の
新
設
工
場
は
防
府
市
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
年
八
月
、
倉
敷
市
は
倉
敷
・
福
田
・
連
島
を
結
ぶ
水
島
鉄

道
の
全
施
設
の
買
収
を
決
定
し
、
合
併
実
現
に
向
け
て
努
力
し
た

が
、
国
策
パ
ル
プ
の
誘
致
失
敗
も
あ
っ
て
再
度
の
合
併
交
渉
も
成

功
し
な
か
っ
た
。

　

三
度
目
の
合
併
話
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
に
三
菱
石
油
㈱
が

製
油
工
場
設
置
の
候
補
地
と
し
て
水
島
の
調
査
を
開
始
し
た
こ
と

に
始
ま
る
。
八
か
町
村
中
、
福
田
・
連
島
と
共
に
南
部
三
町
の
一

つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
西
阿
知
町
が
す
で
に
合
併
を
決
議
し
て
い

た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
、
両
町
で
も
合
併
熱
が
再
燃
し
た
。

　

福
田
町
で
は
二
月
二
十
六
日
に
全
員
協
議
会
で
審
議
し
た
結
果

満
場
一
致
で
合
併
に
賛
成
。
翌
二
十
七
日
の
臨
時
議
会
で
可
決
さ

れ
た
。
一
方
の
連
島
町
で
も
三
月
十
日
の
審
議
会
で
倉
敷
市
と
の

合
併
を
決
し
、
二
十
日
の
町
議
会
で
倉
敷
編
入
の
議
案
が
可
決
さ

れ
た
。

　

先
の
国
策
パ
ル
プ
の
誘
致
失
敗
は
よ
ほ
ど
こ
た
え
た
と
見
え
、

全
員
協
議
会
で
柚
木
唯
二
福
田
町
長
は
「
明
日
に
も
三
菱
石
油
の

関
係
者
が
水
島
を
視
察
に
来

る
状
態
で
、
一
日
も
早
く
合

併
し
て
大
工
場
誘
致
が
で
き

る
よ
う
受
け
入
れ
態
勢
を
整

え
た
い
」
と
発
言
し
て
い
る）

11
（

。

ま
た
一
部
議
員
が
「
短
日
時

に
理
事
者
に
計
画
を
立
て
さ

せ
た
」
と
正
副
議
長
を
責
め

た
の
に
対
し
議
長
が
「
時
間

的
に
急
ぐ
必
要
が
あ
る
か
ら

だ
」
と
説
得
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、「
何
と
し
て
も
こ
の

度
は
三
菱
の
誘
致
を
成
功
さ

せ
た
い
」
と
の
思
い
が
見
て

取
れ
る
。

　

か
く
し
て
福
田
・
連
島
町
と

の
合
併
は
三
度
目
に
し
て
よ

う
や
く
実
現
し
、
昭
和
二
十
八

年
三
月
二
十
二
日
付
で
合
併

申
請
書
【
24
】
が
提
出
さ
れ
、

写真８　連島町役場（1963年） 写真９　福田町役場（1963年） 
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同
年
六
月
一
日
、
両
町
は
倉
敷
市
へ
編
入
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
も
っ
て
高
橋
市
長
が
提
唱
し
た
近
隣
八
か
町
村
合
併
は

全
て
実
現
し
た
。
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
る
の
は
同
年
十

月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
難
航
し
た
分
、
福
田
・
連
島
に
つ
い
て
は
合
併
後
も
問

題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
高
橋
市
長
は
昭
和
二
十
六
年
二
月
、
連
島

町
と
の
合
併
協
議
の
中
で
「
税
負
担
は
住
民
税
の
均
等
割
り
で

二
百
円
高
く
な
る
が
、
倉
敷
市
で
は
水
利
地
益
税
を
課
し
て
い
な

い
の
で
農
村
の
負
担
は
合
わ
せ
考
え
る
と
低
く
な
る
だ
ろ
う
」
と

発
言
し
て
い
る
が）

11
（

、
倉
敷
市
は
合
併
翌
年
の
昭
和
二
十
九
年
四
月

三
十
日
の
臨
時
議
会
で
市
民
税
改
正
を
決
議
し
増
税
を
決
め
た
。

　

合
併
一
年
足
ら
ず
の
増
税
と
な
っ
た
た
め
、
高
橋
市
長
は
約

二
億
円
の
赤
字
財
政
と
い
う
や
む
を
え
な
い
事
情
を
説
明
し
た

が
、
事
前
に
了
解
が
な
か
っ
た
こ
と
に
強
い
不
満
を
持
つ
連
島
地

区
協
議
会
で
は「
責
任
を
取
れ
」「
増
税
に
は
あ
く
ま
で
反
対
」「
市

議
会
を
解
散
せ
よ
」
な
ど
の
声
が
飛
び
、
一
方
福
田
地
区
で
も
協

議
会
を
開
き
「
公
約
を
無
視
し
た
市
長
の
政
治
責
任
を
追
及
」「
旧

福
田
町
に
分
離
す
る
」「
市
議
会
即
時
総
辞
職
の
要
求
」
な
ど
議

論
百
出
し
、
結
局
連
島
と
連
携
し
て
水
島
市
建
設
を
目
標
に
分
離

を
研
究
す
る
特
別
委
員
会
を
作
る
こ
と
に
意
見
一
致
し
て
い
る）

11
（

。

　

藤ふ
じ

戸と

町
は
隣
接
す
る
粒
江
・
帯
江
村
が
倉
敷
市
に
合
併
し
て
か

ら
は
、
様
々
な
面
に
お
い
て
倉
敷
市
と
密
接
な
繋
が
り
を
生
じ
、

ま
た
一
一
七
〇
万
円
程
度
の
予
算
額
（
昭
和
二
十
八
年
度
）
で
は
積

極
的
な
行
政
は
望
め
な
い
と
、
藤
戸
町
を
囲
む
倉
敷
市
・
茶ち

ゃ

屋や

町
・
灘な

だ
さ
き崎

町
・
郷ご

う
な
い内

村
な
ど
の
研
究
を
行
い
、
地
区
ご
と
の
懇
談

会
を
開
く
な
ど
し
て
町
民
の
意
向
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
大
勢
は

倉
敷
市
と
の
合
併
の
意
向
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
昭

和
二
十
九
年
九
月
、
一
応
研
究
と
内
交
渉
が
終
了
し
た
の
で
藤
戸

寺
で
町
民
大
会
を
開
き
経
過
と
結
果
を
発
表
。
さ
ら
に
十
月
に
地

区
ご
と
の
説
明
会
で
最
終
的
な
賛
否
の
回
答
を
求
め
た
。
こ
う
し

て
町
民
の
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
た
め
、
十
一
月
十
一
日
の
町
議
会

に
お
い
て
満
場
一
致
で
倉
敷
市
と
の
合
併
を
決
議
。
十
二
月
一
日

倉
敷
市
と
合
併
し
た
【
25
】。
合
併
記
念
式
は
同
日
午
前
藤
戸
寺

で
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。
合
併
を
機
に
発
刊
さ
れ
た『
藤
戸
町
誌
』

は
合
併
の
項
目
を
「
長
い
歴
史
と
伝
統
を
も
つ
地
域
の
特
色
を
生

か
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る

の
で
は
」
と
結
ん
で
い
る）

11
（

。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
財
政
規
模
の
小
さ
な
村
が
戦
後

の
厳
し
い
社
会
情
勢
の
中
で
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
大
き
な
自

治
体
と
合
併
す
る
し
か
な
く
、
粒
江
村
の
よ
う
に
学
校
一
校
建
設
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で
き
な
い
と
い
う
現
状
が
合
併
を
促
進
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。
倉
敷
市
議
会

の
全
員
委
員
会
で
の
高
木
甲
一
教
育
長
の
発
言
で
あ
る
。
以
下
は

そ
の
要
約
で
あ
る
。「
先
日
粒
江
に
視
察
に
行
っ
た
と
こ
ろ
橋
が

壊
れ
て
自
動
車
が
通
ら
な
い
所
が
あ
っ
た
の
で
『
こ
こ
は
直
さ
な

け
れ
ば
』、
と
言
う
と
、
粒
江
村
側
は
『
そ
う
い
う
事
を
し
て
も

ら
っ
て
は
気
の
毒
だ
か
ら
直
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
嫁
入

り
（
合
併
）
し
て
す
ぐ
「
仕
着
せ
」（
主
人
が
奉
公
人
に
渡
す
衣
服
代
金
）

を
ね
だ
る
の
は
言
い
に
く
い
の
で
、
幼
稚
園
だ
け
は
新
し
い
の
を

建
て
て
合
併
し
た
い
』
と
言
う
。『
粒
江
村
は
非
常
に
教
育
に
熱

心
な
村
で
、
九
三
％
が
幼
児
教
育
を
受
け
て
い
る
。
倉
敷
市
も
幼

稚
園
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
幼
稚
園
の
体
制
を
整
え
て
行

き
た
い
（
合
併
し
た
い
）。
だ
か
ら
と
言
っ
て
借
銭
は
一
銭
も
持
っ

て
い
き
ま
せ
ん
』
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
私
は
粒
江
村
は
新
制
中

学
の
件
に
悩
ん
で
合
併
を
希
望
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い

た
が
そ
れ
は
間
違
い
で
、
粒
江
村
は
ど
こ
ま
で
も
教
育
に
力
を
入

れ
る
、
そ
し
て
立
派
な
後
継
者
を
育
て
る
と
い
っ
た
立
派
な
構
想

を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
私
の
不
覚
を
報
告
し
正
し
い
考
え
方
で
臨

み
た
い）

11
（

」。

　

消
え
行
く
小
村
の
プ
ラ
イ
ド
を
感
じ
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
紹
介
し
て
お
く
。

　

な
お
、
昭
和
の
大
合
併
で
は
、
二
十
九
年
に
清き
よ

音ね

・
山や

ま

手て

村
、

船ふ
な

穂お

町
と
の
合
併
話
も
持
ち
上
が
っ
て
い
た
が
、諸
種
の
事
情
（
後

述
）
で
こ
の
段
階
で
の
合
併
は
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　

３　

児
島
市
と
近
隣
町
村
合
併

　
　
　
　

⑴　

児
島
市
の
誕
生
と
琴こ
と
う
ら浦
町
と
の
対
等
合
併

　

児
島
郡
南
部
の
合
併
の
動
き
は
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
。
明
治

三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）、
味あ
じ

野の

（
明
治
三
十
九
年
町
制
施
行
）・
赤あ
か
さ
き崎

（
昭
和
十
六
年
よ
り
味
野
町
）・
小お

だ田
（
昭
和
三
年
よ
り
児
島
町
）・
本ほ
ん
じ
ょ
う荘

村
四
か
村
の
合
併
が
味
野
村
か
ら
郡
役
所
へ
具
申
さ
れ
、
大
正
八

年
（
一
九
一
九
）
に
は
琴
浦
町
も
含
め
た
町
村
の
市
制
施
行
が
、
味

野
町
か
ら
提
唱
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
動
き
を
背
景
に
戦
後
い
ち
早
く
合
併
が
促
進
さ
れ
、

味
野
町
・
児
島
町
・
下し

も

津つ

い井
町
・
本
荘
村
の
四
か
町
村
で
南
児
島

市
制
促
進
期
成
同
盟
会
が
設
置
さ
れ
、昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）

四
月
一
日
、
児
島
市
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
【
27
】。
こ
れ
は

岡
山
県
に
お
け
る
戦
後
初
の
町
村
合
併
で
あ
っ
た
。

　

市
を
設
置
す
る
理
由
に
よ
れ
ば
、「
四
か
町
村
の
う
ち
本
荘
村
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以
外
の
三
町
は
そ
の
大
部
分
が
連
な
っ
て
お
り
、
本
荘
村
も
わ
ず

か
な
坂
道
が
あ
る
ば
か
り
で
、
隣
接
し
た
民
情
風
俗
同
一
に
す
る

地
域
で
あ
る
。
大
正
初
年
頃
か
ら
琴
浦
町
を
含
め
た
市
制
実
施
実

現
の
動
き
が
あ
っ
た
が
、
戦
争
開
始
や
備
南
鉄
道
と
い
う
交
通
網

の
立
ち
消
え
な
ど
か
ら
合
併
の
動
き
は
静
ま
っ
て
い
た
。
し
か
る

に
戦
後
の
厳
し
い
社
会
情
勢
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
各
分
立

し
た
小
村
で
は
と
て
も
無
理
で
あ
り
、
百
年
の
計
を
持
っ
て
各
町

村
が
名
利
を
捨
て
大
同
団
結
し
て
市
制
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
【
27
】。

　

こ
の
ほ
か
、
か
つ
て
九
〇
か
町
村
を
管
掌
す
る
郡
役
所
が
置
か

れ
て
い
た
味
野
か
ら
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
三
井
造
船
が
で

き
て
急
速
に
発
展
し
て
き
た
玉
野
市
に
そ
の
中
心
地
が
移
り
つ
つ

あ
っ
た
と
い
う
社
会
情
勢
も
刺
激
と
な
っ
た）

11
（

。

　

ま
た
、
市
名
「
児
島
市
」
選
定
の
理
由
は
、「
合
併
す
る
各
町

村
の
自
治
体
名
に
こ
だ
わ
ら
な
い
「
児
島
郡
」
か
ら
採
用
し
た
も

の
で
あ
る
。
現
に
児
島
町
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
く
小
田
村
と
い

う
名
で
あ
っ
た
村
が
町
制
施
行
の
際
に
児
島
町
を
名
乗
っ
た
も
の

で
歴
史
も
浅
く
、
新
市
の
北
に
位
置
し
中
央
に
あ
た
る
も
の
で
も

な
い
の
で
、
な
ん
ら
そ
の
町
名
を
採
用
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
【
27
】。

　

市
制
施
行
時
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
琴
浦
町
と
の
合
併
は
、
昭

和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
一
月
に
再
度
持
ち
上
が
っ
た
。
児
島
市

は
全
国
的
に
最
も
小
規
模
な
市
で
あ
り
、
町
で
あ
っ
て
も
児
島
市

に
規
模
の
劣
ら
な
い
琴
浦
町
と
の
合
併
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
市

長
・
市
議
の
改
選
を
控
え
た
児
島
市
は
琴
浦
町
に
二
月
十
五
日
を

期
し
た
合
併
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。

　

双
方
の
話
し
合
い
が
進
み
県
知
事
に
一
任
す
る
こ
と
と
な
り
、

合
併
は
急
速
に
進
展
す
る
兆
し
が
見
え
て
い
た
。
し
か
し
、
三
月

五
日
に
公
職
選
挙
法
に
準
じ
て
実
施
さ
れ
た
琴
浦
町
住
民
投
票
の

結
果
は
、
意
外
に
も
合
併
反
対
が
過
半
数
を
上
回
る
結
果
と
な
っ

た
。
思
い
が
け
な
い
展
開
に
開
票
の
夜
琴
浦
町
に
や
っ
て
来
て
い

た
三
木
岡
山
県
知
事
は「
琴
浦
町
に
来
て
人
生
の
勉
強
に
な
っ
た
」

と
沈
痛
な
面
持
ち
で
語
っ
た）

1（
（

。

　

児
島
・
琴
浦
の
長
年
の
合
併
問
題
解
決
を
左
右
す
る
も
の
と
し

て
県
下
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
の
投
票
結
果
に
よ
り
、
合
併
は

失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
要
因
を
新
聞
は
「
機
業
に
生
き
、
同
じ

環
境
に
あ
っ
て
市
町
の
境
界
さ
え
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
密
接
な
関

係
に
あ
る
両
者
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
の
は
、
双
方
が
あ
ま
り
に
も

欠
点
を
知
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
。
み
ん
な
で
大
き
く
な
る
よ
り
も

三
代
で
も
五
代
で
も
よ
い
、
一
人
で
一
国
一
城
の
城
主
に
な
っ
た
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方
が
よ
い
と
い
う
琴
浦
町
民
従
来
の
気
質
が
依
然
と
し
て
根
強
く

残
っ
て
い
る
こ
と
、
町
民
税
が
市
民
税
よ
り
安
い
こ
と
、
町
民
が

自
分
た
ち
の
町
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
」
な
ど
に
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
有
力
な
企
業
を
多
く
抱
え
る
琴
浦
町
が
児
島

市
に
提
示
し
た
合
併
条
件
は
強
気
で
、
合
併
は
対
等
合
併
、
新
市

名
に
旧
町
村
名
は
使
用
し
な
い
（
妥
協
案
で
は
児
島
琴
浦
市
）、
庁
舎

は
原
則
市
町
の
境
界
と
す
る
、
選
挙
区
制
を
設
け
人
口
比
例
で
定

数
を
定
め
る
等
で
あ
る
【
28
】。

　

ま
た
、
合
併
決
議
の
琴
浦
町
議
会
で
も
「
児
島
市
に
負
け
な
い

町
」「
将
来
大
児
島
市
の
主
導
的
使
命
を
本
町
に
約
束
さ
れ
た
」

な
ど
毅
然
と

し
た
発
言

が
見
ら
れ

る
）
11
（

。
市
制
施

行
時
に
琴
浦

町
が
合
併
し

な
か
っ
た

の
も
、「
県

下
屈
指
の
財

政
的
に
恵
ま
れ
た
町
」
と
の
自
尊
心
か
ら
児
島
・
味
野
と
だ
け
な

ら
合
併
し
て
も
よ
い
が
担
税
能
力
の
弱
い
農
漁
村
の
本
荘
・
下
津

井
を
加
え
る
な
ら
合
併
は
し
な
い
と
い
う
優
越
感
も
あ
っ
た
よ
う

だ
。

　

琴
浦
町
の
要
求
に
対
し
、
児
島
市
側
も
児
島
の
地
名
は
『
古
事

記
）
11
（

』
に
由
来
す
る
由
緒
あ
る
も
の
で
、
国
内
随
一
の
生
産
を
誇

る
学
生
服
も
「
児
島
の
学
生
服
」
で
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

や
は
り
市
名
は
児
島
市
が
よ
い
と
言
い
、「
新
市
庁
舎
は
大
正
橋

（
小お

川が
わ

町
・
味
野
町
境
）
よ
り
東
」
と
主
張
す
る
琴
浦
町
に
対
し
「
絶

対
に
大
正
橋
は
渡
ら
ぬ
」と
反
駁
。
新
市
名
、新
庁
舎
位
置
を
巡
っ

て
は
約
二
か
月
間
不
眠
不
休
の
論
議
が
続
い
た
。

　

こ
う
し
て
二
度
の
合
併
失
敗
を
経
て
、
両
市
町
の
合
併
は
も
は

や
不
可
能
と
み
ら
れ
て
い
た
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
一
月
、
味

野
の
�た

い
か暇
堂
）
11
（

で
行
わ
れ
た
児
島
市
議
、
琴
浦
町
議
有
志
の
懇
談
会

で
合
併
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
を
契
機
と
し
、
三
度
目
の
合
併

協
議
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

今
度
は
絶
対
に
失
敗
で
き
な
い
と
い
う
意
気
込
み
で
話
し
合
い

が
進
め
ら
れ
、
過
去
二
回
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、
と
協
議
が
重
ね

ら
れ
た
結
果
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
十
二
日
、
琴
浦
町
公
民
館
で

合
併
協
定
書
に
調
印
が
な
さ
れ
同
月
十
五
日
両
議
会
で
議
決
さ
れ

写真10　琴浦町役場（1955年）
（『琴浦町勢要覧』より転載）
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た
。
議
決
後
に
琴
浦
町
で
の
町
議
会
リ
コ
ー
ル
騒
動
が
起
こ
っ
た

が
、
こ
れ
も
取
り
下
げ
と
な
り
、
よ
う
や
く
同
年
四
月
一
日
、
新

児
島
市
の
誕
生
を
み
た
の
で
あ
る
。全
国
で
も
あ
ま
り
例
の
な
い
、

市
と
町
の
対
等
合
併
で
あ
っ
た）

11
（

。

　
　
　
　

⑵　

郷
内
村
植う

え
ま
つ松

地
区
の
分
離
編
入
と
知
事
勧
告

　

児
島
郡
郷
内
村
は
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
の
町
村
合
併
促

進
法
が
合
併
を
勧
め
る
「
人
口
八
千
人
に
満
た
な
い
」
小
村
で
あ

り
、
財
政
規
模
は
平
年
度
概
ね
二
千
万
円
程
度
。
赤
字
で
は
な
い

も
の
の
、
こ
の
程
度
の
予
算
で
は
細
々
と
そ
の
日
を
暮
せ
て
も
住

民
福
祉
の
た
め
の
重
点
事
業
は
困
難
で
あ
る
と
、
同
年
七
月
に
合

併
委
員
会
を
作
っ
て
倉
敷
・
藤
戸
・
灘
崎
・
琴
浦
等
に
話
を
持
ち

掛
け
て
い
た
が
異
口
同
音
に
「
そ
の
時
機
が
来
た
ら
話
し
合
う
」

と
し
て
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
後
、
数
度
に
わ
た
り
児
島
市
お
よ
び
琴
浦
町
へ
合
併
を
申

し
入
れ
て
い
た
が
、
前
述
の
ご
と
く
当
時
旧
児
島
市
と
琴
浦
町
は

合
併
の
交
渉
中
で
郷
内
村
と
の
合
併
に
応
じ
る
ゆ
と
り
が
な
い
状

況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
工
場
誘
致
な
ど
将
来
の
発
展
の
た
め
に

一
坪
で
も
土
地
を
確
保
し
た
い
児
島
市
と
し
て
も
、
五
百
町
歩
に

及
ぶ
郷
内
の
土
地
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
琴

浦
町
と
の
合
併
が
成
立
し
て
新
児
島
市
が
誕
生
す
る
と
、
郷
内
村

と
の
合
併
話
が
再
燃
。
昭

和
三
十
一
年
八
月
に
は
郷

内
村
議
会
で
合
併
を
議
決

し
児
島
市
へ
の
申
し
入
れ

を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
郷
内
村
の

う
ち
植
松
地
区
か
ら
は
反

対
の
声
が
上
っ
て
い
た
。

植
松
地
区
は
明
治
三
十
九

年
（
一
九
〇
六
）
に
彦ひ
こ
さ
き崎
村

（
後
の
灘な
だ
さ
き崎
町
）
か
ら
分
離

し
て
郷
内
村
に
合
併
し
た
た
め
、
同
地
区
に
は
灘
崎
町
へ
の
分
離

合
併
を
望
む
声
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
村
純
雄
児

島
市
長
は
「
植
松
は
児
島
淡
水
湖
に
通
じ
宇
野
線
が
通
っ
て
い
る

重
要
な
所
、
全
村
合
併
で
な
く
て
は
意
味
が
な
い）

11
（

」
と
あ
く
ま
で

全
村
一
致
の
合
併
を
希
望
し
、
県
へ
も
陳
情
を
重
ね
た
【
30
】。

　

こ
う
し
た
折
、
岡
山
県
知
事
か
ら
植
松
地
区
を
除
い
て
の
合
併

勧
告【
31
】が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
昭
和
二
十
八
年（
一
九
五
三
）

制
定
の
町
村
合
併
促
進
法
が
三
年
の
期
限
を
迎
え
た
同
三
十
一

年
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
が
制
定
さ
れ
、
未
合
併
町
村
の
合
併

写真11　郷内村役場（1959年） 
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促
進
が
図
ら
れ
た
。
県
下
で
は
郷
内
を
含
む
十
六
地
区
の
未
合
併

地
区
（
表
２
）
に
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
二
年
三
月
末
日
に

か
け
て
知
事
勧
告
が
出
さ
れ
、
う
ち
三
地
区
に
は
内
閣
総
理
大
臣

勧
告
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
自
治
体
は
い
ず
れ
も
複

雑
な
事
情
を
抱
え
て
お
り
、
大
き
な
効
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

　

勧
告
を
受
け
た
未
合
併
町
村
の
首
長
ら
は
、
三
十
二
年
三
月
九

日
に
自
治
会
館
（
岡
山
市
上
石
井
）
に
お
い
て
県
下
未
合
併
町
村
連

絡
協
議
会
を
開
き
協
議
の
結
果
、
知
事
・
審
議
会
長
あ
て
に
意
見

書
を
提
出
し
た
。
沖
安
弥
治
郷
内
村
長
も
連
絡
協
議
会
世
話
人

の
西
粟
倉
村
長
か
ら
協
議
会
へ
の
参
加
を
呼
び
掛
け
ら
れ
【
32
】、

意
見
書
へ
の
署
名
捺
印
を
依
頼
さ
れ
た
が
「
現
在
全
議
員
に
お
い

て
研
究
中
で
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い
た
め
」
と
今
し
ば
ら
く
の

猶
予
を
願
い
で
て
い
る
【
33
】。

　

も
め
に
も
め
た
郷
内
村
の
編
入
で
あ
る
が
、
次
第
に
県
の
勧
告

通
り
植
松
を
分
離
し
て
の
合
併
へ
と
傾
い
て
い
き
、
昭
和
三
十
三

年
の
十
月
二
十
六
日
に
は
郷
内
村
と
灘
崎
町
、
翌
二
十
七
日
に
は

郷
内
村
と
児
島
市
で
合
併
協
定
書
に
調
印
が
な
さ
れ
【
34
・
35
】、

そ
れ
ぞ
れ
申
請
書
を
提
出
【
37
】、
昭
和
三
十
四
年
三
月
一
日
、

最
初
の
合
併
申
し
入
れ
か
ら
六
年
を
経
て
や
っ
と
合
併
を
実
現
し

た
の
で
あ
る
。

〔
参
考
展
示
〕

　

児
島
の
白し

ろ

尾お

は
倉
敷
市
と
玉
野
市
に
跨
っ
て
位
置
す
る
珍
し

地地区区名名 関関係係町町村村
苫田郡加茂町
苫田郡阿波村
苫田郡苫田村
苫田郡奥津村
苫田郡羽出村
苫田郡上斎原村
邑久郡邑久町
邑久郡裳掛村
真庭郡久世町
苫田郡富村
英田郡大原町

東粟倉村
西粟倉村

真庭郡勝山町
真庭郡美甘村
真庭郡新庄村
和気郡吉永町
和気郡三石町

笠岡市
浅口郡里庄町の一部(西部)

里庄町の一部（東部）

鴨方町
吉備郡高松町
吉備郡真金町

児島市
児島郡郷内村の一部

郷内村の一部
灘崎町

御津郡津高町
御津郡横井村
児島郡藤田村
児島郡興除村
都窪郡吉備町
都窪郡庄村
都窪郡福田村
小田郡矢掛町
小田郡小田町
小田郡北川村
真庭郡八束村
真庭郡川上村

総社市
都窪郡山手村

都窪郡清音村の一部
清音村の一部

倉敷市

昭和32年に内閣総理大臣勧告をうけた

邑久

久世

大原

表２　知事勧告を受けた未合併16地区

 ※加茂・苫田北部・邑久地区は

勝山

都窪中部

矢掛

蒜山

山手・清音

和気東部

里庄

高松

郷内

津高

藤田興除

加茂

苫田北部

表２　知事勧告を受けた未合併16地区

※ 加茂・苫田北部・邑久地区は昭和32年に
内閣総理大臣勧告をうけた

　（『岡山県市町村合併誌続編』より作成）
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い
地
区
で
あ
る
。
初
め
荘し

ょ
う
な
い内

村
の
大
字
で
、
昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）
に
玉
野
市
に
編
入
さ
れ
た
が
、
合
併
後
間
も
な
く
一

部
は
琴
浦
町
に
編
入
さ
れ
た
。
白
尾
は
地
理
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、

交
通
・
産
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
琴
浦
町
と
の
関
係
が
密
接
で
、

合
併
後
三
か
月
以
内
に
分
離
す
る
こ
と
を
条
件
に
玉
野
市
に
編
入

さ
れ
た
の
で
あ
る
【
38
】。

　
　
　

４　

玉
島
市
と
近
隣
町
村
合
併

　
　
　
　

⑴　

市
制
施
行
と
近
隣
町
村
合
併

　

児
島
市
が
四
か
町
村
で
合
併
し
た
後
に
市
制
を
施
行
し
た
の
に

対
し
、古
く
か
ら
浅
口
郡
の
中
心
と
し
て
栄
え
て
い
た
玉
島
町
は
、

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
十
一
月
現
在
で
地
方
自
治
法
に
定

め
る
市
と
な
る
べ
き
要
件
、
人
口
三
万
人
以
上
（
三
万
七
七
七
人
）、

商
業
そ
の
他
の
都
市
的
業
態
に
従
事
す
る
者
、
及
び
そ
の
者
と
同

一
世
帯
に
属
す
る
者
の
数
が
全
人
口
の
六
割
以
上
（
七
〇
％
）、
三

以
上
の
官
公
署
が
あ
る
こ
と
（
岡
山
地
方
裁
判
所
玉
島
支
部
、
日
本
専

売
公
社
岡
山
煙
草
試
験
場
、
地
方
警
察
浅
口
地
区
警
察
署
等
）、
公
私
立
の

図
書
館
が
あ
る
こ
と
（
玉
島
町
立
図
書
館
）
等
々
を
満
た
し
て
お
り

【
39
】、
昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
、
単
独
で
市
制
を
施
行
し
玉
島

市
と
な
っ
た
。

　

市
と
な
っ
た
玉
島
市
は
「
大
玉
島
市
」
を
実
現
す
べ
く
、
近
隣

写真12　玉島市街地　「岡山県玉島市観光商工案内（部分）」（1957年・個人蔵） 
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の
長な

が

尾お

町
・
黒く

ろ
さ
き崎

町
・
富と

み

田た

村
・
船
穂
町
・
金こ

ん
こ
う光

町
と
の
合
併
を

望
ん
で
い
た
。
近
隣
町
村
と
し
て
も
玉
島
町
が
市
と
な
り
、地
理
、

経
済
、
文
化
、
交
通
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
玉
島
市
と
密
接
な
繋

が
り
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
合
併
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。

　

ま
ず
、
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
一
日
に
長
尾
町
が
玉
島
市
に
編

入
さ
れ
【
40
】、
続
い
て
四
月
一
日
に
富
田
村
・
黒
崎
町
も
編
入

さ
れ
た
【
41
】。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
黒
崎
町
で
は
寄よ

り
し
ま島

町
に
隣
接

す
る
南な

ん

浦ぽ

地
区
で
強
い
反
対
の
動
き
が
あ
っ
た
が
（
後
述
）、
と
り

あ
え
ず
は
合
併
が
決
議
さ
れ
た
。

　
　
　
　

⑵　

穂ほ

井い

だ田
村
と
の
分
村
合
併

　

穂
井
田
村
は
吉き

び備
郡
に
属
し
、
昭
和
二
十
七
年
に
吉
備
郡
西
南

地
区
の
六
箇
町
村
（
箭や

た田
町
・
薗そ

の

村
・
大お

お

備び

村
・
呉く

れ
せ妹

村
・
穂
井

田
村
・
二に

ま万
村
）
合
併
モ
デ
ル
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
う
ち
浅
口
郡
境
に
位
置
す
る
穂
井
田
村
大
字
陶す

え

地
区
民

は
、
地
勢
、
交
通
な
ど
の
関
係
か
ら
長
尾
町
と
の
合
併
を
強
く
希

望
。
真
備
町
建
設
運
動
を
阻
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
穂
井
田
村
大
字
服は

っ
と
り部
地
区
は
初
め
か
ら
六
か
町
村
合
併

を
希
望
し
て
お
り
、村
内
の
意
見
は
二
つ
に
分
か
れ
て
対
立
し
た
。

こ
の
た
め
五
か
町
村
が
大
備
村
に
お
い
て
合
併
調
印
を
し
た
際
、

穂
井
田
村
は
不
参
加
で
態
度
を
保
留
し
て
い
た
。
ま
た
、
合
併
五

か
町
村
側
も
「
服
部
地
区
だ
け
で
の
合
併
は
絶
対
受
け
付
け
ぬ
」

と
強
い
態
度
を
示
し
た
た
め
「
モ
デ
ル
地
区
に
思
わ
ぬ
ヒ
ビ
が
」

と
そ
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

　

こ
う
し
て
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
、
箭
田
町
ほ
か
四
か
村
が

合
併
し
真
備
町
が
誕
生
し
た
。
穂
井
田
村
議
会
で
は
種
々
調
整
が

図
ら
れ
た
が
南
部
地
区
住
民
の
意
向
は
変
わ
ら
ず
「
分
村
合
併
も

や
む
な
し
」
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
境
界
を
ど
こ
に

引
く
か
と
い
う
こ
と
で
ま
た
紛
糾
し
た
が
、
同
二
十
八
年
に
長
尾

町
が
玉
島
市
に
編
入
さ
れ
た
後
、
倉
敷
地
方
事
務
所
の
斡
旋
に
よ 写真13　「真備町・穂井田村・玉島市略図」

太線内が玉島編入地域 
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り
穂
井
田
村
の
分
村
境
も
よ
う
や
く
決
定
。
昭
和
三
十
一
年
四
月

一
日
、大
字
陶
と
服
部
の
一
部）

1（
（

が
玉
島
市
へ
編
入
【
43
】（
写
真
13
）、

残
り
の
地
区
が
真
備
町
へ
編
入
さ
れ
た
。

　

町
村
合
併
促
進
法
第
二
十
七
条
に
よ
り
合
併
を
行
っ
た
自
治
体

に
は
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
。
合
併
市
町
村
補
助
金
は
合
併
促
進

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
経
費
を
補
助
す
る
も
の
で
、
経
費
に
つ

い
て
は
二
分
の
一
の
補
助
で
あ
る
が
、
庁
舎
の
増
改
築
、
道
路
・

橋
梁
等
の
建
設
な
ど
の
町
村
合
併
善
後
措
置
費
に
つ
い
て
は
全
額

が
補
助
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
【
45
】
は
玉
島
市
・
穂
井
田
村
合
併
時
に
交
付
さ
れ
た
補
助
金

に
関
す
る
資
料
で
、
経
費
五
六
万
五
〇
〇
〇
円
が
交
付
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
年
三
月
二
十
日
付
け
で
申
請
さ
れ
た
「
町
村
合
併

補
助
金
交
付
申
請
書
」
に
よ
れ
ば
、
玉
島
道
口
よ
り
穂
井
田
陶
に

到
る
道
路
の
拡
幅
道
路
改
良
費
と
し
て
一
七
四
万
三
〇
〇
〇
円
が

申
請
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
申
請
書
に
添
え
ら
れ
た
財
産
及
び
負
債
処
理
報
告
書
に
よ

れ
ば
、
合
併
時
に
お
け
る
決
算
上
の
負
債
状
況
は
穂
井
田
村
が
該

当
な
し
、
玉
島
市
が
一
億
七
九
三
一
万
八
〇
八
二
円
で
あ
っ
た

（
三
十
年
度
一
般
会
計
最
終
予
算
総
額
は
三
億
三
五
二
九
万
三
四
五
三
円
で
あ

る
）。

　
　
　

５　

合
併
の
諸
様
相

　
　
　
　

～
ゆ
れ
る
議
会
・
反
対
派
の
運
動
・
合
併
見
送
り
～

　

市
町
村
合
併
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
進
ま
な
い
。
合
併
の
是

非
を
問
う
住
民
投
票
の
結
果
の
ほ
と
ん
ど
は
反
対
多
数
で
あ
る
。

個
々
に
長
い
歴
史
を
持
つ
地
方
自
治
団
体
を
根
本
的
に
変
革
す
る

市
町
村
合
併
は
、
市
町
村
相
互
間
、
あ
る
い
は
町
村
と
住
民
、
ま

た
は
住
民
相
互
間
で
の
紛
争
を
起
し
刑
事
事
件
に
発
展
し
た
ケ
ー

ス
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
激
し
く
紛
糾
し
た
合

併
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
た
。

　
　
　
　

⑴　

豊
洲
村
の
紛
糾　

～
町
長
・
町
議
が
総
辞
職
～

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
都
窪
郡
の
五い

つ
か
い
ち

日
市
・
中な

か
お
び
え

帯
江
・

西に
し
だ田

・
早は

や
た
か高

・
高た

か
す
か

須
賀
の
五
か
村
が
合
併
し
て
で
き
た
豊
洲
村
は

早
島
町
・
茶
屋
町
と
境
を
接
し
て
お
り
、
そ
の
地
勢
か
ら
大
字
高

須
賀
の
添
新
田
は
茶
屋
町
と
、
大
字
西
田
は
早
島
町
と
の
関
係
が

深
か
っ
た
た
め
、倉
敷
と
の
合
併
に
つ
い
て
は
反
対
の
声
が
強
く
、

一
方
倉
敷
市
と
境
を
接
す
る
大
字
五
日
市
は
倉
敷
と
の
合
併
に
前

向
き
で
あ
っ
た
。
豊
洲
村
と
し
て
は
隣
接
す
る
帯
江
村
と
同
一
歩

調
で
合
併
を
進
め
た
い
と
い
う
意
向
で
あ
っ
た
が
、
村
内
が
ま
と

ま
ら
ぬ
う
ち
に
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
菅
生
村
、
翌
年
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二
月
に
は
中
庄
・
帯
江
村
も
倉
敷
市
と
の
合
併
を
議
決
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
豊
洲
村
で
は
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
一
日
か
ら

臨
時
議
会
が
開
か
れ
、
倉
敷
市
と
の
合
併
に
つ
い
て
審
議
が
重
ね

ら
れ
た
が
、
全
村
一
致
へ
の
方
向
付
け
は
極
め
て
難
し
い
状
況
で

あ
っ
た
。
五
日
市
は
倉
敷
市
合
併
に
賛
成
。
中
帯
江
は
多
数
の
方

に
賛
成
す
る
。
西
田
は
現
状
維
持
。
早
高
・
高
須
賀
は
全
村
一
致

な
ら
合
併
（
た
だ
し
、
添
新
田
は
茶
屋
町
へ
編
入
）
と
い
う
状
態
で
、

合
併
反
対
地
区
に
は
水
利
や
学
校
の
問
題
が
あ
っ
た
。

　

十
一
日
の
議
会
で
は
初
め
に
反
対
の
強
か
っ
た
西
田
地
区
選
出

の
三
議
員
が
辞
意
を
表
明
（
同
日
撤
回
）、
茶
屋
・
早
島
両
町
に
呼

び
か
け
そ
の
両
町
と
一
緒
に
豊
洲
も
倉
敷
市
と
合
併
す
る
と
い
う

案
も
出
さ
れ
た
。

　

十
八
日
の
議
会
で
は
採
決
前
に
ま
ず
議
長
が
辞
意
を
表
明
。
続

い
て
「
最
後
の
一
致
点
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の
は
村
長
と
し
て

努
力
が
足
ら
な
か
っ
た
」
と
永
山
幸
一
村
長
も
辞
意
を
表
明
し
た

た
め
議
会
は
混
乱
し
、
翌
十
九
日
の
午
前
二
時
五
十
五
分
ま
で
審

議
が
続
い
た
結
果
、
採
決
は
十
九
日
の
午
後
ま
で
猶
予
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
再
会
さ
れ
た
午
後
か
ら
の
議
会
も
紛
糾
し
、
つ
い

に
は
採
決
前
に
次
々
と
議
員
が
退
場
。
退
場
し
た
議
員
宅
に
議
長

が
書
記
を
遣
わ
し
て
口
頭
で
催
告
を
促
し
た
が
、
議
員
ら
は
在
宅

し
て
お
ら
ず
、
夕
方
文
書
で
再
び
催
告
し
六
時
二
十
分
ま
で
待
っ

て
も
出
席
が
な
か
っ
た
た
め
、「
地
方
自
治
法
第
百
十
三
条
）
11
（

」
に

よ
り
六
名
の
議
員
だ
け
で
議
事
を
続
行
し
、
決
議
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
は
中
帯
江
・
五
日
市
の
二
地
区
が
倉
敷
と
合
併
。
高

須
賀
は
茶
屋
町
と
合
併
。
西
田
・
早
高
は
各
地
区
住
民
の
意
思
に

委
ね
る
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
村
内
三
分
の
形
と
な
っ
た
た

め
、
県
の
地
方
課
長
ら
が
議
長
に
円
満
解
決
を
勧
め
た
と
こ
ろ
、

二
月
二
十
四
日
の
議
会
で
、全
村
一
致
で
倉
敷
市
と
合
併
す
る
か
、

現
状
維
持
か
を
問
う
村
民
投
票
を
三
月
一
日
に
行
う
こ
と
と
な
っ

た
）
11
（

。【
46
】
は
こ
の
時
の
投
票
を
呼
び
掛
け
る
チ
ラ
シ
で
あ
る
。

こ
の
際
、
永
山
村
長
は
辞
表
を
撤
回
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
村
の
趨
勢
を
決
定
す
る
住
民
投
票
の
結
果
、

合
併
反
対
が
二
五
票
の
差
で
上
回
っ
た
た
め
（
賛
成
二
二
八
、
現
状

維
持
二
五
三
。
投
票
率
九
七
％
）、
同
夜
の
臨
時
議
会
に
お
い
て
ま
ず

合
併
を
推
進
し
て
き
た
中
帯
江
・
五
日
市
の
五
人
の
議
員
が
辞
意

を
表
明
。
続
い
て「
村
を
円
満
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

と
し
て
残
る
一
一
議
員
も
次
々
と
辞
意
を
表
明
。
最
後
は
「
村
を

騒
が
し
収
拾
で
き
ぬ
よ
う
に
し
村
民
に
す
ま
ぬ
」
と
村
長
ま
で
が

辞
職
す
る
と
発
言
し
、
つ
い
に
総
辞
職
と
な
っ
た
【
47
】。
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し
か
し
、
ち
ょ

う
ど
議
員
の
任
期

が
切
れ
る
時
期
で

あ
り
、
年
度
末
で

審
議
す
べ
き
事
項

が
山
積
み
で
あ
っ

た
た
め
辞
表
は

一
応
村
長
が
預
か

り
、
合
併
問
題
は
選
挙
後
の
新
た
な
議
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

ふ
り
だ
し
に
戻
っ
た
豊
洲
村
の
合
併
は
、
翌
二
十
七
年
一
月
に

な
っ
て
再
び
五
日
市
か
ら
倉
敷
と
の
合
併
の
動
き
が
あ
っ
た
が
、

全
村
あ
げ
て
の
合
併
は
実
現
で
き
ず
二
月
十
九
日
の
村
議
会
で
中

帯
江
・
五
日
市
地
区
の
み
倉
敷
と
の
合
併
を
決
議
。
村
内
を
分
裂

さ
せ
た
と
し
て
永
山
村
長
は
ま
た
も
辞
表
を
提
出
し
た
。

　

三
月
五
日
の
全
員
協
議
会
で
永
山
村
長
の
辞
表
は
受
理
さ
れ
、

協
議
で
は
合
併
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
五
日
市
地
区
（
約
七
十
戸
）
か

ら
①
全
村
あ
げ
て
の
合
併
②
不
一
致
な
ら
ば
分
村
合
併
な
ど
三
項

目
の
議
決
を
議
会
に
要
求
し
た
が
、
村
長
不
在
で
あ
り
全
村
一
致

の
合
併
を
否
決
さ
れ
た
た
め
、
五
日
市
選
出
の
議
員
二
名
ほ
か
、

同
地
区
の
公
職
に
あ
っ
た
地
区
民
は
全
員
辞
表
を
提
出
。「
今
後

五
日
市
地
区
は
村
に
対
し
て
協
力
し
な
い
。
現
在
豊
洲
小
学
校
へ

入
学
し
て
い
る
児
童
は
倉
敷
市
帯
江
小
学
校
へ
転
校
さ
せ
る
」
な

ど
の
強
硬
な
態
度
を
決
め
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
陥
っ
た
。

　

豊
洲
村
が
も
め
る
理
由
を
村
民
は
「
倉
敷
と
合
併
す
る
よ
り
現

状
を
維
持
し
て
自
己
の
基
盤
を
固
め
よ
う
と
し
て
い
る
一
部
有
力

者
が
地
域
住
民
の
意
見
を
押
さ
え
た
」「
村
が
一
つ
の
市
と
二
つ

の
町
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条
件
は
、
地
区
ご
と
の
相

反
す
る
利
害
関
係
が
、
小
さ
な
村
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
切
実
な
問

題
」
と
語
っ
て
い
る）

11
（

。

　

そ
の
後
、
早
島
町
が
西
田
地
区
の
編
入
を
議
決
す
る
と
い
う
出

来
事
も
あ
っ
た
が
、
豊
洲
村
議
会
は
こ
れ
を
否
決
。
三
月
十
三
日

の
議
会
に
お
い
て
、
西
田
地
区
で
投
票
の
結
果
、
早
島
合
併
希
望

者
多
数
で
あ
っ
た
結
果
を
ふ
ま
え
て
西
田
地
区
選
出
の
藤
原
議
員

が
最
後
ま
で
西
田
地
区
の
早
島
編
入
に
理
解
を
求
め
た
が
、
他
の

議
員
か
ら
の
「
西
田
を
抜
く
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
い
う
強
い
説
得

に
よ
り
つ
い
に
こ
れ
を
了
承
。
茶
屋
町
へ
編
入
す
る
高
須
賀
地
区

の
添
新
田
（
約
五
十
戸
）
を
除
い
て
倉
敷
市
編
入
を
議
決
し
た）

11
（

。
こ

う
し
て
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
、
よ
う
や
く
豊
洲
村
は
倉
敷
市

と
の
合
併
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

図１　豊洲村大字略図
『新修倉敷市史第九巻』附録①「倉敷
とその周辺の領有分布図」を基に作成。
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⑵　

玉
島
黒
崎
南な

ん

浦ぽ

の
訴
訟

　
　
　
　
　

～
市
長
と
県
知
事
を
相
手
に
提
訴
～　

　

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
に
玉
島
市
・
黒
崎
町
が
合
併
し
た
四

日
後
、
黒
崎
町
南
浦
地
区
で
は
異
例
の
合
併
後
の
住
民
投
票
が
行

わ
れ
た
。
浅
口
郡
寄
島
町
に
隣
接
す
る
黒
崎
町
南
浦
地
区
住
民
の

一
部
に
は
、
寄
島
町
と
の
合
併
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
。
こ
の
投

票
は
合
併
前
に
玉
島
市
長
・
黒
崎
町
長
ら
と
南
浦
地
区
の
代
表
と

が
交
わ
し
た
覚
書
）
11
（

に
よ
る
も
の
で
「
反
対
多
数
の
場
合
、
玉
島
市

は
速
や
か
に
南
浦
地
区
分
離
の
措
置
を
と
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　
【
48
】（
写
真
14
）

は
投
票
を
前
に
配

布
さ
れ
た
寄
島
合

併
推
進
派
の
ア
ジ

ビ
ラ
で
あ
る
。
推

進
派
は
「
市
民
と

な
る
と
い
う
憧
れ

や
、
一
部
の
人
の

利
己
的
言
動
に
惑

わ
さ
れ
将
来
の
幸

福
を
失
わ
な
い
よ
う
に
」
と
呼
び
か
け
、
消
防
、
病
院
、
郵
便
局

利
用
な
ど
の
利
便
性
を
あ
げ
、
ま
た
寄
島
町
側
に
は
南
浦
に
支
所

を
設
け
た
り
、
バ
ス
路
線
を
延
長
し
た
り
す
る
計
画
が
あ
る
こ
と

な
ど
を
紹
介
し
て
寄
島
町
と
の
合
併
を
強
く
訴
え
て
い
る
。

　

投
票
の
結
果
で
は
寄
島
合
併
票
が
勝
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け

て
玉
島
市
の
堀
口
功こ

う

市
長
は
「
こ
ち
ら
と
し
て
は
分
離
の
手
続
き

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
町
有
財
産
等
色
々
難
し
い
問
題
が

あ
る
の
で
長
引
く
だ
ろ
う
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
実
際
、
南

浦
は
旧
黒
崎
町
の
大
字
で
は
な
い
た
め
、
分
離
に
際
し
て
は
一
筆

ご
と
に
調
査
し
て
決
め
る
と
い
う
全
国
で
も
稀
な
分
離
方
法
を
取

る
事
に
な
っ
て
い
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
南
浦
地
区
の
分
離
が
進
ま
な
か
っ

た
た
め
、
翌
二
十
九
年
三
月
、
南
浦
地
区
の
住
民
は
玉
島
市
長
と

県
知
事
を
相
手
取
っ
て
岡
山
地
方
裁
判
所
に
訴
状
を
提
出
し
、
市

の
区
域
変
更
決
議
を
求
め
た
【
49
】。
一
方
玉
島
市
側
は
合
併
が

正
規
の
手
続
き
を
経
て
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
覚
書

の
無
効
を
理
由
に
原
告
の
請
求
を
退
け
た
【
51
】。
こ
の
結
果
、

同
年
九
月
二
十
七
日
、
岡
山
地
方
裁
判
所
は
原
告
の
訴
え
を
却
下

し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑶　

船
穂
町
合
併
紛
糾　

～
県
も
見
放
し
た
大
混
乱
～

写真14　寄島合併推進派のアジビラ
寄島町との合併の利点を五か条にして書上げている。



− 24 −

　

船
穂
町
で
合
併
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
三

月
、
船
穂
町
の
小
学
校
で
開
か
れ
た
「
町
民
の
集
い
」
席
上
で
の

県
地
方
課
職
員
の
説
明
で
あ
っ
た）

11
（

。
以
後
、
倉
敷
・
玉
島
の
い
ず

れ
か
と
合
併
す
べ
く
町
議
会
と
し
て
も
協
議
が
な
さ
れ
全
町
一
致

で
の
合
併
を
進
め
て
い
た
が
、
町
の
声
は
倉
敷
合
併
派
と
玉
島
合

併
派
に
分
か
れ
て
い
た
。
穂
井
田
村
の
よ
う
に
町
村
が
二
分
し
て

争
っ
た
ケ
ー
ス
は
他
に
も
あ
る
が
、
船
穂
町
の
両
派
対
立
の
激
し

さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

　

町
の
南
部
、
玉
島
寄
り
の
六
地
区
で
は
玉
島
へ
の
分
離
合
併
を

船
穂
町
に
請
願
し
た
が
、
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
日
の
臨
時
議
会

で
却
下
さ
れ
た
。
こ
の
議
会
で
は
倉
敷
派
・
玉
島
派
の
議
員
が
激

し
く
意
見
を
戦
わ
せ
て
い
る
。
倉
敷
派
議
員
は
、
玉
島
市
の
水
利

問
題
の
態
度
が
不
誠
実
で
あ
る
と
非
難
し
、
玉
島
派
議
員
は
倉
敷

市
は
多
額
の
市
債
を
抱
え
て
い
る
と
攻
撃
し
て
い
る
【
52
】。

　

二
日
後
、
同
議
会
で
倉
敷
市
合
併
の
賛
否
を
問
う
投
票
を
行
い

開
票
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
興
奮
し
た
反
対
派
住
民
約
二
百
人

が
議
場
に
な
だ
れ
こ
み
、
町
長
、
議
長
に
詰
め
寄
る
な
ど
し
て
一

時
審
議
が
中
断
さ
れ
た
【
52
】。
こ
の
日
、
役
場
の
内
外
に
は
約

三
百
人
の
町
民
が
押
し
掛
け
、
太
鼓
を
叩
い
て
気
勢
を
あ
げ
た
。

投
票
の
際
に
は
住
民
ら
が
屋
根
を
越
え
て
傍
聴
席
に
乗
り
込
み
、

警
官
隊
が
出
動
す
る
大
混

乱
と
な
っ
た
が）

11
（

、
結
局
、

十
五
対
四
で
全
町
倉
敷
市

へ
の
合
併
を
可
決
し
た
。

　

こ
れ
を
機
に
両
派
の
対

立
は
激
化
し
た
。
九
月

十
八
日
、
玉
島
合
併
派
の

町
民
ら
が
大
船
尾
公
会
堂

に
集
ま
り
、
倉
敷
市
福
田

の
住
民
を
招
い
て
懇
談
会

を
開
い
て
い
た
。
昭
和

二
十
八
年
に
倉
敷
市
へ
編

入
さ
れ
た
福
田
で
は
当
時
、
倉
敷
市
か
ら
の
離
脱
問
題
が
起
き
て

お
り
（
前
述
）、
福
田
の
住
民
を
招
い
て
倉
敷
と
の
合
併
が
不
利
で

あ
る
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
へ
倉
敷

合
併
派
の
住
民
ら
約
百
名
が
や
っ
て
来
て
、
押
し
問
答
の
末
、
福

田
の
住
民
と
玉
島
合
併
派
の
町
議
を
車
に
乗
せ
て
又ま

た
く
し串
公
会
堂
へ

連
れ
去
り
種
々
詰
問
し
た
。
連
れ
去
ら
れ
た
両
名
は
こ
の
騒
動
の

際
、
倉
敷
派
の
人
た
ち
か
ら
暴
行
を
受
け
た
と
し
て
後
日
玉
島
署

に
出
頭
し
倉
敷
派
の
住
民
五
名
を
告
訴
し
て
い
る）

11
（

。

写真15　近隣町村合併関係綴のスクラップ



− 25 −

　

そ
の
後
、
倉
敷
市
議
会
も
十
一
月
十
一
日
に
船
穂
町
と
の
合
併

を
議
決
し
、
船
穂
町
編
入
を
十
二
月
一
日
施
行
と
す
る
旨
の
合
併

申
請
書
を
県
に
提
出
し
た
。
十
二
月
に
な
り
県
は
非
公
式
に
船
穂

町
に
六
地
区
の
玉
島
へ
の
分
離
合
併
を
勧
告
し
た
が
玉
島
派
が
納

得
せ
ず
、
町
長
・
町
議
の
リ
コ
ー
ル
署
名
運
動
を
展
開
。
こ
れ
が

有
権
者
の
半
数
を
占
め
た
。

　

こ
の
よ
う
に
町
の
自
主
的
解
決
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
県
へ

の
調
停
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
り
リ
コ
ー
ル
は
取
り
下
げ
ら
れ

た
。
し
か
し
、
県
が
最
終
的
に
提
示
し
た
「
十
五
地
区
を
玉
島
へ

分
町
す
る
」
と
い
う
調
停
案
に
賛
成
し
た
の
は
玉
島
派
議
員
の
み

で
、
残
り
の
議
員
は
棄
権
、
退
場
、
反
対
と
い
っ
た
有
様
で
調
停

案
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
つ
い
に
三
月
十
九
日
、「
こ
れ
以
上
県

が
調
停
し
て
も
円
満
解
決
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
白

紙
に
戻
し
て
は
ど
う
か
」
と
の
表
明
が
あ
り
、
県
は
今
後
い
っ
さ

い
の
調
停
か
ら
手
を
引
く
こ
と
を
通
達
し
た）

1（
（

。

　

こ
う
し
て
町
が
現
状
維
持
と
な
っ
た
理
由
を
『
船
穂
町
誌
』
は
、

「
一
般
町
民
の
関
心
は
意
外
と
低
く
、
一
部
に
無
理
押
し
す
る
者

が
あ
っ
た
事
が
大
き
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
地
理
的
な
問

題
よ
り
も
、商
工
業
者
と
農
民
の
対
立
」
で
あ
る
と
も
指
摘
。「
町

が
分
離
合
併
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
が
、
船
穂
の
支
配
層
は
町

を
分
裂
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
激
し
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ

て
お
り
、
玉
島
派
・
倉
敷
派
を
問
わ
ず
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と

を
極
端
に
警
戒
し
船
穂
は
平
和
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
続
け
た
」

と
し
て
い
る）

11
（

。

　
　
　
　

⑷　

清
音
村
・
山
手
村
の
合
併
申
込
み

　
　
　
　
　

～
合
併
す
る
な
ら
倉
敷
へ
～

　

都つ

窪く
ぼ

郡
山
手
村
・
清
音
村
は
昭
和
二
十
八
年
、
市
制
施
行
を
前

に
し
た
総
社
町
か
ら
合
併
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
。
こ
れ
を
機
に

山
手
村
議
会
で
も
合
併
問
題
が
話
し
合
わ
れ
た
が
「
合
併
す
る
な

ら
総
社
よ
り
倉
敷
へ
」
の
声
が
強
く
、同
二
十
九
年
三
月
十
五
日
、

倉
敷
と
の
合
併
を
決
議
。
十
七
日
に
倉
敷
市
へ
合
併
を
申
し
入
れ

た
【
53
】。
同
三
月
三
十
一
日
、
市
制
を
施
行
し
た
総
社
市
は
再

び
山
手
村
へ
合
併
を
呼
び
か
け
て
お
り
、
倉
敷
市
の
高
橋
市
長
は

「
倉
敷
市
へ
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
総
社
市
へ
参
加
す
る
こ
と
を

考
え
て
は
い
か
が
」
と
総
社
合
併
を
促
し
た
と
い
う）

11
（

。

　

昭
和
三
十
年
三
月
の
清
音
村
会
議
事
録
に
よ
れ
ば
「
昭
和

二
十
九
年
に
倉
敷
市
か
ら
合
併
の
勧
誘
が
あ
り
、
当
初
倉
敷
市
は

藤
戸
町
・
船
穂
町
・
清
音
村
・
山
手
村
と
の
四
か
町
村
合
併
の
意

向
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
倉
敷
市
は
三
十
年
四

月
一
日
合
併
を
約
し
た
も
の
の
諸
種
の
事
情
で
「
早
急
合
併
は
困
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難
」
と
回
答
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
清
音
村
議
会
は
四
月
一
日
を
期

し
て
の
倉
敷
市
と
の
合
併
を
満
場
一
致
で
議
決
し
た）

11
（

。

　

山
手
村
・
清
音
村
へ
は
総
社
市
へ
合
併
す
る
旨
の
知
事
勧
告
も

出
さ
れ
た
が
（
前
掲
表
２
）、
山
手
村
議
会
で
は
知
事
の
勧
告
を
否

決
。
勧
告
が
出
た
こ
と
も
あ
り
倉
敷
市
は
こ
の
合
併
に
は
消
極
的

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
山
手
村
で
は
昭
和
三
十
六
年
、「
合
併
問

題
は
一
応
打
ち
切
る
こ
と
」
と
な
っ
た）

11
（

。

　

山
手
・
清
音
村
と
の
合
併
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
再

燃
す
る
。こ
の
時
も
両
村
は
倉
敷
市
と
の
合
併
を
強
く
希
望
し
た
。

し
か
し
、
総
社
市
、
山
手
・
清
音
村
で
結
成
し
て
い
た
一
部
組
合

立
の
中
学
校
運
営
を
め
ぐ
り
、
倉
敷
市
は
「
組
合
は
当
分
現
状
維

持
」
を
合
併
の
条
件
と
し
た
が
、
総
社
市
は
「
倉
敷
合
併
な
ら
ば

組
合
を
解
消
す
る
」
と
し
た
た
め
、
倉
敷
市
か
ら
は
合
併
見
送
り

の
回
答
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
【
57
】。

　
　
　

６　

三
市
合
併
‐
新
倉
敷
市
の
誕
生
‐

　
　
　
　

⑴　

三
市
合
併
の
底
流　

　
　
　
　
　

～
四
市
合
併　

備
中
市
（
仮
称
）
構
想
～

　

昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
一
月
十
三
日
を
目
標
に
推
進
さ
れ

た
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
（
百
万
都
市
構
想
）
が
流
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
自
治
省
の
小
林
事
務
次
官
は
一
月
十
日
か
ら
事
態
収
拾

に
乗
り
出
し
た
。
そ
し
て
大
同
合
併
が
予
定
さ
れ
て
い
た
地
域
を

二
分
し
て
岡
山
市
を
中
核
と
す
る
備
前
と
、
倉
敷
を
核
と
す
る
備

中
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
合
併
を
調
停
案
と
し
て
出
し
、
大
同
合
併
に
反

対
し
た
高
橋
市
長
と
議
会
に
実
現
を
求
め
た
。

　

し
か
し
、
一
月
十
七
日
に
は
「（
百
万
都
市
構
想
の
）
議
決
不
執

行
に
つ
い
て
市
民
の
信
を
問
う
」
と
し
て
市
長
・
市
議
会
議
員
選

挙
が
行
わ
れ
、
高
橋
市
長
は
八
割
近
い
得
票
を
占
め
て
当
選
し
、

大
同
合
併
賛
成
派
の
議
員
は
半
数
以
下
と
な
っ
た）

11
（

。

　

改
選
後
の
二
月
十
四
日
、
臨
時
議
会
で
は
難
波
議
員
か
ら
県
南

広
域
都
市
合
併
問
題
を
白
紙
に
戻
す
動
議
が
出
さ
れ
、
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

二
月
末
、
高
橋
市
長
は
議
長
と
と
も
に
自
治
省
に
招
か
れ
備
中

ブ
ロ
ッ
ク
の
経
過
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
高
橋
市
長
は
倉

敷
・
児
島
・
玉
島
の
三
市
合
併
を
提
案
し
た
が
、
事
務
次
官
か
ら

の
説
明
で
自
治
省
案
に
歩
み
寄
り
、
倉
敷
・
児
島
・
玉
島
・
総
社

の
四
市
を
中
心
に
備
中
市
（
仮
称
）
の
早
期
実
現
を
目
指
す
こ
と

と
な
っ
た）

11
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
高
橋
市
長
は
三
月
八
日
の
議
会
で
百
万
都
市
構

想
騒
動
を
「
異
常
な
混
乱
」
と
述
べ
「
し
ば
ら
く
は
合
併
問
題
に
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触
れ
た
く
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
将
来
発
展
す
る
倉
敷
市
に
と
っ

て
は
顔
を
背
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
的
な
問
題
」
と
合
併
へ

の
取
り
組
み
の
姿
勢
を
表
明
し
た）

11
（

。こ
の
時
市
長
は
、「
善
隣
友
好
」

「
当
面
の
利
害
の
み
で
合
併
の
是
非
を
論
じ
な
い
」「
し
か
し
、
倉

敷
市
の
財
政
は
持
ち
出
さ
な
い
」
の
三
原
則
を
貫
く
、
と
発
言
し

た
が
、
時
期
・
方
法
に
は
触
れ
ず
議
会
側
に
検
討
を
委
ね
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
議
会
は
猛
反
発
し
た
。
同
月
十
二
日

の
全
員
協
議
会
で
は
審
議
が
行
わ
れ
ず
閉
会
し
た
。
百
万
都
市
構

想
賛
成
派
は
「
百
万
都
市
構
想
の
時
に
は
な
か
な
か
態
度
を
表
明

し
な
か
っ
た
の
に
今
度
は
真
っ
先
に
四
市
合
併
を
主
張
す
る
の

か
」
と
市
長
を
非
難
。
反
対
派
議
員
か
ら
も
「
議
会
の
意
見
も
聞

か
ず
合
併
を
唱
え
る
の
で
は
三
木
知
事
と
同
じ
や
り
方
」
と
の
声

が
上
が
っ
た
た
め
、
四
市
合
併
の
前
途
は
か
な
り
険
し
い
と
み
ら

れ
た）

11
（

。

　

自
治
省
の
意
向
も
無
視
で
き
な
い
高
橋
市
長
と
し
て
は
議
会
に

協
力
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
先
に
県
南
広

域
都
市
計
画
を
白
紙
に
戻
し
た
ば
か
り
の
議
会
に
と
っ
て
は
受
け

入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

高
橋
市
長
ら
の
反
対
で
百
万
都
市
構
想
が
実
現
で
き
な
く
な
る

と
、
三
木
知
事
と
高
橋
市
長
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
、
そ
れ
が
県
と

倉
敷
市
間
の
行
政
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た）

1（
（

。
県
と

市
の
不
仲
が
続
く
中
、
昭
和
三
十
九
年
九
月
二
十
五
日
、
高
橋
市

長
は
自
治
省
斡
旋
の
合
併
案
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
任

期
半
ば
で
辞
職
。
市
長
が
辞
表
を
提
出
し
た
九
月
二
十
一
日
に
は

三
木
知
事
が
急
逝
し
両
者
の
確
執
は
自
然
消
滅
し
た
。

　

こ
う
し
て
三
市
合
併
は
、
高
橋
市
長
の
後
を
受
け
て
倉
敷
市
長

に
な
っ
た
大
山
茂
樹
市
長
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑵　

Ｄ
地
区
帰
属
問
題　

～
埋
立
地
は
誰
の
も
の
～

　

昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
九
月
下
旬
、
玉
島
市
議
会
内
で
倉
敷

市
と
の
合
併
話
が
持
ち
上
が
り
、
十
一
月
十
三
日
、
玉
島
市
の
遠

藤
議
長
は
倉
敷
市
議
長
を
訪
れ
合
併
の
調
査
・
研
究
を
申
し
入
れ

た
。
こ
の
時
倉
敷
の
大
山
市
長
は
「
市
へ
の
正
式
な
申
し
入
れ
が

あ
れ
ば
受
け
て
立
つ
」
と
答
え
て
い
る）

11
（

。
倉
敷
市
は
こ
れ
を
受
け

入
れ
前
向
き
に
対
応
し
た
が
、
結
局
結
論
が
出
な
い
ま
ま
、
こ
の

話
は
流
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
三
市
合
併
を
方
向
づ
け
た
直
接
の
契
機
は
水
島
埋
立

地
Ｄ
地
区
で
あ
っ
た
。
水
島
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は
埋
立
地
の
帰

属
問
題
で
早
く
か
ら
三
市
間
で
争
論
が
起
こ
っ
て
い
た
。

　

初
め
に
三
菱
石
油
（
現
、JX

T
G

エ
ネ
ル
ギ
ー
㈱
）
の
用
地
に
な
っ
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て
い
た
Ａ
地
区
（
図
２
参

照
）
を
め
ぐ
っ
て
、
倉
敷

市
と
児
島
市
が
激
し
く

争
っ
た
。
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
に
造
成
工
事

が
終
わ
る
と
県
は
倉
敷
市

へ
の
編
入
手
続
き
を
始
め

た
が
、
児
島
市
は
「
埋
立

海
面
の
漁
業
権
は
古
く
か

ら
児
島
の
漁
民
に
あ
り
、

Ａ
地
区
が
陸
続
き
と
な
る

以
前
は
児
島
市
の
地
先
で
あ
っ
た
」
と
し
て
埋
立
地
の
一
部
を
児

島
市
へ
編
入
す
る
よ
う
訴
え
た
。
旧
内
務
省
地
理
調
査
所
の
図
面

で
は
Ａ
地
区
の
中
央
あ
た
り
に
倉
敷
市
・
児
島
市
の
境
界
線
が
引

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、県
は
こ
れ
を
認
め
ず
倉
敷
市
編
入
を
議
決
し
た
た
め
、

児
島
市
は
激
し
く
反
発
【
58
】。
こ
の
行
政
処
分
無
効
を
訴
え
行

政
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
運
輸
省
に
工
事
中
止
を
申
請
し
、
漁
業
者

ら
は
公
有
水
面
埋
立
法
違
反
な
ど
で
県
知
事
を
告
訴
。
海
上
デ
モ

を
行
い
工
事
事
務
所
に
押
し
掛
け
る
と
い
っ
た
異
常
事
態
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
知
事
の
説
得
な
ど
に
よ
り
紛
争
は
治
ま
り
覚
書
が

締
結
さ
れ
、
最
終
的
に
Ａ
・
Ｂ
地
区
は
倉
敷
市
、
Ｃ
地
区
は
児
島

市
編
入
と
決
め
ら
れ
た
。

　

次
に
D'
地
区
（
高
梁
川
干
拓
連
島
工
区
）
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
は

倉
敷
市
と
玉
島
市
が
争
っ
た
。
旧
内
務
省
地
理
調
査
所
の
図
面
で

は
両
市
の
境
界
線
が
高
梁
川
東
岸
に
か
な
り
切
れ
込
ん
で
い
た
た

め
で
あ
る
。
昭
和
三
十
五
年
、
県
は
玉
島
市
長
・
議
長
に
「
倉
敷
・

玉
島
市
の
境
界
を
高
梁
川
中
央
線
と
し
、
D'
地
区
は
倉
敷
市
へ
編

入
す
る
」
旨
を
照
会
し
た
と
こ
ろ
、異
議
な
し
と
回
答
さ
れ
た
（
た

だ
し
境
界
線
に
つ
い
て
は
不
同
意
）。

　

そ
し
て
、
問
題
の
Ｄ
地
区
は
昭
和
三
十
六
年
に
岡
山
県
と
倉

敷
市
が
誘
致
し
た
川
崎
製
鉄
の
用
地
で
、
三
十
七
年
十
月
一
日
、

川
崎
製
鉄
か
ら
県
知
事
あ
て
に
埋
立
免
許
願
い
が
提
出
さ
れ
た

【
59
】。

　

こ
れ
を
受
け
て
翌
三
十
八
年
五
月
に
県
が
倉
敷
・
児
島
・
玉
島

市
の
三
議
会
に
諮
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
倉
敷
市
議
会
は
埋
立
に
同

意
し
た
が
、
児
島
・
玉
島
市
議
会
の
同
意
は
な
か
な
か
得
ら
れ
ず
、

三
十
九
年
七
月
、
県
の
三
度
目
の
諮
問
に
対
し
、
九
月
に
玉
島
、

十
二
月
に
児
島
市
議
会
が
「
埋
立
後
の
土
地
の
所
属
を
決
定
す
る

に
あ
た
っ
て
は
本
市
と
協
議
の
上
決
定
さ
れ
た
い
」
と
い
う
但
書

写真16　所属未定地編入反対児島市
　　陳情団のバス（1959年）
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を
付
け
て
同
意

し
た
。

　

Ｄ
地
区
の
問

題
は
単
に
行
政

区
域
の
拡
大
と

い
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、
川
崎

製
鉄
誘
致
後
に

見
込
ま
れ
る
多

額
の
固
定
資
産
税
の
税
収
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
三
市
は
そ
れ

ぞ
れ
Ｄ
地
区
が
自
分
た
ち
の
市
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
譲
ら
な

か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
四
十
年
三
月
、
所
属
未
定
の
ま
ま
川
崎
製
鉄
に
埋
立

免
許
が
出
さ
れ
造
成
工
事
が
始
ま
っ
た
が
、
四
十
一
年
六
月
に
倉

敷
市
が
、
川
崎
製
鉄
が
一
部
使
用
し
て
工
場
建
設
を
し
て
い
た
Ｄ

地
区
に
対
し
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
約
一
千
万
円
を
課
税
し

た
こ
と
か
ら
Ｄ
地
区
の
帰
属
問
題
が
再
燃
す
る
。

　

玉
島
市
が
県
へ
「
所
属
未
定
の
川
鉄
へ
の
倉
敷
市
の
課
税
は
納

得
で
き
な
い
。
即
時
撤
回
し
て
ほ
し
い
」
と
申
し
出
た
た
め
、
県

の
地
方
課
長
は
「
児
島
・
玉
島
の
市
民
感
情
を
考
え
て
撤
回
し
て

ほ
し
い
」
と
要
請
し
た
が
大
山
市
長
は
「
私
は
川
鉄
は
倉
敷
市
で

あ
る
と
信
じ
て
お
り
撤
回
は
で
き
ぬ
」
と
述
べ
た
【
61
】。

　

最
終
的
に
三
市
長
は
県
へ
調
停
を
依
頼
し
、
県
が
自
治
省
の
意

向
を
糺
し
た
結
果
、
そ
の
見
解
は
「
三
市
の
主
張
は
頷
け
る
が
こ

れ
を
分
割
裁
定
す
る
こ
と
は
甚
だ
至
難
で
あ
り
、
こ
れ
を
円
満
に

解
決
す
る
た
め
に
は
三
市
住
民
の
意
向
を
尊
重
し
た
上
で
合
併
を

検
討
し
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
、
三
市
合
併
の
方
向
を
決
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

自
治
省
の
意
向
が
県
か
ら
三
市
に
伝
え
ら
れ
た
二
日
後
の
九
月

二
十
二
日
、
倉
敷
市
議
会
全
員
協
議
会
に
お
い
て
大
山
市
長
か
ら

三
市
合
併
に
つ
い
て
の
提
言
が
あ
っ
た
。
大
山
市
長
は
「（
Ｄ
地
区

帰
属
問
題
の
）
話
し
合
い
の
中
で
解
決
方
法
と
し
て
合
併
が
浮
か
び

あ
が
っ
た
。
川
鉄
の
課
税
問
題
が
契
機
と
な
っ
た
が
、
水
島
を
中

心
と
し
て
合
併
す
る
こ
と
は
是
非
必
要
だ
。
合
併
す
る
な
ら
早
い

方
が
い
い
と
思
う
」
と
し
「
川
鉄
の
帰
属
で
合
併
す
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
が
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は

あ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
【
61
】。

　
　
　
　

⑶　

速
成
合
併
の
理
由

　
　
　
　
　

～
県
の
吸
上
げ
「
三
十
五
億
」
～

　

三
市
合
併
に
つ
い
て
、
反
対
意
見
を
述
べ
る
三
市
の
議
員
の
多

図２　埋立地A 〜 D'地区
（『岡山県市町村合併誌続編』より転載）
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く
は
「
あ
ま
り
に
急
速

過
ぎ
る
こ
と
」
を
理
由

に
あ
げ
て
い
る
。「
も
っ

と
時
間
を
か
け
て
議
論

し
、
市
民
に
Ｐ
Ｒ
・
説

得
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
」
と
の
発
言
が
目

立
つ
。
し
か
し
、
合
併

は
急
が
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
大
き
な
理
由
が

あ
っ
た
。

　

一
つ
に
は
議
員
の
任

期
の
問
題
が
あ
り
、
三

市
中
最
も
早
い
倉
敷
市

議
の
任
期
が
四
十
二
年

二
月
二
十
一
日
で
あ
っ

た
こ
と
。
ま
た
、
当
時
、

新
産
業
都
市
建
設
促
進

法
に
よ
り
議
員
の
任
期
・

定
数
に
特
例
が
設
け
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
の
特
例
が
四
十
二
年
三
月
二
十
八
日
で
失
効
す

る
こ
と
も
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
三
市
が
合
併
し
な
け
れ
ば
、

県
に
多
額
の
税
金
を
吸
い
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
試
算
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
三
市
の
戦
後
の
財
政
状
況
を
見
て
み
る
と
、
倉
敷
市

は
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）、
モ
デ
ル
ス
ク
ー
ル
・
庶
民
住
宅

（
市
営
住
宅
）
の
建
設
や
水
島
鉄
道
買
収
の
短
期
・
長
期
起
債
を
抱

え
こ
み
、約
九
千
万
円
の
赤
字
を
抱
え
て
い
た
。
市
は
こ
れ
を「
大

倉
敷
市
実
現
の
た
め
の
積
極
的
赤
字
」
だ
と
し
て
い
る
が）

11
（

、
翌

二
十
八
年
二
月
二
十
四
日
に
は
市
財
源
の
主
流
を
占
め
る
紡
績
業

界
の
不
振
に
よ
っ
て
各
課
に
支
出
停
止
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

昭
和
二
十
年
代
後
半
の
倉
敷
市
の
財
政
の
硬
直
化
は
、
近
隣
町

村
編
入
に
伴
う
総
務
関
係
費
の
拡
大
と
、
編
入
町
村
の
合
併
時
の

歳
入
・
歳
出
差
引
に
お
け
る
財
源
不
足
や
一
時
的
な
起
債
が
拍
車

を
か
け
た
と
さ
れ
、
朝
鮮
戦
争
後
の
経
済
不
況
と
地
方
財
政
危
機

下
、
児
島
・
玉
島
も
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

倉
敷
市
は
三
十
一
年
に
財
政
再
建
団
体
に
指
定
さ
れ
、
三
十
六

年
に
再
建
を
完
了
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
水
島
開
発
等
に
多
額
の

先
行
投
資
を
行
い
、
昭
和
四
十
年
三
月
に
は
一
一
億
二
五
〇
〇
万

円
余
の
赤
字
を
抱
え
て
赤
字
再
建
団
体
に
指
定
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
こ

写真17　建設中のモデルスクール（1952年）
老松小学校の前身で当時中国随一の
規模と言われた　　　　　　　　　

写真18　建設中の庶民住宅（1952年）
水江・帯江・羽島などに建設された市営住宅。
人気があり入居は抽選であった　　　　　　
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の
た
め
誘
致
し
た
企
業
に
交
付
す
る
奨
励
金
を
九
年
払
い
に
繰
り

延
べ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　

玉
島
市
で
は
昭
和
四
十
年
三
月
、
埋
立
地
Ｅ
地
区
へ
の
中
国
電

力
火
力
発
電
所
の
誘
致
が
決
定
し
た
が
、
こ
の
頃
市
の
財
政
は
か

な
り
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
中
国
電
力
へ
の
奨
励
金

の
交
付
に
つ
い
て
は
県
の
斡
旋
に
よ
り
従
来
よ
り
も
「
非
常
に
楽

な
方
法
に
」
な
っ
た
と
い
う
。
市
議
会
に
お
け
る
新
年
度
予
算
に

つ
い
て
の
滝
澤
市
長
の
答
弁
で
は
「
財
源
困
難
」「
厳
し
い
財
政

事
情
に
よ
り
」
な
ど
の
発
言
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
す
で
に
国
鉄

に
移
譲
さ
れ
て
い
た
玉
島
臨
港
鉄
道
建
設
費
が
財
政
を
圧
迫
し
て

い
た
こ
と
が
大
き
く
、
他
に
も
誘
致
が
決
定
し
た
総
合
職
業
訓
練

所
の
設
置
に
つ
い
て
は
予
算
段
階
で
赤
字
の
要
因
と
な
る
な
ど
、

非
常
に
厳
し
い
財
政
事
情
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
児
島
市
は
従
来
か
ら
の
漁
業
と
観
光
、
繊
維
産
業

の
ほ
か
、
年
間
三
億
円
と
い
う
競
艇
事
業
か
ら
の
繰
入
金
が
あ
り

財
政
は
豊
か
で
行
政
水
準
も
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
財
政
内
容
は

競
艇
事
業
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
、
中
心
産
業
で
あ
る

繊
維
産
業
の
労
働
力
不
足
が
発
展
を
大
い
に
阻
害
し
て
い
た
た

め
、
合
併
に
よ
っ
て
人
口
を
増
や
し
労
働
力
の
増
に
つ
な
げ
る
必

要
性
が
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
三
市
の
実
情
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
も
、
い
ず
れ
も

苦
し
い
財
政
状
況
で
あ
り
、
水
島
工

業
地
帯
か
ら
の
膨
大
な
税
収
は
魅
力

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

地
方
税
法
上
の
特
例
で
「
一
納
税
者

の
所
有
す
る
償
却
資
産
で
、
そ
の
価

格
が
十
億
を
超
え
る
も
の
」
に
つ
い

て
は
、
人
口
・
財
政
力
な
ど
に
応
じ

て
一
定
限
度
以
上
を
県
が
課
税
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

水
島
の
場
合
、
川
崎
製
鉄
ほ
か
四

社
の
大
規
模
償
却
要
産
に
対
し
て
昭

和
四
十
二
年
度
か
ら
県
の
課
税
が
開

始
さ
れ
る
見
通
し
と
な
り
、
そ
の
額

は
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
四
十
六
年

度
ま
で
約
三
十
五
億
円
と
試
算
さ
れ

た
【
72
】（
表
３
）。
昭
和
四
十
年
度

の
三
市
の
一
般
会
計
決
算
額
合
計
が

約
六
十
三
億
円
の
時
代
で
あ
る
。

42年度 43年度 44年度 45年度 46年度 計
合併しない 三市合計 640,905 1,030,304 1,007,204 1,658,222 2,356,109 6,692,744

   場合 県吸上額 15,607 310,878 432,778 1,199,969 1,548,415 3,507,647
差引 625,298 719,426 574,426 458.253 807,694 3,185,097

合併した 税額 640,905 1,030,304 1,007,204 1,658,222 2,356,109 6,692,744
場合 県吸上額 0 0 0 0 265,988 265,988

差引 640,905 1,030,304 1,007,204 1,658,222 2,090,121 6,426,756

表3 大規模償却資産に対する税額（現況と三市合併した場合の比較表） 　　単位　千円表3 大規模償却資産に対する税額（現況と三市合併した場合の比較表）　　単位：千円

※「三市合併調査資料№3」【72】より作成
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本
来
な
ら
多
額
の
市
税
と
な
る
べ
き
も
の
が
、
大
規
模
償
却
資

産
で
あ
る
が
ゆ
え
に
県
に
吸
い
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態

を
避
け
る
た
め
に
は
、
行
政
規
模
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
三
市
合
併

の
実
現
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
市
が
合
併
し
た
場
合
は

県
の
課
税
は
四
十
六
年
度
か
ら
の
開
始
と
な
り
、
ま
た
額
は
約

二
億
六
千
万
円
と
推
測
さ
れ
て
い
る
【
72
】（
表
３
）。

　

こ
う
し
て
、
三
市
議
会
は
昭
和
四
十
一
年
九
月
末
に
三
市
合
併

調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
十
月
二
十
五
日
に
は
三
市
合
併
合

同
調
査
室
が
倉
敷
市
へ
設
置
さ
れ
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
。

　

十
一
月
中
に
は
調
査
委
員
ら
が
三
班
に
分
か
れ
て
北
九
州
・
大

分
・
東
大
阪
・
富
士
・
長
野
・
郡
山
・
い
わ
き
・
仙
台
市
な
ど
合

併
完
了
・
予
定
都
市
の
視
察
も
行
い
、
合
併
の
直
接
動
機
・
経
過
・

大
要
、
新
市
名
の
選
定
理
由
及
び
経
過
、
問
題
点
な
ど
を
調
査
し

て
い
る
。
そ
の
復
命
書
に
よ
れ
ば
、
東
大
阪
市
・
富
士
市
・
長
野

市
を
除
い
て
は
二
年
～
五
年
の
タ
ッ
チ
ゾ
ー
ン）

11
（

方
式
を
採
用
し
て

お
り
、
北
九
州
市
以
外
の
市
は
採
用
を
し
た
方
が
よ
い
と
回
答
し

て
い
る）

11
（

。
視
察
の
結
果
、
合
併
に
批
判
的
で
あ
っ
た
児
島
市
議
会

は
賛
成
に
傾
き
、
三
市
と
も
に
一
部
革
新
系
の
議
員
を
除
き
大
勢

は
合
併
推
進
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
執
行
部
・
議
会
の
盛
り
上
が
り
に
対
し
て
住
民
の

盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
た

め
、
広
報
誌
で
合
併
の
必

要
や
利
害
得
失
を
訴
え
、

三
市
合
併
説
明
懇
談
会
な

ど
も
開
催
し
た
（
写
真
19
）。

急
速
な
合
併
の
動
き
に
対

し
て
共
産
党
・
社
会
党
・

労
働
組
合
な
ど
が
中
心
と

な
り
「
合
併
の
発
端
が
川

鉄
の
帰
属
問
題
に
あ
り
住

民
の
利
益
に
根
差
す
も
の
で
は
な
い
、
住
民
の
意
向
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
、
将
来
の
利
害
得
失
が
不
明
確
」
な
ど
を
理
由
に
早
く

か
ら
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
三
市
そ
れ
ぞ
れ

の
活
動
団
体
は
あ
っ
た
も
の
の
、
三
市
連
携
の
組
織
は
な
く
合
併

を
阻
止
す
る
ほ
ど
の
力
は
持
た
な
か
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
十
二
月
五
日
、
三
市
議
会
で
新
都
市
建
設
推
進
決

議
案
が
可
決
。
翌
日
に
は
三
市
合
併
協
議
会
が
発
足
し
、
二
つ

の
専
門
委
員
会
を
設
置
し
て
新
市
名
、
事
務
所
（
本
庁
）
の
位
置
、

新
市
の
機
構
・
組
織
・
事
務
分
掌
、
財
産
、
市
税
国
保
事
業
取
扱

い
、
建
設
計
画
等
々
を
協
議
し
た）

1（
（

。
ま
た
、
Ｐ
Ｒ
に
努
め
る
た
め

写真19　三市合併問題説明懇談会
説明する中塚児島市長（1966年12月３日）
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合
併
問
題
説
明
会
を
開
い
て
市
長
が
市
民
に
合
併
の
必
要
を
説
い

た
り
、「
三
市
合
併
だ
よ
り
」【
73
】
の
編
集
発
行
を
行
っ
た
り
し

て
い
る
。

　

連
日
協
議
の
結
果
、
十
二
月
二
十
二
日
、
三
市
の
合
意
に
よ
り

二
十
一
項
目
か
ら
な
る
合
併
協
定
書
【
62
】
に
調
印
が
な
さ
れ

た
。
協
定
項
目
の
う
ち
、
結
論
ま
で
時
間
を
要
し
た
項
目
は
、
市

の
名
称
と
議
員
の
任
期
・
定
数
、
財
政
運
営
に
関
す
る
経
過
措
置

で
あ
っ
た
。
議
員
に
つ
い
て
は
三
市
の
議
員
が
そ
の
ま
ま
合
併
後

二
年
間
は
引
き
続
き
在
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
新
市
の
議

員
は
九
四
人
と
い
う
マ
ン
モ
ス
議
会
と
な
っ
た
。

　

三
市
の
異
な
る
財
政
の
調
整
は
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
が
、
競

艇
事
業
に
よ
っ
て
比
較
的
ゆ
と
り
の
あ
る
児
島
市
に
つ
い
て
は
五

年
間
の
経
過
措
置
と
し
て
タ
ッ
チ
ゾ
ー
ン
を
採
用
し
た
。
合
併
後

五
か
年
以
内
は
、
一
般
会
計
・
特
別
会
計
を
含
め
児
島
地
域
の
収

入
で
そ
の
支
出
を
賄
う
別
途
会
計
方
式
で
あ
る
。
倉
敷
・
玉
島
に

つ
い
て
は
同
一
会
計
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、「
た
だ

し
、
国
・
県
の
事
業
に
対
す
る
地
元
負
担
金
は
当
該
地
域
分
に
つ

い
て
は
従
前
の
例
に
よ
り
支
出
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た
行
政
水
準
を
維
持
均
衡
で
き
る
財
政
運

営
が
図
ら
れ
て
い
る
【
62
】。

出来事

昭和41 9.26 倉敷・玉島市議会が3市合併調査特別委員会を設置する

9.30 児島市議会が3市合併調査特別委員会を設置

10.12 3市合併調査特別委員会小委員会正副委員長と正副議長が初の合同会議

3市正副議長、小委員会正副委員長が合同会議を開き、3市長を交え合同

調査室の機構、調査方法、調査事項などについて協議

10.25 3市合併合同調査室を倉敷市へ設置

11.24 玉島市議会合併調査特別委員会を開き先進地視察を報告、協議

11.25 倉敷市議会合併調査特別委員会を開き、先進地視察結果を報告、協議

3市の合同会議を開き、3市とも12月3日から市民にＰＲを開始する、合併協議会

の構成は3市の市長・助役・正副議長・小委員会正副議長・学識経験者7名の

計25名とすることを決定

12.1 児島市議会全員協議会を開き、合併合同調査室の資料説明し、先進地視察結果を報告

12.3 3市長が市民に合併推進説明会を開始

12.5 倉敷・児島・玉島の3市議会が新都市建設推進決議案・3市合併協議会設置議案を可決

12.6 3市合併協議会が発足。第1回協議会を開く。合併事務局を倉敷市に設置

12.8 新市発足後当分の間仮庁舎を倉敷市役所におくことを決定

合併協議会は新市名を「倉敷市」に42年2月1日合併と決め、合併協定書に署名捺印した

玉島市議会は合併を議決

12.23 倉敷・児島両市議会は合併を議決。3市市長は連名で県知事に合併申請

昭和42 1.7 県議会が3市合併を議決し告示

1.28 自治省が「官報」へ告示

2.1 新倉敷市誕生

※昭和43年版　「市勢要覧　倉敷」より

年月日

表４　3市合併日誌

10.22

11.30

12.22

※昭和43年版「市勢要覧　倉敷」より作成　　

表４　３市合併日誌
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最
も
難
航
し
た
の
は
新
市
名
で
あ
っ
た
。「
姓
名
判
断
に
任
せ

る
位
の
気
持
ち
で
」
臨
ん
で
ほ
し
い
、
と
い
う
倉
敷
に
対
し
、
合

併
が
近
づ
く
と
と
も
に
反
対
運
動
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
玉
島
の

委
員
は
住
民
感
情
を
慮
り
「
新
市
の
名
前
が
三
市
の
い
ず
れ
か
の

名
前
に
な
る
よ
う
な
事
は
断
じ
て
だ
め
だ
」
と
発
言
。
結
論
が
出

な
い
ま
ま
最
終
的
に
児
島
側
の
提
案
で
県
に
白
紙
一
任
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
わ
ず
か
十
分
ほ
ど
の
休
憩
の
間
に
地
方
課
長
が
知
事
等

に
連
絡
を
取
っ
た
結
果
、
新
市
名
は
倉
敷
市
に
決
定
し
た
。
決
定

後
、
玉
島
・
児
島
側
の
委
員
は
異
議
を
差
し
挟
む
も
の
で
は
な
い
、

と
し
つ
つ
も
結
果
を
遺
憾
と
す
る
発
言
が
続
い
た
【
68
】。

　

合
併
協
定
書
の
調
印
を
待
っ
て
同
日
の
午
後
、
玉
島
市
議
会
は

合
併
を
強
行
採
決
し
た
【
64
】。
こ
の
日
、
玉
島
市
役
所
に
は
朝

か
ら
合
併
反
対
を
唱
え
る
市
民
ら
約
五
百
人
が
参
集
し
、
市
長
や

賛
成
派
議
員
の
入
場
を
阻
止
。
機
動
隊
が
出
動
す
る
騒
動
と
な
っ

た
。
玉
島
市
で
は
合
併
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
、

商
工
会
議
所
や
商
店
街
、
企
業
の
組
合
な
ど
の
商
工
業
者
の
間
で

反
対
の
声
が
強
ま
り
、
政
党
・
労
組
な
ど
と
共
に
激
し
い
反
対
運

動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

　

採
決
の
際
に
は
議
場
に
市
民
ら
が
乱
入
し
大
混
乱
と
な
っ
た

が
、
野
次
と
怒
号
が
う
ず
ま
く
な
か
、
わ
ず
か
十
八
分
で
合
併
は

可
決
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
本
号
五
三
～
七
〇

頁
に
当
時
玉
島
市
議
会
議
員
と
し
て
そ
の
場
に
お
ら
れ
た
金
谷
光

夫
氏
の
談
話
が
あ
る
の
で
参
照
頂
き
た
い
。

　

翌
二
十
三
日
は
倉
敷
・
児
島
市
議
会
で
も
合
併
を
議
決
。
両
市

と
も
反
対
派
議
員
の
激
し
い
抗
議
が
み
ら
れ
る
が
【
65
・
66
】、

賛
成
多
数
（
倉
敷
27
対
５
、
児
島
18
対
５
）
で
可
決
さ
れ
、
即
日
三

市
長
は
連
名
で
県
に
合
併
を
申
請
し
た）

11
（

。
三
市
の
合
併
申
請
は

四
十
二
年
一
月
七
日
県
議
会
で
議
決
さ
れ
、「
岡
山
県
公
報
」（
号
外
）

に
「
倉
敷
市
、児
島
市
お
よ
び
玉
島
市
を
廃
し
、そ
の
区
域
を
も
っ

て
あ
ら
た
に
倉
敷
市
を
置
き
、
昭
和
四
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
」
旨
が
告
示
さ
れ
た
【
69
】。

　
【
71
】
の
「
岡
山
県
公
報
」
は
児
島
市
と
玉
島
市
の
字
名
の
変

更
を
告
示
す
る
も
の
で
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば

　

玉
島
市
上う

わ
な
り成

（
変
更
前
）
→
玉
島
市
玉
島
上
成
（
変
更
後
）

　

児
島
市
稗ひ
え
だ田

（
変
更
前
）
→
児
島
市
児
島
稗
田
町
（
変
更
後
）

と
し
て
、
三
市
が
合
併
し
て
倉
敷
市
と
な
っ
て
も
、
玉
島
・
児
島

の
地
名
が
消
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
こ
の
告

示
は
「
昭
和
四
十
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る

も
の
と
す
る
」
と
あ
る
が
、
翌
日
の
二
月
一
日
に
は
両
市
と
も
倉

敷
市
と
な
る
の
で
、
一
日
だ
け
存
在
し
た
地
名
と
言
え
る
。
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大
山
市
長
が
三
市
合

併
推
進
を
表
明
し
た

昭
和
四
十
一
年
九
月

二
十
二
日
か
ら
わ
ず
か

四
か
月
、
速
成
の
三
市

合
併
は
実
現
を
み
た
。

人
口
三
〇
万
七
六
〇
三

人
、
九
万
三
四
〇
五
世

帯
、
面
積
は
二
六
七
�

で
あ
っ
た
。

　

四
十
二
年
一
月

三
十
一
日
に
は
倉
敷

市
・
児
島
市
・
玉
島
市
庁
舎
で
閉
庁
式
が
行
わ
れ
、
翌
二
月
一
日
、

倉
敷
市
役
所
議
事
堂
に
お
い
て
新
倉
敷
市
開
庁
式
が
行
わ
れ
た
。

開
庁
式
に
先
立
ち
、
三
月
の
選
挙
で
新
市
長
が
決
定
す
る
ま
で
市

長
職
務
執
行
者
を
務
め
る
中
塚
元
太
郎
元
児
島
市
長
が
市
役
所
玄

関
に
「
倉
敷
市
役
所
」「
倉
敷
市
倉
敷
支
所
」
の
二
枚
の
真
新
し

い
看
板
を
掲
げ
た
。
大
山
元
市
長
・
滝
澤
元
市
長
は
倉
敷
市
参
与

と
な
っ
た
。

　

こ
の
日
、
市
職
員
の
慌
た
だ
し
さ
に
反
し
、
市
内
で
は
特
に
混

乱
も
見
ら
れ
ず
、
ま
た
商
店
街
な
ど
も
飾
り
付
け
等
こ
れ
と
い
っ

た
祝
賀
ム
ー
ド
は
な
か
っ
た
。
祝
賀
行
事
は
新
市
長
が
誕
生
し
て

か
ら
行
う
と
い
う
市
側
に
同
調
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た）

11
（

。
合
併
祝

賀
式
は
同
年
十
月
二
十
四
日
、
市
役
所
北
に
特
設
さ
れ
た
エ
ア

ド
ー
ム
（
写
真
20
）
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

７　

新
倉
敷
市
誕
生
後
の
合
併

　
　
　
　

⑴　

庄
村
と
茶
屋
町
の
編
入

　
　
　
　
　

～
高
度
経
済
成
長
期
の
合
併
～

　

都
窪
郡
庄し

ょ
う
村
は
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
の
市
町
村
合
併

促
進
法
に
よ
っ
て
都
窪
郡
吉
備
町
（
現
、
岡
山
市
北
区
庭に
わ
せ瀬
・
撫な
つ
か
わ川
）、

福
田
村
（
現
、
岡
山
市
南
区
山
田
・
大お

お
ふ
く福

）
と
の
三
か
町
村
合
併
を
検

討
し
て
い
た
が
、
村
内
は
三
か
町
村
で
合
併
す
べ
き
と
い
う
意
見

と
、
倉
敷
市
と
合
併
す
べ
き
と
の
二
派
に
分
か
れ
、
ま
と
ま
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
三
十
一
年
の
新
市
建
設
促
進
法
に
よ
っ
て
知

事
勧
告
が
出
さ
れ
る
に
及
び
、
三
か
町
村
合
併
を
進
め
る
こ
と
と

な
っ
た
が
福
田
村
で
反
対
運
動
が
強
く
な
り
、
再
度
合
併
は
流
れ

て
し
ま
っ
た
。
福
田
村
の
一
部
で
隣
接
の
妹せ

の
お尾
町
（
現
、
岡
山
市
南

区
妹
尾
）
と
の
合
併
を
希
望
す
る
声
が
上
が
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
百
万
都
市
構
想
の
際
に
は
、
庄
村
も
こ
の
構
想
に
含

写真20　合併祝賀式場（1967年10月24日）
倉敷市役所（現市立美術館）北にエアドームが特設された
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ま
れ
て
い
た
が
先
述
の
通
り
計
画
は
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
再
び
合

併
が
協
議
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
岡
山
市

と
倉
敷
市
か
ら
合
併
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。

　

倉
敷
市
の
三
市
合
併
に
触
発
さ
れ
た
岡
山
市
は
、
昭
和
四
十
二

年
十
一
月
、
庄
村
を
含
む
二
十
三
町
村
で
県
南
広
域
都
市
建
設
懇

談
会
を
設
立
。
四
十
四
年
八
月
に
は
岡
山
・
吉
備
・
妹
尾
・
福
田
・

高
松
・
庄
・
一い

ち
の
み
や宮・

津つ

高だ
か

の
市
町
村
長
お
よ
び
議
会
で
合
併
推
進

の
意
向
が
固
め
ら
れ
て
い
た
。

　

一
方
倉
敷
市
も
こ
の
動
き
に
影
響
さ
れ
て
周
辺
町
村
と
の
合
併

を
め
ざ
し
、四
十
四
年
七
月
の
庄
村
へ
の
打
診
の
後
、総
社
・
山
手
・

清
音
・
船
穂
・
早
島
・
茶
屋
の
六
市
町
に
合
併
を
呼
び
掛
け
た）

11
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
庄
村
で
は
特
別
委
員
会
を
設
け
て
検
討
を
重
ね

た
が
、
東
（
岡
山
市
）
か
西
（
倉
敷
市
）
か
で
村
内
の
意
見
は
割
れ

県
下
注
目
の
的
で
あ
っ
た
と
い
う）

11
（

。
岡
山
市
を
結
ぶ
鉄
道
・
国
道

が
通
過
し
て
い
た
庄
村
は
、
倉
敷
市
以
上
に
岡
山
市
と
の
結
び
つ

き
が
強
く
、
県
南
二
大
都
市
の
都
市
化
の
波
が
錯
綜
す
る
地
帯
で

あ
っ
た
こ
と
が
村
内
の
意
見
を
二
分
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

四
十
五
年
三
月
二
十
日
の
村
議
会
で
は
票
決
の
結
果
、
九
対
九

で
合
併
は
見
送
り
と
な
っ
た
が
、
六
月
に
再
度
両
市
か
ら
の
申
し

入
れ
が
あ
り
再
議
を
村
議
会
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
十
三
対
四
の
多

数
で
倉
敷
市
と
の
合
併
方
向
が
議
決
さ
れ
、
そ
の
後
の
倉
敷
市
と

の
協
議
の
結
果
、
十
一
月
十
三
日
に
は
満
場
一
致
で
倉
敷
市
と
の

合
併
が
議
決
さ
れ
た
【
77
】。

　

当
時
庄
村
で
は
瀬
戸
大
橋
実
現
に
先
立
つ
中
国
横
断
自
動
車

道
・
山
陽
高
速
道
路
の
村
内
誘
致
、
上
水
道
の
設
備
、
中
学
校
の

建
設
な
ど
が
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。
庄
村
が
発
展
す
る
た
め
に
は

多
額
の
経
費
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
水
島
に
よ
っ
て
急

速
な
発
展
を
遂
げ
た
倉
敷
市
の
大
き
な
財
政
力
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
村
長
・
賛
成
派
議
員
の
意
見
で
あ
っ
た
。

　

同
議
会
で
小
山
新
三
郎
村
長
は
「
合
併
協
議
に
入
っ
た
ら
全
力

を
あ
げ
て
開
発
に
取
り
組
む
積
り
」
と
し
つ
つ
も
、
合
併
後
は
地

域
開
発
を
行
い
た
い
と
の
倉
敷
市
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
対
し
「
私
個
人

と
し
て
は
企
業
誘
致
は
好
ま
し
く
な
く
、
文
教
・
教
育
の
場
と
し

て
緑
の
供
給
資
源
と
し
て
残
し
た
い
」
と
発
言
し
て
い
る）

11
（

。

　

こ
う
し
て
昭
和
四
十
六
年
三
月
八
日
、
庄
村
は
倉
敷
市
へ
編
入

合
併
さ
れ
た
。

　

倉
敷
市
東
部
に
位
置
す
る
茶
屋
町
は
、
古
く
か
ら
倉
敷
市
と
の

繋
が
り
が
強
く
、
昭
和
二
十
八
年
の
市
町
村
合
併
促
進
法
施
行
の

際
に
も
早
島
町
・
藤
戸
町
と
と
も
に
合
併
の
話
が
上
が
っ
て
い
た

が
こ
の
時
に
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
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江
戸
時
代
の
干
拓
に
よ
っ
て
で
き
た
茶
屋
町
は
「
川
な
い
、
山

な
い
、
お
寺
が
な
い
」
と
言
わ
れ
、
当
時
県
下
の
町
村
の
中
で
最

も
面
積
の
狭
い
町
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
分
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
に
富

む
気
風
が
あ
り
、
古
く
は
藺
草
、
全
国
的
に
も
有
名
な
ゴ
ム
工
業
・

繊
維
業
の
町
と
し
て
知
ら
れ
、
町
村
と
し
て
は
有
数
の
水
道
完
備

の
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た）

11
（

。
昭
和
二
十
八
年
に
茶
屋
町
か
ら
倉

敷
市
へ
合
併
の
打
診
を
し
た
際
、
高
橋
市
長
は
「
財
政
面
で
倉
敷

よ
り
良
い
茶
屋
町
が
今
合
併
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
」
と
答
え
た
と

い
う）

11
（

。

　

し
か
し
、
経
済
の
高
度
成
長
と
産
業
界
の
転
換
な
ど
に
よ
り
、

昭
和
四
十
六
年
頃
に
は
茶
屋
町
の
財
政
は
逼
迫
し
、
昭
和
五
十
年

度
末
ま
で
に
二
億
五
五
〇
〇
万
円
の
赤
字
が
見
込
ま
れ
て
い
た

【
78
】。

　

昭
和
四
十
四
年
、
先
述
の
通
り
倉
敷
市
は
近
隣
六
か
町
村
に
合

併
を
呼
び
か
け
た
。
八
月
二
日
、
大
山
倉
敷
市
長
は
雨
宮
議
長
ら

と
と
も
に
茶
屋
町
庁
舎
を
訪
問
し
、
姫
井
三
亀
男
町
長
・
助
役
・

正
副
議
長
に
茶
屋
町
と
の
合
併
を
実
現
し
た
い
と
の
意
向
を
伝
え

た
。

　

大
山
市
長
は
「
倉
敷
市
は
今
や
岡
山
を
凌
ぐ
勢
い
で
発
展
し
て

お
り
、
来
年
度
か
ら
は
市
民
税
減
税
の
方
針
。
今
回
は
早
島
・
庄
・

山
手
・
清
音
・
船
穂
お
よ
び
総
社
へ
も
申
し
入
れ
る
予
定
」
と
伝

え
て
お
り
、
十
五
分
ほ
ど
の
話
し
合
い
の
後
早
島
に
向
か
っ
た）

11
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
茶
屋
町
で
も
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
合
併
推
進
が
具
体
的
に
な
る
の
は
四
十
六
年
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
茶
屋
町
議
会
は
倉
敷
市
は
も
と
よ
り
既
合
併
の

玉
島
や
庄
な
ど
各
地
を
訪
問
し
て
調
査
し
た
り
、
各
種
団
体
代
表

と
懇
談
会
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
し
、
再
三
の
協
議
を
し
た
が
議

員
の
賛
否
は
半
々
の
ま
ま
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
の
定
例
会
を

迎
え
た
。

　

議
事
録
に
よ
れ
ば
こ
の
日
は
報
道
関
係
者
、
町
民
多
数
が
傍
聴

に
訪
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
動
議
に
よ
っ
て
合
併
推
進
決
議
案

は
繰
り
上
げ
上
程
と
な
り
審
議
が
行
わ
れ
た
。
審
議
で
は
賛
成
派

と
反
対
派
の
議
員
全
員
が
交
互
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

町
長
は
同
年
六
月
二
十
四
日
の
議
会
で
「
当
町
だ
け
で
二
年
も

た
な
い
」
と
財
政
悪
化
を
合
併
の
理
由
に
あ
げ
て
い
る
が
、
当
時

の
茶
屋
町
は
学
校
・
庁
舎
建
設
、
ご
み
焼
却
場
、
道
路
舗
装
、
用

水
関
係
、
農
業
施
策
な
ど
の
諸
問
題
が
あ
り
、
賛
成
派
の
議
員
は

町
民
福
祉
向
上
の
た
め
に
は
行
政
規
模
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
。
一
方
、
反
対
派
議
員
は
「
住
民
投
票
も
し
て
お
ら

ず
、
町
民
の
理
解
が
十
分
得
ら
れ
て
い
な
い
。
広
域
行
政
は
必
ず
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し
も
住
民
福
祉
に
繋
が
ら
な
い
。
町
長
が
茶
屋
住
民
の
こ
と
を
思

う
な
ら
、
も
う
一
度
合
併
問
題
を
掲
げ
て
立
候
補
す
る
意
気
込
み

が
あ
っ
て
よ
い
」
な
ど
と
時
期
尚
早
を
訴
え
た
。
採
決
は
無
記
名

投
票
で
行
わ
れ
賛
成
七
票
、
反
対
五
票
で
決
議
さ
れ
た
【
79
】。

　

十
二
月
二
十
五
日
、
姫
井
町
長
と
議
長
は
倉
敷
市
を
訪
れ
滝
澤

助
役
ら
に
合
併
推
進
可
決
の
報
告
を
し
合
併
を
申
し
入
れ
た
。
大

山
市
長
は
上
京
中
で
帰
倉
後
「
年
明
け
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
議

会
と
十
分
相
談
の
上
態
度
を
決
め
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　

投
票
結
果
が
少
差
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
倉
敷
市

の
態
度
は
慎
重
で
、
姫
井

町
長
の
報
告
を
受
け
た
滝

澤
助
役
は
「
合
併
は
全
会

一
致
の
賛
成
が
好
ま
し
い
」

と
答
え
て
お
り
、
市
、
市

議
会
の
幹
部
か
ら
も
「
申

し
入
れ
た
の
は
倉
敷
だ
が
、

そ
れ
は
全
町
こ
ぞ
っ
て
の

と
き
の
こ
と
」
と
七
対
五

の
結
果
に
不
安
を
見
せ
た
。

ま
た
、
茶
屋
町
と
合
併
し
て
も
人
口
は
八
千
人
弱
し
か
増
加
し
な

い
た
め
、
市
議
会
議
員
の
定
数
の
増
加
に
つ
な
が
ら
ず
、
逆
に
一

～
二
人
の
市
議
を
茶
屋
町
に
と
ら
れ
る
心
配
が
あ
る
こ
と
か
ら
議

会
内
に
も
微
妙
な
思
惑
が
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
推
進
決
議
は
さ
れ
て
い
て

も
、
翌
四
十
七
年
一
月
二
十
三
日
の
合
併
推
進
委
員
会
条
例
、
二

月
三
日
の
臨
時
議
会
に
お
け
る
合
併
特
別
調
査
委
員
会
設
置
の
審

議
の
際
も
、
可
決
は
さ
れ
た
も
の
の
、
賛
成
、
反
対
意
見
が
拮
抗

し
て
お
り）

1（
（

、
倉
敷
市
も
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
町
長
、
町
議
の
任
期
が
そ
れ
ぞ
れ
五
月
、
六
月
ま
で

と
迫
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
二
月
末
に
双
方
で
合
併
協
議
会
が

設
置
さ
れ
て
か
ら
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
事
が
運
び
、
三
月
一
日
に

合
併
協
定
書
に
調
印
が
な
さ
れ
【
80
】、
昭
和
四
十
七
年
五
月
一

日
茶
屋
町
は
倉
敷
市
へ
編
入
さ
れ
た
。

　
　
　
　

⑵　

真
備
・
船
穂
町
の
編
入　

～
平
成
の
大
合
併
～

　

三
市
合
併
が
成
立
し
た
昭
和
四
十
年
代
の
日
本
は
、「
昭
和
元

禄
」
と
呼
ば
れ
た
好
景
気
に
沸
き
、
市
町
村
も
財
源
に
恵
ま
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
好
景
気
は
長
く
は
続
か
ず
、
昭
和
四
十
八

年
（
一
九
七
三
）
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
に
始
ま
る
経
済
界
の
混
乱

は
長
く
尾
を
引
き
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
の
バ
ブ
ル
崩
壊
で
さ

写真21　倉敷市茶屋支所（1973年）
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ら
に
深
刻
な
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
に

は
政
府
も
合
併
に
目
を
む
け
て
い
な
か
っ
た
が
、
平
成
十
一
年
、

合
併
特
例
法
の
改
正
に
よ
り
平
成
の
合
併
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

小
泉
内
閣
が
掲
げ
た
経
済
政
策
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
聖
域
な
き
構
造

改
革
」
の
柱
の
一
つ
「
三
位
一
体
の
改
革
」
は
地
方
へ
の
補
助
・

交
付
金
を
大
幅
に
削
減
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
合
併

と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
三
年
三
月
、
総
務
省
か
ら
都

道
府
県
知
事
に
合
併
推
進
要
綱
作
成
の
要
請
が
あ
り
、
岡
山
県
で

も
「
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」

の
策
定
が
な
さ
れ
関
係
市
町
に

配
布
さ
れ
た
。
当
初
県
が
策
定

し
た
合
併
パ
タ
ー
ン
で
は
倉
敷

市
・
早
島
町
・
船
穂
町
の
組
み

合
わ
せ
で
、真
備
町
は
総
社
市
・

山
手
村
・
清
音
村
と
の
合
併
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
後
に

離
脱
し
て
い
る）

11
（

。

　

合
併
特
例
法
は
平
成
十
七
年

三
月
末
ま
で
の
時
限
法
で
あ
っ

た
た
め
、
平
成
十
五
年
に
な
る
と
法
定
協
議
会
の
設
立
が
相
次
い

だ
。

　

十
月
一
日
に
は
倉
敷
市
・
船
穂
町
・
真
備
町
の
一
市
二
町
に
よ

る
倉
敷
地
域
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
第
二
回
目
の
協
議
で
は

合
併
の
方
式
（
船
穂
・
真
備
町
を
編
入
）、
合
併
の
期
日
（
平
成
十
七
年

三
月
末
ま
で
の
早
い
時
期
）、
新
市
の
名
称
（
倉
敷
市
）
な
ど
が
協
議
さ

れ
た
。
ま
た
、合
併
に
む
け
て
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う「
倉

敷
地
域
合
併
協
議
会
だ
よ
り
」【
82
】（
写
真
22
）
も
発
行
し
て
い
る
。

　

真
備
町
で
は「
広
報
ま
び
合
併
特
集
号
」【
84
】を
発
行
し
た
り
、

出
前
講
座
や
地
区
説
明
会
を
行
っ
た
り
し
て
広
く
住
民
へ
の
Ｐ
Ｒ

を
行
っ
た
。
八
回
の
協
議
会
を
経
て
合
併
協
定
項
目
も
定
ま
っ
た

平
成
十
六
年
八
月
二
十
二
日
に
は
合
併
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票

が
行
わ
れ
た
【
83
】。
と
こ
ろ
が
、こ
の
結
果
、賛
成
五
五
七
六
票
、

反
対
六
九
八
〇
（
投
票
率
六
七
・
四
二
％
）
の
反
対
多
数
と
な
り）

11
（

、
鎌

田
賴
靖
町
長
は
「
民
意
を
尊
重
し
、結
果
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
」

と
し
て
協
議
会
か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
た
。

　

一
方
、
船
穂
町
で
は
町
の
大
型
二
事
業
（
柳
井
原
土
地
区
画
整
理
、

産
業
団
地
開
発
）の
一
部
凍
結
を
倉
敷
側
が
合
併
条
件
と
し
た
た
め
、

土
井
博
義
町
長
が
こ
れ
に
反
発
。
真
備
町
と
同
日
に
予
定
さ
れ
て

い
た
住
民
投
票
を
中
止
し
た
上
で
協
議
会
へ
休
止
の
申
し
入
れ
を

写真22　「合併協議会だより」
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し
、
八
月
二
十
六
日
辞
職
し
た）

11
（

。

　

暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
か
に
見
え
た
一
市
二
町
の
合
併
は
、
そ
の

後
の
船
穂
・
真
備
町
長
の
出
直
し
選
挙
で
振
り
だ
し
に
戻
る
。
十

月
三
日
に
船
穂
町
長
選
、
同
二
十
四
日
に
真
備
町
長
選
挙
が
行
わ

れ
た
結
果
、
両
町
と
も
に
前
町
長
の
再
選
と
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
倉
敷
市
と
二
町
の
協
議
は
再
開
さ
れ
た
が
、
船
穂

の
二
事
業
の
調
整
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
合
併
特
例
法
の
期

限
内
に
知
事
申
請
を
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
倉
敷
・
真
備
、

倉
敷
・
船
穂
の
一
市
一
町
の
新
た
な
枠
組
み
で
進
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
紆
余
曲
折
を
経
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八

日
、
県
庁
に

お
い
て
倉
敷

市
・
船
穂
町
、

倉
敷
市
・
真

備
町
の
合
併

申
請
が
行
わ

れ
、
八
月
一

日
の
合
併
の

日
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

閉
町
に
あ
た
り
船
穂
・
真
備
町
で
は
記
念
誌
が
発
行
さ
れ

【
86
・
87
】、
広
報
も
「
閉
町
（
庁
）
号
」【
88
】
が
出
さ
れ
て
い
る
。

真
備
町
で
は
合
併
を
前
に
し
た
七
月
二
十
九
日
、
閉
庁
式
が
行
わ

れ
た
。
鎌
田
町
長
ら
に
よ
っ
て
真
備
町
旗
が
降
ろ
さ
れ
（
写
真
23
）、

「
こ
こ
に
岡
山
県
吉
備
郡
真
備
町
庁
舎
を
閉
じ
る
」
の
署
名
と
共

に
木
箱
に
収
納
さ
れ
た
【
90
】。

　

こ
れ
に
先
立
つ
二
十
日
に
は
真
備
町
閉
町
式
が
マ
ー
ビ
ー
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
式
典
の
最
後
に
は
町
内
全
小
学
六
年

生
が
真
備
町
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
「
竹
の
道
」
を
合
唱
。「
吉
備
真

備
の
昔
か
ら
世
界
へ
ひ
と
筋
、
竹
の
道
」
の
歌
声
が
会
場
内
に
響

き
渡
っ
た
【
88
】。

　
　
　

展
示
会
ま
と
め

　

今
回
の
展
示
会
は
延
入
場
者
数
が
二
〇
九
人
と
昨
年
度
、
一
昨

年
度
に
比
べ
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
は
展
示
資
料
の
ほ
ぼ
全

て
が
近
代
の
行
政
文
書
で
あ
っ
た
た
め
、
近
世
文
書
に
関
心
を
寄

せ
て
お
ら
れ
る
方
た
ち
に
と
っ
て
は
関
心
が
薄
い
内
容
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
様
な
「
歴
史
上
の
著
名
な

人
物
の
書
状
」
や
「
倉
敷
代
官
所
襲
撃
」
と
い
っ
た
派
手
な
内
容

写真23　真備町閉庁式
鎌田町長らによって降ろされる町旗
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の
資
料
の
展
示
で
は
な
く
、「
市
町
村
合
併
」
と
い
う
地
味
な
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。し
か
し
、ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
に
よ
れ
ば
回
収
率
は
五
五
％
と
過
去
最
も
多
く
、
ま
た
満

足
度
も
非
常
に
高
い
。

　

反
省
点
と
し
て
は
、
倉
敷
市
の
合
併
の
流
れ
を
大
筋
で
紹
介
す

る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
た
め
、
一
つ
一
つ
の
資
料
（
個
々
の
合
併
の

説
明
）
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
帳
面
の
表
紙
の
み
の
展
示
資
料
も
あ
っ
た
た
め
、

来
場
者
か
ら
「
帳
面
の
中
が
見

た
か
っ
た
」
と
い
う
声
や
、
ま

た
帳
面
を
開
い
た
状
態
で
展

示
し
て
い
る
資
料
に
つ
い
て

も
「
前
後
の
頁
が
見
た
か
っ
た
。

写
真
に
写
し
て
展
示
し
て
は
ど

う
か
」
と
い
う
ご
意
見
も
あ
っ

た
。
こ
れ
は
帳
面
の
展
示
の
難

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
内
容

の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
点

は
本
稿
で
補
足
し
た
つ
も
り
で

あ
る
。

　

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
語
っ
て
下
さ
い
、
あ
の
頃
の
こ
と
」
に
は

「
来
場
者
に
写
真
や
資
料
を
見
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
の
懐
か
し
い

想
い
出
を
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
展
示
資
料
を
通
し
て
故
郷
の
歴
史
を
知
り
、
愛
着
を

新
た
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
い
う
当
初
の
目
的
は
果
た
せ
た

と
思
っ
て
い
る
。
通
常
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
回
答
の
上
、
さ
ら

に
長
文
の
記
入
は
来
場
者
に
は
負
担
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
数
は
少
な
く
と
も
数
々
の
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
く
こ
と
が
で

き
た
。

　

ま
た
、
写
真
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
は
点
数
の
多
さ
か
ら
個
々
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
事
が
で
き
ず
、
説
明
不
足
で
あ
っ
た
こ

と
は
否
め
な
い
。
簡
単
な
説
明
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
こ
と
で

来
場
者
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

今
回
、
五
回
目
に
し
て
初
め
て
近
代
行
政
文
書
を
展
示
資
料
と

し
て
扱
い
、
資
料
選
択
に
あ
た
っ
て
は
膨
大
な
数
の
公
文
書
に
目

を
通
し
た
。
明
治
時
代
か
ら
綿
々
と
綴
ら
れ
た
分
厚
い
簿
冊
の
中

に
は
、
知
ら
れ
ざ
る
倉
敷
市
の
歴
史
が
眠
っ
て
い
る
。
埃
と
手
垢

写真24　熱心に展示解説を聞く来場者
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に
ま
み
れ
た
帳
面
の
、
吏
員
の
一
文
字
一
文
字
は
そ
の
ま
ま
倉
敷

の
歩
ん
で
き
た
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
倉
敷
を
築
き
あ
げ

た
先
人
た
ち
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
の
軌
跡
で
も
あ
る
と
気
づ
く
時
、

改
め
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
重
み
を
感
じ
る
。

　
註

（
１ 

）『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌　

市
町
村
編
』『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌　

総

編
』（
岡
山
県　

一
九
六
〇
）。

（
２ 

）
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
度
に
は
市
町
村
平
均
人
口
が
全
国
平
均

七
六
一
五
人
に
対
し
、
岡
山
県
は
四
四
八
五
人
。
平
均
面
積
は
全
国
二
七

�
に
対
し
て
岡
山
県
一
九
�
で
あ
っ
た
（【
１
】「
町
村
は
合
併
し
て
大
き

く
致
し
ま
し
ょ
う
」（『
児
島
郡
福
田
町
・
浅
口
郡
連
島
町
合
併
参
考
綴
』

旧
倉
敷
市
事
務
引
継
合
併
庁
達
23
‐
1
‐
6
）。

（
３ 

）
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
・
シ
ャ
ウ
プ
を
団
長
と
す
る
七
人

の
税
制
使
節
団
が
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
税
制
に
つ
い
て
根
本
的
改
正

方
針
を
勧
告
し
た
も
の
。
一
九
四
九
年
の
第
一
次
勧
告
は
負
担
の
公
平
と

資
本
価
値
の
保
全
を
目
的
と
し
た
（『
日
本
史
広
辞
典
』
山
川
出
版
社　

一
九
九
七
）。

（
４ 

）『
新
修
倉
敷
市
史
』７
現
代（
倉
敷
市　

二
〇
〇
五
）三
四
三
～
三
四
五
頁
。

（
５
）
同
（
４
）
三
四
八
～
三
五
二
頁
。

（
６ 

）「
倉
敷
村
会
議
事
録
」（『
明
治
廿
四
年
度
倉
敷
村
会
議
事
録
』
旧
倉
敷

町
（
市
）
議
事
録
25
‐
1
‐
6
）。

（
７
）「
山
陽
新
報
」
一
九
二
六
年
七
月
十
七
日
付
夕
刊
。

（
８
）
同
（
４
）
五
三
九
～
五
四
〇
頁
。

（
９ 

）〔
木
村
助
役
宛
関
藤
碩
衛
書
状
〕（『
市
制
施
行
ニ
関
ス
ル
処
分
録
』
旧

倉
敷
市
事
務
引
継
合
併
庁
達
23
‐
3
‐
3
）。

（
10 
）『
中
洲
町
誌
』（
同
誌
編
纂
委
員
会　

一
九
五
五
）
一
頁
。

（
11 
）
倉
敷
絹
織
（
現
ク
ラ
レ
）
に
勤
務
し
た
後
一
九
四
七
年
か
ら
倉
敷
市
議

と
な
っ
て
議
長
を
務
め
一
九
四
九
年
に
倉
敷
市
長
に
就
任
し
た
高
橋
勇
雄

市
長
は
、
四
つ
の
公
約
と
し
て
「
市
の
執
行
機
関
を
強
固
に
す
る
」「
教

育
施
設
の
速
や
か
な
拡
充
」「
戦
争
犠
牲
者
・
生
活
困
窮
者
の
た
め
の
授

産
場
拡
充
」「
倉
敷
市
と
近
隣
町
村
の
合
併
促
進
」
を
あ
げ
た
（〈『
岡
山

県
歴
史
人
物
事
典
』
山
陽
新
聞
社　

一
九
九
四
〉
五
八
六
頁
・〈「
山
陽
新

聞
」
一
九
四
九
年
二
月
二
十
二
日
付
〉）。

（
12 
）「
定
例
会
会
議
録
」（『
昭
和
二
十
四
年
倉
敷
市
議
会
会
議
録
』
市
議
会

事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
1
‐
5
）。

（
13
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
四
九
年
十
月
二
十
三
日
付
。

（
14 
）
一
九
四
七
年
藤
戸
町
・
粒
江
村
で
学
校
組
合
を
作
り
翌
年
天
城
小
学
校

に
二
教
室
、
粒
江
小
学
校
に
二
教
室
を
間
借
り
し
て
新
制
中
学
が
設
置
さ

れ
て
い
た
。
新
校
舎
新
築
に
あ
た
り
藤
戸
側
は
天
城
に
、
粒
江
側
は
粒
江

村
鞭
木
地
区
に
と
校
地
問
題
で
難
航
し
た
が
粒
江
村
の
倉
敷
市
編
入
に
よ

り
、
粒
江
村
の
生
徒
は
一
九
五
〇
年
十
月
に
新
設
さ
れ
た
新
田
中
学
に
通

う
こ
と
と
な
っ
た
。
新
田
中
学
は
一
九
六
二
年
に
帯
江
・
天
城
中
学
校
と

統
合
し
多
津
美
中
学
校
（
倉
敷
市
有
城
）
と
な
っ
た
（『
倉
敷
市
学
校
教

育
百
年
史
』　

倉
敷
市
教
育
委
員
会　

一
九
七
五
）
一
五
七
～
一
五
八
頁
。

（
15
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
一
年
五
月
二
十
六
日
付
。

（
16 
）
一
九
四
三
年
九
月
に
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
水
島
航
空
機
製
作
所
と
し

て
独
立
（『
連
島
町
史
』
連
島
町
誌
編
纂
会　

一
九
五
六
）
四
六
二
頁
。 

（
17
）『
福
田
町
誌
』（
福
田
町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
五
八
）
一
一
九
頁
。

（
18 
）
国
策
パ
ル
プ
工
業
㈱
。
一
九
三
八
年
設
立
。
一
九
七
二
年
山
陽
パ
ル
プ

㈱
と
合
併
し
て
山
陽
国
策
パ
ル
プ
㈱
（『
国
策
パ
ル
プ
20
年
誌
』〈
国
立
国
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会
図
書
館
典
拠
デ
ー
タ
検
索
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
〉）。
現
日
本
製
紙
㈱
の

前
身
の
一
つ
（
日
本
製
紙
グ
ル
ー
プ
沿
革w

w
w

.nipponpapergroup.
com

）。

（
19
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
一
年
二
月
一
日
付
。

（
20 
）〔
高
橋
市
長
あ
て
南
喜
一
書
状
〕（『
児
島
郡
福
田
町
・
浅
口
郡
連
島
町

合
併
参
考
綴
』
倉
敷
市
事
務
引
継
合
併
庁
達
23
‐
1
‐
6
）。

（
21
）「
山
陽
新
聞
」一
九
五
一
年
二
月
一
日
・
二
十
一
日
付
・
二
十
八
日
付
夕
刊
。

（
22 
）
地
元
漁
業
民
ら
が
山
口
県
岩
国
市
の
山
陽
パ
ル
プ
工
場
付
近
漁
場
へ
視

察
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
パ
ル
プ
原
料
の
石
炭
・
硫
黄
な
ど
の
廃
液
に
よ

り
貝
類
や
海
苔
の
養
殖
、
魚
類
の
漁
獲
に
多
大
な
影
響
が
出
る
と
予
測
さ

れ
、
ま
た
専
門
家
は
薬
品
よ
り
も
む
し
ろ
多
量
の
ク
ズ
繊
維
の
海
流
放
出

に
よ
り
被
害
が
増
大
す
る
も
の
と
観
測
し
た
。
現
地
視
察
の
結
果
関
係
漁

区
の
全
滅
状
態
が
確
認
さ
れ
た
た
め
反
対
運
動
が
次
第
に
活
発
と
な
り
二

月
一
日
の
乙
島
漁
業
組
合
の
臨
時
総
会
で
は
満
場
一
致
で
絶
対
反
対
を
可

決
し
た
（「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
一
年
二
月
三
日
付
夕
刊
）。

（
23
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
一
年
五
月
二
十
五
日
付
。

（
24 
）「
第
二
回
児
島
郡
福
田
町
議
会
会
議
録
」（『
昭
和
二
十
六
年
会
議
録
』

旧
福
田
町
文
書
26
‐
11
‐
1
）。

（
25
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
三
年
二
月
二
十
七
日
付
。

（
26
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
一
年
同
二
月
四
日
付
。

（
27
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
四
年
五
月
十
六
日
・
二
十
日
付
。

（
28 
）『
藤
戸
町
誌
』（
藤
戸
町
史
蹟
保
存
会　

一
九
七
八
復
刻
）
一
六
三
～

一
六
四
頁
。

（
29 
）「
全
員
委
員
会
要
録
」（『
隣
接
町
村
合
併
に
関
す
る
書
類
綴
』
市
議
会

事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
112
‐
9
）。

（
30
）「
新
生
児
島
市
を
解
剖（
中
）（「
山
陽
新
聞
」一
九
五
六
年
四
月
二
日
付
）。

（
31 
）「
朝
日
新
聞
」
一
九
五
二
年
三
月
七
日
付
。

（
32
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
二
年
三
月
六
日
付
。

（
33 
）「
一
月
十
五
日
臨
時
町
議
会
会
議
録
」（『
児
島
市
琴
浦
町
合
併
関
係
書
類
』

市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
112
‐
6
）。

（
34 
）「（
前
略
）
後
還
り
ま
し
ゝ
時
に
吉
備
の
兒
島
を
生
給
ふ
、
亦
の
名
は
建

日
方
別
と
い
ふ（
後
略
）」と
し
て
兒
島
の
名
が
見
え
る（
川
上
広
樹
註『
譯

読
古
事
記
全
』
経
済
雑
誌
社　

一
八
九
三
）。

（
35 
）
児
島
の
塩
田
王
・
野
﨑
武
左
衛
門
の
孫
・
武
吉
郎
が
一
八
九
六
年
に
建

て
た
野
﨑
家
の
別
邸
。
迎
賓
館
的
な
施
設
で
あ
っ
た
。
国
登
録
有
形
文
化

財
（
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。K

unisitei.bunka.go.jp

）。

（
36
）
同
（
30
）。

（
37
）「
郷
内
だ
よ
り
33
号
」。

（
38 
）「
昭
和
三
十
三
年
十
月
児
島
市
議
会
会
議
録
」（『
児
島
市
・
郷
内
村
・

灘
崎
町
合
併
関
係
書
類
』
郷
内
役
場
文
書
37
‐
29
‐
7
）。

（
39 
）「
児
島
新
聞
」
一
九
五
六
年
十
二
月
十
二
日
付
（『
合
併
関
係
書
類
』
郷

内
村
役
場
文
書
37
‐
29
‐
9
）。

（
40
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
二
年
三
月
十
一
日
付
夕
刊
。

（
41 
）
小
前
後
・
前
後
・
的
場
下
・
五
反
田
・
吉
則
・
的
場
・
畑
北
谷
・
鳴
谷
・

塚
山
・
北
谷
・
二
万
越
・
三
百
山
・
畑
・
一
丁
田
・
池
田
・
前
後
之
上
・

滝
岩
之
上
・
弥
高
の
一
部
。

（
42 
）
地
方
自
治
法
第
百
十
三
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
議
員
の

定
数
半
数
以
上
の
議
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
但
し
、
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た
め
半
数
に
達
し
な

い
と
き
、
同
一
の
事
件
に
つ
き
再
度
召
集
し
て
も
な
お
半
数
に
達
し
な
い

と
き
、
又
は
招
集
に
応
じ
て
も
出
席
議
員
が
定
数
を
欠
き
議
長
に
お
い
て

出
席
を
催
告
し
て
も
な
お
半
数
に
達
し
な
い
と
き
若
し
く
は
半
数
に
達
し

て
も
そ
の
後
半
数
に
達
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
43 
）「
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
一
・
十
八
・
二
十
四
日
豊
洲
村
議
会
会
議
録
」
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（『
会
議
録
豊
洲
村
議
会
』
旧
豊
洲
村
議
事
録
2
‐
3
‐
4
）。

（
44
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
二
年
三
月
六
日
・
七
日
付
。

（
45
）「
昭
和
二
十
七
年
三
月
十
三
日
豊
洲
村
議
会
会
議
録
」（
同
43
）。

（
46
）「
覚
書
」（『
合
併
関
係
書
』
旧
玉
島
町
（
市
）
議
事
録
19
‐
13
‐
4
）。

（
47
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
三
年
四
月
六
日
付
。

（
48
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
四
年
九
月
八
日
付
。

（
49 
）
当
日
は
議
会
直
前
ま
で
丸
本
・
高
淵
両
県
議
が
調
停
に
努
め
た
が
当
局

は
聞
き
入
れ
ず
、
結
論
を
得
な
い
ま
ま
本
会
議
が
開
か
れ
た
。
倉
敷
合
併

の
賛
否
の
採
決
を
無
記
名
で
投
票
す
る
こ
と
が
決
ま
る
と
場
外
の
反
対
派

町
民
が
傍
聴
席
に
乗
り
込
み
、
さ
ら
に
投
票
後
賛
否
を
分
け
よ
う
と
し
た

途
端
不
当
を
な
じ
っ
て
町
民
が
議
場
に
な
だ
れ
こ
み
、
萩
原
町
長
や
佐
野

議
長
・
議
員
ら
に
詰
め
寄
り
大
混
乱
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
町
長
・
議
長

ら
は
議
会
事
務
局
へ
避
難
し
た
（「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
四
年
九
月
四
日

付
夕
刊
）。

（
50
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
付
夕
刊
。　

（
51
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
五
年
三
月
二
十
日
付
。

（
52 
）『
船
穂
町
誌
』（
船
穂
町　

一
九
六
八
）
一
二
七
～
一
二
九
頁
。
こ
の
叙

述
部
分
は
岡
山
大
学
教
育
学
部
社
会
科
研
究
室
が
町
内
を
調
査
し
た
結
果

を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（
53
）『
山
手
村
史　

本
編
』（
山
手
村　

二
〇
〇
四
）
七
三
三
頁
。

（
54 
）「
第
一
回
都
窪
郡
清
音
村
議
会
会
議
録
」（『
隣
接
町
村
合
併
に
関
す
る

書
類
綴
』
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
113
‐
1
）。

（
55
）
同
（
53
）
七
三
四
頁
。

（
56
）
同
（
４
）
三
五
二
～
三
五
三
頁
。

（
57 
）「
倉
敷
市
議
会
会
議
録
第
一
回
臨
時
会
」（
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文

書
115
‐
10
‐
3
）。

（
58
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
六
三
年
三
月
一
日
付
。

（
59 
）「
倉
敷
市
議
会
会
議
録
第
一
回
定
例
会
」（
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文

書
115
‐
10
‐
4
）。

（
60
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
六
三
年
三
月
十
三
日
付
。

（
61
）
同
（
４
）
三
五
五
～
三
五
六
頁
。

（
62
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
六
五
年
十
一
月
十
六
日
付
。

（
63 
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
二
年
二
月
二
十
六
日
付
。
モ
デ
ル
・
ス
ク
ー
ル

は
現
在
の
倉
敷
市
立
老
松
小
学
校
。
文
部
省
が
岡
山
県
に
一
校
建
設
予
定

し
て
い
た
鉄
筋
建
築
の
中
学
校
（
モ
デ
ル
・
ス
ク
ー
ル
）
と
し
て
競
馬
場

跡
地
に
建
設
さ
れ
た
。
中
学
校
建
築
補
助
金
を
受
け
名
目
上
は
中
学
校
だ

が
一
九
五
三
年
四
月
倉
敷
西
小
学
校
老
松
分
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
後

に
中
学
校
か
ら
小
学
校
に
切
り
替
え
が
認
め
ら
れ
老
松
小
学
校
と
な
っ

た
。
校
舎
は
当
時
中
・
四
国
一
の
規
模
と
言
わ
れ
、
市
内
初
の
鉄
筋
校

舎
、
水
洗
便
所
、
下
駄
箱
を
設
け
な
い
土
足
方
式
な
ど
教
育
界
で
耳
目

を
集
め
た
。
市
民
は
誇
り
を
も
っ
て
「
モ
デ
ル
・
ス
ク
ー
ル
」
と
呼
び

老
松
小
学
校
と
呼
ぶ
よ
り
も
定
着
し
て
い
た
と
い
う
（『
老
松
小
学
校
生

い
立
ち
の
記
』
老
松
小
学
校
創
立
二
十
五
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会　

一
九
七
八
）。

（
64 
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
五
三
年
二
月
二
十
六
日
付
。

（
65
）
同
（
４
）
一
五
三
～
一
五
五
頁
。

（
66
）
同
（
４
）
二
六
〇
～
二
六
一
頁
。

（
67 
）「
昭
和
四
十
一
年
度
第
二
回
玉
島
市
議
会
定
例
会
会
議
録
」（『
玉
島
市

議
会
会
議
録
』
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
110
‐
2
）。

（
68 
）「
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
定
例
児
島
市
議
会
会
議
録
」（『
第
七
回
児
島

市
議
会
会
議
録
』
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115
‐
95
‐
6
）。

（
69 
）
合
併
を
円
滑
な
ら
し
め
る
事
を
目
的
に
関
係
法
律
の
特
例
と
し
て

国
が
定
め
た
「
市
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」（
第
百
十
八
号　

一
九
六
二
年
五
月
十
日
施
行
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
経
過
措
置
が
「
タ
ッ
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チ
ゾ
ー
ン
方
式
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
合
併
に
あ
た
り
期
日
を
限
っ
て

旧
市
町
村
の
機
能
と
権
限
を
残
す
も
の
で
、
児
島
に
お
い
て
は
五
か
年
以

内
、
原
則
、
一
般
会
計
・
特
別
会
計
を
含
め
旧
児
島
市
の
収
入
財
源
を
も
っ

て
そ
の
支
出
を
ま
か
な
う
別
途
会
計
方
式
が
取
ら
れ
た
。

（
70 
）「
復
命
書
」（『
三
市
合
併
関
係
綴
』
市
議
会
事
務
局
か
ら
移
管
文
書
115

‐
113
‐
4
）。

（
71 
）「
倉
敷
市
・
児
島
市
・
玉
島
市
合
併
協
議
会
委
員
会
規
程
」（『
倉
敷
・
児
島
・

玉
島
市
三
市
合
併
関
係
書
』
36
‐
15
‐
5
）。

（
72
）「
市
の
廃
置
分
合
に
つ
い
て
（
申
請
）」（
同
前
）。

（
73
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
六
七
年
二
月
二
日
付
。

（
74
）
同
（
４
）
四
五
一
～
四
五
二
頁
。

（
75
）『
庄
村
誌
』（
倉
敷
市　

一
九
七
一
）
二
三
～
二
四
頁
。

（
76 
）「
昭
和
四
十
五
年
度
庄
村
議
会
第
三
回
定
例
会
」（『
庄
村
議
会
会
議
録
』

　

旧
庄
支
所
保
管
文
書
41
‐
7
‐
3
）。

（
77
）
大
森
久
雄
氏
寄
贈
新
聞
記
事
一
九
七
二
年
三
月
十
一
日
付
。

（
78
）『
改
定
茶
屋
町
史
』（
茶
屋
町
史
刊
行
委
員
会　

一
九
八
九
）
九
八
頁
。

（
79
）「
広
報
茶
屋
町
第
七
号
」

（
80
）「
山
陽
新
聞
」
一
九
七
一
年
十
二
月
二
十
六
日
付
。

（
81 
）「
二
月
三
日
臨
時
議
会
」（『
昭
和
四
十
七
年
議
会
会
議
録
』
茶
屋
町
支

所
旧
蔵
文
書
27
‐
4
‐
4
）。

（
82
）
同
（
53
）
七
四
〇
～
七
四
三
頁
。

（
83 
）「
広
報
ま
び
」
五
八
九
号
（
真
備
支
所
よ
り
移
管
刊
行
物
72
‐
4
‐
3
）。

（
84
）「
山
陽
新
聞
」
二
〇
〇
四
年
十
月
四
日
付
。

（
85
）「
広
報
ま
び
」
五
九
五
号
（
同
83
）。

※
文
書
群
名
は
「
倉
敷
市
所
蔵
」
を
省
略
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕

〔
付 

本
展
示
会
に
は
寄
託
資
料
・
借
用
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
展
示
会
開
催

に
あ
た
り
出
展
を
ご
快
諾
下
さ
っ
た
所
蔵
者
各
位
に
御
礼
を
申
し
上
げ

る
。

（
文
責
は
大
島
千
鶴
〈
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
〉）
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№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

1 「町村は合併して大きく致しましょう　岡山県報道資料第7号」 昭和25年3月 旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-6

2 「町村合併の手続　岡山県総務部地方課」 昭和26年11月 旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-5

3 町村合併促進法　昭和二十八年九月一日公布の解説 年月日未詳 市議会事務局移管文書 115-112-2

4 「町村合併の必要とその効果」岡山県 年月日未詳 市議会事務局移管文書 115-112-1

5 町村合併史編さん資料について（岡山県通牒） 昭和31年4月23日 旧玉島町（市）議事録（総務課から移管） 19-13-4

6 「（岡山県町村合併史編さん資料）合併市町村の概要　玉島市」 昭和31年 19-13-4

7 『岡山県市町村合併誌　市町村編』 昭和35年3月 倉敷市所蔵

8 「岡山県南広域都市の建設について（合併の必要性とその進め方）」 昭和37年5月

9 岡山県南広域都市合併基本構想　試案 (昭和37年5月)

№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

10 「倉敷・万寿・大高三ケ町村合併協定案」 大正15年12月　 23-1-1

11 市制ヲ希望スル理由 「市制施行ニ関シ提出書類」 (昭和3年) 23-3-3

12 倉敷町告示　第八号・内務省告示　第七十五号 昭和３年3月28・29日 23-3-3

13 「倉敷市議会報附録　隣接町村合併に関する趣意要領」 昭和24年12月 23-1-7

14 議決書　（中洲町ノ区域ヲ倉敷市ニ編入スルノ件） 昭和18年10月18日 旧中洲村議事録（総務課から移管） 15-3-12

15 粒江村（臨時）会会議録 昭和25年6月26日

16 〔倉敷市・粒江村合併申請書　附倉敷市・粒江村合併区域図〕 (昭和25年)

17 「昭和25年　粒江村合併記念　倉敷市」 昭和25年9月

18 合併記念式写真（粒江村） 昭和25年9月1日

19 〔村長から村民宛粒江村名残の会の案内状〕 昭和25年8月25日

20 隣接町村合併について 昭和25年7月13日

21 「菅生村・中庄村・帯江村合併記念」 昭和26年3月28日

22 倉敷市・都窪郡豊洲村合併申請書 昭和27年3月27日 旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-8

23 倉敷市・西阿知町合併申請書 昭和27年11月28日 115-112-10

24 倉敷市・福田町・連島町合併申請書 昭和28年3月22日 115-112-10

25 合併申請書　倉敷市　児島郡藤戸町 昭和29年11月15日 115-113-1

26 倉敷市拡張略図　昭和28年3月現在　社会課弘報係 昭和28年6月現在 旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-5

№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

27 味野町・児島町・下津井町・本荘村児島市制準備書　 昭和23年2月 115-112-1

28 児島市との合併について　琴浦町議会 昭和27年 115-112-2

29 児島市制合併申請書 昭和31年2月20日 115-112-6

30 陳情書　(新市町村建設促進審議会会長宛児島市長・郷内村長らの陳情) 昭和32年5月25日

31 勧告書（三木岡山県知事から郷内村宛合併勧告） 昭和32年2月23日

32 〔郷内村長宛県下未合併町村連絡協議会書状〕 昭和32年3月13日

33 〔西粟倉村長宛郷内村長書状〕 昭和32年3月16日

34 児島市・郷内村合併についての協定書　 昭和33年10月27日

35 灘崎町・郷内村合併協定書　 昭和33年10月26日

36 「郷内だより」号外 昭和33年10月21日 37-29-6

37 児島郡郷内村の一部を児島郡灘崎町に編入申請書 昭和33年11月15日 37-29-6・7

38 参考展示　〔琴浦町議会議決書　玉野市白尾地区の一部を琴浦に編入〕 昭和29年8月31日 市議会事務局移管文書 115-48-2

№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

39 「玉島市施行に関する参考書　玉島町」 （昭和27）

40 玉島市議会臨時会議録（長尾町との合併を議決） 昭和28年1月19日

41 玉島市・富田村・黒崎町合併申請書 昭和28年3月2日

42 村を廃し、その区域を市及び町に編入することについて（玉島市長宛三木岡山県知事） 昭和31年3月19日 市議会事務局移管文書 115-113-1

43 玉島市・真備町分割線略図 昭和31年

44 真備町・穂井田村・玉島市略図 昭和31年

45 〔玉島市　昭和31年度町村合併市町村補助金交付関係書類〕 昭和31年6月

37-29-7

展示資料目録

1  国・県の市町村合併推進

2  倉敷市の誕生と近隣町村合併

市議会事務局移管文書

市議会事務局移管文書

平成29年度資料展示会　合併資料と写真でたどる倉敷のあゆみ　～語って下さい、あの頃のこと～
平成29年6月2日（金）～6月5日（月）

19-13-4

3 児島市と近隣町村合併

4  玉島市と近隣町村合併

旧倉敷市事務引継合併庁達

旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-7

市議会事務局移管文書

37-29-9

郷内村役場文書

19-13-4

旧玉島町（市）議事録（総務課から移管）

旧玉島町（市）議事録（総務課から移管）

旧玉島町（市）議事録（総務課から移管） 19-16-7

115-112-10
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№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

46 豊洲村と倉敷市の合併について(チラシ) 昭和26年2月27日 旧倉敷市事務引継合併庁達 23-1-6

47 豊洲村臨時議会会議録（村会議員総辞職） 昭和26年3月1日 旧豊洲村議事録 2-3-4

48 「南浦部落の皆さん！！」(寄島合併推進派のアジビラ) 昭和28年3月28日

49 訴状（玉島市南浦地区の住民から岡山地方裁判所宛） 昭和29年3月11日

50 「玉島市と黒崎町との合併経緯について」 昭和28年12月28日

51 答弁書　（南浦地区住民らの訴状に対する玉島市の答弁） 昭和29年5月5日

52 船穂町議会臨時会会議録（町民200余名が議場に乱入。会議中断） 昭和29年9月4日

53 合併申込みについて（山手村から倉敷市宛） 昭和29年3月17日

54 清音村并に山手村の合併に関することがらについて（総社市から倉敷市宛） 昭和29年12月13日

55 都窪郡清音村を倉敷市え合併することについて（議決書抄本） 昭和30年3月6日

56 清音・山手両村合併調査特別委員会への陳情 昭和45年10月3日

57 合併調査特別委員会委員会報告書　（山手・清音村への回答） 昭和45年12月

№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

58 「こじま」№59　（水島臨海工業地帯Ａ地区倉敷市編入反対） 昭和33年12月30日 倉敷市所蔵

59 倉敷市水島川崎通1丁目地先公有水面埋立免許に関する申請 昭和37年10月1日 115-116-11

60 水島港整備計画図 (昭和37年カ) 115-116-2

61 議会全員協議会会議録 昭和41年9月22日 115-113-4

62 合併協定書 昭和41年12月22日 36-15-5

63 三市長から岡山県知事宛市の配置分合申請 昭和41年12月23日 36-15-5

64 第7回玉島市議会定例会議録 昭和41年12月22日 市議会事務局移管文書 115-110-3

65 第7回児島市議会（第4回定例会）会議録抄本 昭和41年12月23日

66 第7回倉敷市議会（第4回定例会）会議録第4号抜粋 昭和41年12月5日

67 新市建設計画書 昭和41年12月

68 第二回倉敷市・児島市・玉島市合併協議会会議録（新市名決定） 昭和41年12月22日 市議会事務局移管文書 115-113-3

69 岡山県公報　告示　号外 昭和42年1月7日 児島支所より移管文書 36-15-5

70 「広報こじま」　№252　2月1日　新倉敷市発足 昭和42年1月27日 倉敷市所蔵

71 岡山県公報　告示　号外 (玉島・児島地名変更届) 昭和42年1月31日 旧玉島町（市）議事録（総務課から移管） 19-13-4

72 三市合併調査資料  №1～4 (三市合併のしおり　三市行財政調査資料) 昭和42年11月1日 児島支所から移管資料 74-4-23

73 三市合併だより　第一号～三号 昭和41年12月

74 広報くらしき　創刊号 昭和42年2月22日

№ 資料名 年月日 文書群名 文書番号

75 「広報　庄」№45 合併について 昭和45年6月1日

76 「広報　庄」№46　合併方向決議なる 昭和45年7月1日

77 都窪郡庄村議会会議録 昭和45年11月13日 旧庄支所保管文書 41-209-1

78 「広報茶屋町第20号」合併特集号〔その1〕 昭和46年9月25日 倉敷市所蔵

79 都窪郡茶屋町議会会議録 昭和46年12月24日 茶屋町支所保管文書 27-4-3

80 倉敷市・都窪郡茶屋町合併協定書 昭和47年３月 倉敷市茶屋町合併資料・倉敷市灘崎町合併資料 106-4

81 「倉敷地域新市建設計画」 平成16年6月 72-2-17

82 「倉敷地域合併協議会だより」創刊号～第10号 平成15年11月1日～平成16年8月1日 72-4-6

83 「広報まび」vol 587 (あなたが決める真備町の未来！8月22日住民投票) 平成16年7月25日

84 「広報まび　合併特集号」　創刊号～5 平成16年

85 広報ふなお　合併記念特集号」 平成17年7月19日 72-2-9-2

86 「水と緑のなつかしい記憶」船穂町有終記念誌 平成17年7月12日 72-2-19-1

87 『竹の道』閉町記念誌 平成17年7月20日 72-2-8

88 「広報まび」閉町（庁）号 平成17年 72-4-4

89 真備町閉庁記念品 平成17年7月 103-4-9

90 真備町町旗 ‐ 103-4-8

91 倉敷市新地図　（表面） 昭和３年４月 倉敷市文化財保護課所蔵

92 倉敷市新地図　（裏面） 昭和３年４月 大橋家文書 Ⅱ-26-c-1

93 岡山県玉島市観光商工案内（複製） 昭和32年 個人蔵

94 最新児島市地図 (昭和34年カ) 倉敷市所蔵購入資料 Ⅶ-2-8

115-113-5

115-113-1

19-13-4

※表中、資料の簿冊名および文書群名欄公文書の「倉敷市所蔵」を省略している

7  新倉敷市誕生後の合併

地図

真備支所市民課から移管刊行物

市議会事務局移管文書

36-15-5

5  合併の諸様相　～ゆれる議会・反対派の運動・合併見送り～

6  三市合併　-新倉敷市の誕生-

児島支所より移管文書

児島支所より移管文書

旧玉島町（市）議事録（総務課から移管）

市議会事務局移管文書

倉敷市所蔵

72-4-4

倉敷市所蔵

真備支所移管刊行物
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「倉敷市」５０周年記念事業の記録

　昭和４２年２月１日に，旧倉敷市・旧児島市・旧玉島市の３市が合併して，平成２９年
２月１日で５０周年を迎えました。
　５０年前の３市合併は，昭和３９年に新産業都市に指定された水島臨海工業地帯を形成
する３市がひとつになって，新しい時代に向かって飛躍する幕明けの年でした。
　その後，昭和４６年に旧庄村，昭和４７年に旧茶屋町，そして平成１７年には旧船穂町・
旧真備町と合併，また，平成１４年には中核市となり，３市合併時に約３１万人であった
市の人口は，現在では約４８万４千人となっています。先人の方々のご尽力のもと，一体
感の醸成を図るとともに各地域の個性と魅力を生かしたまちづくりによって，倉敷市は中
四国の拠点都市として，発展を続けています。

　倉敷市では，この記念すべき節目を祝し，先人達への敬意と感謝の気持ちを表すとともに，
郷土への愛着と誇りを高め，次の１００周年に向けて，明るい未来への思いを込めた記念
事業を計画しました。市役所各部局での検討はもとより，部局の枠を超え有志の職員等で
組織した庁内検討会での検討，さらには，「子どもたちや若者が地域と関わる」「健康長寿
社会を目指す」「世代間の交流を活発にする」「文化・産業・観光・自然・スポーツなどを
通じて地域の魅力を高める」「国際的な視野を広げる」「郷土へ貢献する」の６分野をテー
マとして，市民の皆様から事業提案をいただき，市長，市議会の代表，市民団体の代表な
どで構成する「倉敷市」５０周年記念事業推進検討委員会において，事業を決定。次表の
とおり実施しました。
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●●特特別別記記念念事事業業（（5500周周年年をを記記念念ししてて特特別別にに実実施施ししたた事事業業））

平平成成２２８８年年度度

事業名 日程／場所等 概要

「倉敷市」５０周年記念オリジナルフレー
ム切手

平成29年2月1日～／1，000部発売
平成29年4月3日～／2，000部増販

日本郵便株式会社の協力のもと，オリジナルフ
レーム切手を製作・販売。

「倉敷市５０周年記念市勢要覧」制作 ―
「倉敷市」５０周年という記念すべき節目を祝
した「市勢要覧」を作成。

「倉敷市５０周年記念映像ＤＶＤ」制作 ―
「倉敷市」５０周年という記念すべき節目を祝
した「５０周年記念映像」を作成。

平平成成２２９９年年度度

事業名 日程／場所等 概要

「倉敷市」５０周年記念式典 平成29年4月23日／倉敷市民会館 「倉敷市」５０周年記念式典を開催。

アニメ映画タイアップ観光プロモーション
事業

平成29年4月1日～平成30年2月28日
下津井を舞台とする平成29年3月公開のアニメ映
画「ひるね姫」とタイアップさせた観光プロ
モーションを行った。

倉敷未来プロジェクト事業 平成29年4月～平成30年3月
商工会議所や大学等と協力して，若者が郷土へ
の愛着を高めるための取組を実施。

地域におけるグローバルなひとづくり講座
平成29年4月5日～平成30年2月25日／
倉敷公民館ほか

「グローバルなひとづくり」の推進として，英
会話や国際理解を深めるための講座（43講座）
を公民館（26館）で実施。

地域を紡ぐ「倉敷コットンプロジェクト」
事業

平成29年5月1日～
小学校等で栽培した綿花から糸を紡ぎ，1本の
ジーンズを作る過程を通じて本市の繊維産業と
まちの歴史を学べる様々な取組を実施。

将棋名人戦倉敷対局開催
平成29年5月26日・27日／
（対局）料理旅館鶴形，（大盤解説）倉敷
公民館

将棋界で最も歴史と格式のある「名人戦」を，
23年ぶりに倉敷で開催した。

原動機付自転車オリジナルナンバープレー
ト導入事業

平成28年12月15日〜平成29年7月31日
50cc以下の白色プレートを対象に，市民の皆様
からデザインを募集し，5,000枚限定で7月31日
より交付を開始した。

全国将棋サミット２０１７開催事業 平成29年8月5日／倉敷市芸文館

自治体の代表者と，トップ棋士らが倉敷に集い
開催。記念講演等のほか，佐藤天彦名人と菅井
竜也七段（現・王位）による早指し対局も行っ
た。

親子で体験！農水産品収かく事業 平成29年7月～9月
農業や漁業の収かく体験・生産者との交流を
行った。（全6回）

公用車デザインコンクールの作品募集 平成29年9月1日～9月15日
「倉敷の未来」をイメージして描いた公用車の
デザイン画を募集。倉敷市長賞に選ばれたデザ
インを公用車に施し，公用車両として活用。

「出張！なんでも鑑定団ｉｎ倉敷」開催事
業

平成29年9月23日／倉敷市芸文館
テレビ番組「開運！なんでも鑑定団」のコー
ナーを倉敷市芸文館で公開収録した。

コーラス「ふるさと」を歌う事業 平成29年11月19日／倉敷市民会館
倉敷・児島・玉島の「ふるさと」を題材とした
作品を中心に，女声・男声・混声を問わず，市
内の合唱団による合唱等を行った。

「倉敷市」５０周年記念コンクール作品展 平成29年12月13日～17日／倉敷市立美術館
５０周年を記念して実施した各コンクールの入
賞作品等の展覧会を開催。また，受賞者を招待
して市立美術館屋上コンサートを開催。

国際宇宙ステーション交信事業

（講演会）平成29年7月12日／帯江小学校
（実験講座）平成29年10月13日／帯江小学
校
※交信日は未定（NASAの回答待ち）

アマチュア無線の特別局を開設し，子どもたち
が国際宇宙ステーションと交信するイベントを
開催。

　　「「倉倉敷敷市市」」5500周周年年記記念念事事業業一一覧覧
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●●記記念念事事業業（（市市がが取取りり組組むむ事事業業のの中中でで，，５５００周周年年記記念念ととししてて実実施施ししたたもものの））

平平成成２２８８年年度度

事業名 日程／場所等

倉敷市歴史文化まちづくりシンポジウム2017 平成29年2月4日／倉敷市立美術館

自然の家大感謝祭 平成29年2月5日／少年自然の家

産業観光ツアー 平成29年2月15日～　（計８コース）

倉敷春宵あかり 平成29年2月25日，3月4日，11日，18日，19日／倉敷美観地区

倉敷雛めぐり 平成29年2月25日～3月12日

市民ふれあいコンサート（消防音楽隊） 平成29年3月5日／倉敷市芸文館

第30回記念瀬戸内倉敷ツーデーマーチ 平成29年3月11日～12日

第31回倉敷音楽祭 平成29年3月12日～20日／倉敷市芸文館ほか

平平成成２２９９年年度度

事業名 日程／場所等

せんいのまち児島フェスティバル 平成29年4月29日・30日／児島駅前周辺エリアほか

２０１７ハートランド倉敷 平成29年5月2日～7日／倉敷美観地区ほか

資料展示会「合併資料と写真でたどる倉敷のあゆみ」 平成29年6月2日～5日／真備保健福祉会館

第1回「郷土の魅力発見」図書館を使った調べる学習コン
クール事業

平成29年6月～11月／倉敷市立図書館ほか

自然史博物館特別展「チョウきれい！チョーたのしい！昆
虫展」

平成29年7月1日～9月10日／倉敷市立自然史博物館

市立美術館特別展「二人のＨＩＲＯＳＨＩ展」 平成29年7月15日～9月18日／倉敷市立美術館

一斉清掃事業 平成29年9月3日／市内全域

私の健康長寿への取り組み 事業 平成29年9月12日～9月16日

倉敷国際トライアスロン大会 （台風１８号の影響により中止）

市立美術館特別展「山本二三展」 平成29年9月23日～11月26日／倉敷市立美術館

サンセットフェスタinこじま 平成29年9月23日・24日／鷲羽山第二展望台

下津井節全国大会 平成29年9月23日・24日／児島文化センター

第12回倉敷市民スポーツフェスティバル

・市民参加イベント「総合型イベント・スポレク倉敷2017」
　　平成29年10月9日／水島緑地福田公園
・その他，スポーツ教室，競技会，体育祭等
　　平成29年10月～順次開催

至極の逸品くらしきフェア 平成29年10月1日／倉敷みらい公園ほか

倉敷市民憲章推進研修会 平成29年10月11日／ライフパーク倉敷

第22回倉敷ファッションフロンティア2017 平成29年10月13日／児島市民交流センター

いきいきふれあいフェスティバル （天候不良により中止）

郷土くらしきを大切にする心育成プロジェクト 平成29年6月～平成30年2月

くらしき男女共同参画フォーラム 平成29年10月28日／倉敷市芸文館

第3回児島駅前笑顔バル～地域文化・食・産業の交流イベン
ト～

平成29年10月28日／ＪＲ児島駅前広場ほか

秋の考古学講座「いにしえの技を学ぶ」 平成29年10月29日，11月5日，11月19日／ライフパーク倉敷

せんい児島瀬戸大橋まつり 平成29年10月21日・22日／児島ボートレース場

マンホールサミット２０１７in倉敷 平成29年11月18日／倉敷公民館，阿知まち広場ほか

倉敷市農業祭 平成29年11月26日／水島緑地福田公園体育館ほか

「倉敷市」50周年記念競走　児島ファイナル2017 平成29年12月24日～29日／児島モーターボート競走場

舞台鑑賞会「決断 命のビザ～SEMPO杉原千畝物語～」 平成30年1月20日／倉敷公民館

こどもまつり 平成30年2月11日／ライフパーク倉敷

国指定重要文化財 熊野神社本殿 保存修理工事現場見学会 平成30年3月3日

●●ここのの他他，，「「倉倉敷敷市市」」５５００周周年年応応援援事事業業ととししてて，，個個人人やや団団体体のの方方々々がが行行うう様様々々なな事事業業ににおおいいてて，，

　　５５００周周年年をを祝祝ししてていいたただだいいたた。。

　　「「倉倉敷敷市市」」5500周周年年記記念念事事業業一一覧覧
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石
で
忠
治
組
（
平
松
庄

屋
）
三
六
七
・
一
石
と
猶
平
治
組
（
福
田
庄
屋
）
六
七
三
・
六
石
に
分

か
れ
て
お
り
、
南
組
は
九
四
六
・
五
七
石
で
十
郎
左
衛
門
組
（
幸
田

庄
屋
）で
あ
っ
た
。
下
庄
村
は
平
松
庄
屋
が
約
二
〇
〇
〇
石
で
あ
っ

た
が
、
幸
田
庄
屋
へ
約
九
五
〇
石
分
家
し
、
さ
ら
に
福
田
庄
屋
へ

約
六
七
〇
石
譲
渡
し
た
た
め
四
〇
〇
石
足
ら
ず
に
な
っ
た
。
難
波

家
当
主
は
寛
政
年
間
以
降
福
田
庄
屋
を
勤
め
た（

６
）。
陸
太
郎
が
当
主

の
と
き
の
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
下
庄
村
陸
太
郎
組
の
家
数
は

六
一
軒
、
人
数
二
二
三
人
で
あ
る（
７
）。

　

慶
応
四
年
五
月
十
七
日
倉
敷
県
に
属
し
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

十
一
月
十
五
日
に
深
津
県
、
同
五
年
六
月
七
日
に
小
田
県
、
同
八

年
十
二
月
十
日
に
岡
山
県
に
属
し
た
。
明
治
九
年
に
下
庄
村
北
組

と
南
組
は
合
併
し
て
下
庄
村
に
な
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
町
村
制

施
行
に
よ
り
都
宇
郡
庄
村
が
成
立
し
、
下
庄
村
は
庄
村
の
大
字
と

な
っ
た
。
昭
和
四
十
六
年
に
庄
村
が
倉
敷
市
に
合
併
さ
れ
る
と
、

倉
敷
市
の
大
字
と
な
っ
た（
８
）。

　
　
　

一　

難
波
家
文
書
の
倉
敷
市
へ
の
寄
贈
の
経
緯
と
整
理

　

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
六
月
、
難
波
三
郎
氏
か
ら
室
山
貴
義

氏
（
倉
敷
市
助
役
）
へ
、
史
料
の
調
査
・
保
管
の
申
し
入
れ
が
あ

り
、
助
役
か
ら
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
へ
、
調
査
・
保
管
の
依
頼

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
児
島
湾
開
墾
事
件　

重
要
書
類
」
と
墨
書

さ
れ
た
木
箱
一
箱
に
収
納
さ
れ
た
、
児
島
湾
開
墾
に
反
対
す
る
四

郡
非
開
墾
会
の
日
誌
・
出
納
明
細
簿
・
報
告
原
簿
な
ど
の
史
料
で

あ
っ
た（
９
）。

市
史
編
さ
ん
室
で
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
・
目
録

作
成
を
行
い
、
同
年
十
二
月
三
日
に
難
波
家
を
訪
れ
、
難
波
三
郎

氏
か
ら
寄
附
申
込
書
を
い
た

だ
い
た
。
そ
の
際
、
そ
の
他

の
史
料
を
倉
に
て
拝
見
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
六
年
七
月
二
十

日
に
、
市
史
編
さ
ん
室
職
員

が
再
度
難
波
家
の
倉
で
所
蔵

史
料
を
拝
見
し
て
後
日
の
訪

問
と
借
用
を
約
し
、
平
成
七

年
三
月
一
日
、
史
料
を
一
括

借
用
（
箱
・
引
き
出
し
合
計
二
八
）

写真１　難波家文書の調査
（平成２年 12 月３日）



− 94 −

し
た
。
平
成
七
年
八
月
二
十
四
日
～
二
十
七
日
、
倉
敷
市
史
研
究

会
近
世
部
会
が
史
料
集
中
調
査
と
い
う
形
で
、岡
山
大
学
文
学
部
・

教
育
学
部
の
学
生
の
協
力
を
得
て
、
難
波
家
文
書
の
カ
ー
ド
作

成
を
行
っ
た
。
一
部
残
っ
た
分
は
市
史
編
さ
ん
室
が
引
き
続
い
て

カ
ー
ド
作
成
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
市
史
編
さ
ん
室
で
は
難
波
三

郎
家
文
書
の
目
録
作
成
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
を
行
い
、
平

成
八
年
十
二
月
十
日
に
「
難
波
三
郎
家
文
書
仮
目
録
」
を
発
行
し

た
。
点
数
は
約
四
三
〇
〇
点
で
あ
る
。
平
成
八
年
十
二
月
十
九
日

に
仮
目
録
を
難
波
三
郎
氏
に
持
参
し
た
と
き
、
三
郎
氏
が
市
へ
の

寄
贈
の
意
向
を
示
さ
れ
、
平
成
九
年
一
月
二
十
二
日
に
寄
附
申
込

書
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
と
き
区
画
漁
業
免
許
の
件
に
関
す
る
史

料
一
点
（
明
治
三
十
六
年
）
を
新
た
に
追
加
し
て
寄
贈
さ
れ
た
。
難

波
家
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
電
子
化
し
て
お
り
、
現
在
歴

史
資
料
整
備
室
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
文
書
番
号
・

史
料
名
・
年
代
だ
け
の
簡
略
な
文
書
目
録
を
歴
史
資
料
整
備
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
、

難
波
修
平
氏
（
三
郎
氏
の
御
子
息
）
か
ら
新
た
に
一
箱
の
文
書
）
（1
（

を
寄

贈
さ
れ
た
。

　
　
　

二　

難
波
家
に
つ
い
て

【
難
波
家
の
概
要
】

　

図
２
に
難
波
家
の
系
図
を
示
し
た
。〔
系
図　

下
庄
難
波
）
（（
（

〕
に

よ
る
と
、
難
波
弥
平
太
は
永
享
（
一
四
二
九
～
一
四
四
一
）
の
頃
、

丹
波
国
池
田
村
近
江
と
い
う
所
を
代
々
知
行
し
て
い
た
が
、
嘉
吉

元
年
（
一
四
四
一
）、
赤
松
満
祐
が
将
軍
足
利
義
教
を
殺
害
し
た
嘉

吉
の
変
で
討
死
し
た
。
弥
平
太
の
妻
子
は
備
中
国
野
山
と
い
う
と

こ
ろ
へ
落
ち
行
き
、
所
縁
の
浪
人
者
を
頼
っ
た
。

　

弥
平
太
の
息
子
の
亀
之
助
が
十
二
歳
に
な
っ
た
と
き
、
長
門
国

高
峯
へ
引
っ
越
し
た
。
亀
之
助
は
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）、
二
十

歳
で
大
内
家
に
出
仕
し
て
家
名
を
立
て
、
難
波
丹
朴
信
房
と
号
し

た
。
信
房
の
二
男
で
あ
る
二
世
難
波
大
蔵
信
家
は
大
内
氏
に
仕

え
て
い
た
が
、
正
月
出
仕
の
と
き
手
違
い
が
あ
り
、
天
文
元
年

（
一
五
三
二
）
長
門
国
高
峯
を
退
き
備
中
国
東
庄
村
へ
移
住
し
浪
人

と
し
て
住
居
し
た
。

　

大
蔵
の
一
子
で
あ
る
三
世
久
左
衛
門
信
村
は
一
生
浪
人
で
暮
ら

し
た
。
久
左
衛
門
の
一
子
で
あ
る
四
世
孫
左
衛
門
信
氏
は
武
道
の

達
人
で
あ
っ
た
。
六
世
六
郎
左
衛
門
為
村
の
と
き
は
身
代
不
如
意

で
、
平
松
庄
屋
の
娘
を
娶
り
、
平
松
姓
を
名
乗
っ
た
。
六
郎
左
衛

門
の
一
子
で
あ
る
七
世
清
左
衛
門
為
茂
は
戸
川
支
配
下
で
庄
屋
を

勤
め
た
。
八
世
孫
左
衛
門
良
郷
は
撫
川
難
波
家
の
出
身
で
、
清
左
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十一世
猶平治栄清
脇本治右衛門三男。五
左衛門（のち猶平治に
改）。延享3年(1746)
より安永3年(1774)ま
で治家。久米八死後9
年も治家。寛政11年
(1799)7月26日没（69
歳）。

十三世
猶平治栄元
安永2年(1773)7月12日
生－文政元(1818)年3
月1日没（39歳）。寛
政5年（1793）から庄
屋を勤めた。寛政6年
より文政元年まで治
家。

十七世
晴太郎
明治18年(1885)12月28
日生－昭和47年
(1972)2月22日没
庄小学校長，昭和20年
(1945)から昭和30年ま
で庄村長。

図2　難波家系図
注：倉敷市所蔵難波家文書17－1－1，17－1－3，17－1－4，23－2，25－3，25-7，『都窪郡治誌』『倉敷市学校教育百年史』などより作成。＝は養子関
係。

二郎
大正11年8月6日生

三郎

十五世
陸太郎朔元
天保3年(1832)閏11月3
日生－明治15年
(1882)10月2日没（51
歳）。倉敷代官所の庄
屋を勤めた。明治5年
から戸長。安政3年
(1856)より明治15年ま
で治家。

一郎
大正2年(1913)2月11日
生

八世
孫左衛門良郷
撫川難波氏男，清左
衛門の養子。本姓難
波に復する。
元禄2年(1689)より宝
永4年(1707)まで治
家。戸川支配下で庄
屋。享保3年(1718)5
月23日没。

十二世
久米八公英
安永3年(1774)より天
明6年(1786)まで治
家。天明6年10月19日
没。

十六世
九一郎理元
慶応2年(1866)2月29
日生
庄村収入役，庄村村
会議員を勤めた。

九世
善左衛門通定
宝永5年(1708)より享
保14年(1729)まで治
家。享保14年4月晦日
没（51歳）。

十世
藤五郎家隆
岡崎九郎右衛門三男。
享保15年(1730)より延
享2年(1745)まで治
家。身代隆盛。延享2
年8月23日没（38
歳）。死後村方と公事
のことあり。

十四世
猶平治家繁
健三郎（のち猶平治に
改）。文化5年(1808)
閏6月15日生－安政3年
(1856)12月16日没（49
歳）。倉敷代官所の庄
屋を勤めた。文政元年
(1818)より安政3年ま
で治家。

三世
久左衛門信村
一生浪人で暮す。
天文21年(1552)より天
正11年(1583)まで治
家。

難波弥平太信恒
永享(1429～1441)の
頃，丹波国池田村を
代々知行。嘉吉元年
(1441)討死。

七世
清左衛門為茂
延宝6年(1678)より元
禄元年(1688)まで治
家。戸川支配下で庄
屋。元禄元年11月13日
没。

五世
孫左衛門信兼
元和9年(1623)より承
応2年(1653)まで治
家。

六世
六郎左衛門為村
承応3年(1654)より延
宝5年(1677)まで治
家。室は平松庄屋の
女。平松姓を名乗る。
延宝5年11月11日没。

四世
孫左衛門信氏
武道の達人
天正12年(1584)より
元和8年(1622)まで治
家。

初代
難波丹朴信房
長禄元年(1457)大内家
に仕える。永正2年
(1505)まで治家。

二世
大蔵信家
永正9年(1512)分家。
天文元年(1532)長州を
退去。備中国東庄へ来
る。

図 2　難波家系図
注：倉敷市所蔵難波家文書 17 − 1 − 1，17 − 1 − 3，17 − 1 − 4，23 − 2，25 − 3，25 − 7，『都窪郡治誌』

『倉敷市学校教育百年史』などより作成。＝は養子関係。
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衛
門
の
養
子
と
な
り
、
こ
の
代
か
ら
本
姓
難
波
に
復
し
た
。
戸
川

支
配
下
で
庄
屋
を
勤
め
た
。
九
世
善
左
衛
門
は
風
雅
を
好
み
俳
諧

に
巧
み
で
あ
っ
た
。

　

十
世
藤
五
郎
家
隆
は
岡
崎
九
郎
右
衛
門
三
男
で
、
家
隆
が
当
主

の
と
き
身
代
隆
盛
で
あ
っ
た
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
死
去
し
た

が
、
死
後
村
方
と
公
事
（
訴
訟
）
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
家
名
が
立

ち
難
か
っ
た
が
、
養
母
が
才
知
を
も
っ
て
脇
本
氏
三
男
卯
三
郎
を

養
子
と
し
て
無
事
家
名
を
相
続
し
た
。卯
三
郎
は
名
を
五
左
衛
門
、

の
ち
猶
平
治
と
改
め
（
十
一
世
）、
二
九
年
間
治
家
し
、
十
二
世
久

米
八
死
後
も
十
三
世
が
幼
少
の
た
め
治
家
し
た
の
で
都
合
三
六
年

治
家
し
た
。

　

十
三
世
猶
平
治
栄
元
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
八
月
か
ら
庄

屋
を
勤
め
た
。
経
済
的
に
苦
し
く
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
死
後

に
借
財
が
あ
り
、
武
田
氏
に
嫁
し
た
伯
母
に
助
け
ら
れ
た
。
十
四

世
猶
平
治
家
繁
も
倉
敷
代
官
所
の
庄
屋
を
勤
め
た
。
死
後
借
財
が

多
く
あ
り
、
居
宅
や
諸
道
具
を
売
払
っ
た
。
十
五
世
陸
太
郎
朔
元

は
父
に
続
い
て
倉
敷
代
官
所
の
庄
屋
を
勤
め
た
ほ
か
、
都
宇
郡
幕

府
領
村
々
庄
屋
の
惣
代
も
勤
め
た）

（1
（

。
明
治
初
期
の
大
区
小
区
制
の

も
と
で
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
か
ら
九
月
ま
で
深
津
県

第
十
四
大
区
第
十
七
小
区
（
下
庄
村
）
の
戸
長
、
明
治
五
年
九
月

か
ら
小
田
県
第
十
四
大
区
第
十
八
小
区
（
下
庄
村
）
の
戸
長
を
勤

め
た
。
郡
区
町
村
編
制
法
公
布
後
、
明
治
十
一
年
十
一
月
二
十
八

日
か
ら
同
十
二
年
七
月
四
日
ま
で
都
宇
郡
下
庄
村
戸
長
を
勤
め

た
）
（1
（

。
明
治
十
二
年
に
居
宅
を
建
て
替
え
た
が
、
塩
飽
の
上
手
島
の

建
家
を
購
入
し
、
解
体
し
た
う
え
で
関
戸
（
岡
山
市
）
ま
で
海
上

を
運
搬
し
、
関
戸
か
ら
下
庄
ま
で
川
船
四
六
艘
で
運
ん
だ）

（1
（

。

　

十
六
世
九
一
郎
理
元
は
、
庄
村
収
入
役
・
村
会
議
員
を
勤
め

た
）
（1
（

。
十
七
世
晴
太
郎
は
、
小
学
校
の
教
員
と
な
り
都
窪
郡
庄
小

学
校
長
を
勤

め
た）

（1
（

が
、
昭

和
二
十
年

（
一
九
四
五
）

十
月
か
ら
昭

和
三
十
年
四

月
ま
で
は
庄

村
長
を
勤
め

た
）
（1
（

。

写真２　庄村村会議員と役場員（大正２年６月９日）
後列右から４人目が難波九一郎



− 97 −

【
難
波
家
の
経
営
】

　

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
「
自
分
畝
高
覚
書
）
（1
（

」
に
よ
る
と
、

難
波
家
は
幕
府
領
（
万
年
長
重
郎
支
配
）
に
四
町
七
反
四
歩
（
高
七
九

石
余
）、
井
上
大
和
守
領
分
に
二
町
六
反
七
畝
二
七
歩
半
（
高
四
九

石
余
）
を
所
持
し
て
お
り
、
多
く
の
土
地
を
所
持
す
る
地
主
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
「
子
御
年
貢
下
庄

村
米
銀
請
取
通
）
（1
（

」
に
よ
る
と
、
藤
五
郎
（
十
世
）
は
下
庄
村
と
東

庄
村
に
高
二
六
五
石
余
を
所
持
し
、
取
米
一
一
三
石
余
を
納
め
て

お
り
、「
身
代
隆
盛
」
を
裏
付
け
て
い
る
。
次
の
五
左
衛
門
（
十
一

世
）
は
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
「
卯
御
年
貢
米
銀
請
取
通
）
11
（

」

を
み
る
と
、
所
持
高
は
二
九
八
石
余
、
取
米
は
一
一
七
石
余
と
さ

ら
に
増
加
し
て
い
る
が
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
の
「
未
御
年

貢
米
銀
請
取
通
）
1（
（

」
で
は
、
猶
平
次
（
五
左
衛
門
が
改
名
）
の
所
持
高

が
一
〇
五
石
余
、
取
米
四
二
石
余
と
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

　

猶
平
治
（
十
三
世
）
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
「
亥
御
年

貢
米
銀
請
取
通
）
11
（

」
で
は
所
持
高
一
〇
七
石
余
、
取
米
四
三
石
余
だ

が
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
「
当
巳
御
年
貢
米
銀
請
取
通
）
11
（

」
で

は
所
持
高
五
九
石
余
、取
米
二
四
石
余
と
大
き
く
減
少
し
て
お
り
、

経
済
的
に
苦
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
死
後
に
借

財
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。
次
の
猶
平
治
（
十
四
世
）
も
、

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
「
酉
御
年
貢
米
銀
請
取
算
用
帳
）
11
（

」
に
よ

る
と
、
所
持
高
三
〇
石
余
、
取
米
一
一
石
余
と
さ
ら
に
減
少
し
て

お
り）

11
（

、
死
後
借
財
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。

　

陸
太
郎
（
十
五
世
）
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
「
御
年
貢

米
銀
請
取
算
用

帳
）
11
（

」
に
よ
る

と
、
所
持
高

三
〇
石
余
、
取

米
一
一
石
余

で
、
変
化
が
な

い
。
次
の
難
波

九
一
郎
（
十
六
世
）

は
、
明
治
十
六

年
（
一
八
八
三
）

の
「
所
持
地
明

細
記
載
）
11
（

」
に
よ

る
と
、
自
作
地
・

小
作
地
合
わ
せ

て
二
町
八
反
五

畝
八
歩
（
地
価

写真３　難波家の屋敷（昭和60年）
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二
四
六
五
円
余
、
地
租
六
一
円
余
）
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
。

　
　
　

三　

倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
の
概
要

　

倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
の
う
ち
、
管
見
の
う
ち
年
代
が
書
か

れ
て
い
る
も
の
で
最
も
古
い
も
の
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
三

月
六
日
付
の
「
本
物
返
シ
ニ
売
渡
シ
申
田
地
之
事
）
11
（

」
で
あ
る
。
こ

れ
は
久
右
衛
門
と
仁
右
衛
門
が
清
左
衛
門
と
善
兵
衛
に
宛
て
て
、

本
物
返
し
）
11
（

に
し
て
田
地
を
売
り
渡
し
、
代
米
で
年
貢
を
払
う
こ
と

を
誓
約
し
た
文
書
で
あ
る
。
年
代
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
作
成

年
代
の
最
も
新
し
い
も
の
は
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
の
も
の

で
あ
る）

11
（

。

　

倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
の
基
礎
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
難
波
家
の
「
家
」
お
よ
び
そ
の
構
成

員
の
機
能
と
活
動
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
当
該
地
域
の
支
配
や

行
政
の
あ
り
方
の
中
で
歴
史
的
に
追
跡
し
て
い
く
作
業
が
必
要
に

な
る
が
、
現
段
階
で
は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
点
が
重
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
る）

1（
（

。

　

第
一
に
、
近
世
の
村
行
政
と
の
関
わ
り
で
は
、
十
三
世
猶
平
治

か
ら
十
五
世
陸
太
郎
が
下
庄
村
北
組
下
分
の
庄
屋
を
勤
め
た）

11
（

。
庄

屋
の
職
務
と
し
て
は
、
年
貢
諸
役
関
係
事
務
が
最
も
重
い
も
の
で

あ
り
、
関
係
文
書
の
種
類
と
量
が
多
い
。
そ
の
中
に
は
廻
米
や
村

入
用
に
関
す
る
文
書
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
貸
付
銀
拝
借
・
講
・

宗
門
人
別
・
奉
公
人
請
状
・
興
除
新
田
東
用
水
路
差
配
・
訴
訟
な

ど
の
文
書
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
組
合
村
運
営
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
十
五
世
陸
太
郎

が
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
都
宇
郡
の
幕
府
領
村
々
庄
屋
の
惣
代

を
勤
め
、
長
州
戦
争
の
た
め
の
人
員
・
食
糧
・
飼
料
の
調
達
と
割

賦
な
ど
に
従
事
し
た
の
で
、
そ
の
関
係
文
書
が
あ
る
。
ま
た
、
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
も
郡
中
惣
代
と
し
て
一
郡
・
組
合
の
諸
用

を
勤
め
た
文
書
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
近
代
村
政
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
十
五
世
陸
太
郎
が
、

深
津
県
第
十
四
大
区
第
十
七
小
区
の
戸
長
、
小
田
県
第
十
四
大
区

第
十
八
小
区
の
戸
長
、
都
宇
郡
下
庄
村
戸
長
を
勤
め
た
。
戸
長
文

書
と
し
て
は
、
租
税
・
一
郡
割
・
興
除
新
田
東
用
水
路
差
配
・
奉

公
人
請
状
な
ど
の
文
書
が
あ
る
。
十
六
世
九
一
郎
は
、
庄
村
収
入

役
・
庄
村
村
会
議
員
を
勤
め
た
。
収
入
役
と
し
て
の
文
書
で
は
、

身
元
保
証
抵
当
証
書
・
議
案
が
あ
る
。
庄
村
村
会
議
員
と
し
て
の

文
書
で
は
、
村
会
開
設
通
知
・
議
案
が
あ
る
。
十
七
世
晴
太
郎
は
、

庄
村
長
を
勤
め
た
。
庄
村
長
と
し
て
の
文
書
で
は
、
四
郡
非
開
墾

会
の
文
書
が
あ
る
。
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第
四
に
、
難
波
家
の
家
組
織
体
と
し
て
の
機
能
を
、
ａ
「
経
営

活
動
」、
ｂ
「
家
政
活
動
」、
ｃ
「
情
報
文
化
活
動
」
と
い
う
三
つ

の
柱
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。

　
ａ
「
経
営
活
動
」
は
、
家
産
管
理
と
家
業
経
営
を
中
心
と
し
た

機
能
群
で
あ
る
。
難
波
家
の
家
業
経
営
は
近
世
か
ら
近
代
ま
で
ほ

ぼ
地
主
経
営
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
他
は
明
治
期
に
九
一
郎
が

庭
瀬
銀
行
・
玉
島
銀
行
な
ど
の
株
主
に
な
っ
た
形
跡
が
見
え
る
に

過
ぎ
な
い
。
構
成
は
、
①
地
主
経
営
、
②
金
融
、
③
家
産
、
④
訴

訟
、
な
ど
か
ら
な
る
が
、
難
波
家
の
家
業
経
営
の
特
徴
を
反
映
し

て
特
に
地
主
経
営
の
文
書
が
多
い
。

　

ｂ
「
家
政
活
動
」
は
、
家
系
・
相
続
・
仏
事
・
寺
社
・
家
作
普

請
・
家
計
・
奉
公
人
な
ど
、「
経
営
活
動
」
以
外
の
家
組
織
体
の

全
般
に
わ
た
る
。
そ
の
中
で
も
、
陸
太
郎
・
九
一
郎
・
晴
太
郎
宛

の
書
簡
が
大
量
に
あ
る
。

　
ｃ
「
情
報
文
化
活
動
」
は
、
難
波
家
の
当
主
お
よ
び
家
族
構
成

員
の
文
化
活
動
や
情
報
収
集
活
動
の
結
果
と
し
て
集
積
さ
れ
た
文

書
で
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
難
波
九
一
郎
が
明
治

十
四
年
か
ら
同
十
六
年
に
三
余
塾
）
11
（

の
生
徒
と
な
っ
て
い
た
の
で
そ

の
関
連
文
書
が
あ
る
。

　

難
波
家
と
い
う
ひ
と
つ
の
家
を
出
所
に
も
つ
文
書
群
は
、
い
か

な
る
組
織
体
の
管
理
・
運
営
に
関
わ
る
行
為
の
所
産
か
と
い
う
観

点
か
ら
、
現
段
階
で
は
図
３
の
よ
う
に
大
き
く
分
け
て
、
１
下
庄

村
北
組
下
分
村
方
文
書
（
近
世
庄
屋
文
書
）、
２
都
宇
郡
組
合
村
文

書
（
惣
代
文
書
）、
３
近
代
村
政
文
書
（
戸
長
・
収
入
役
・
議
員
・
村
長

文
書
）、
４
難
波
家
「
家
」
文
書
の
、
四
つ
の
文
書
群
の
複
合
体
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

記
録
史
料
学
上
、
難
波
家
文
書
の
全
体
は
同
一
出
所
の
文
書
群

と
い
う
意
味
で
「
フ
ォ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て

四
つ
の
文
書
群
は
、
フ
ォ
ン
ド
内
の
組
織
区
分
に
も
と
づ
く
副
次

的
分
割
単
位
と
い
う
意
味
で
、「
サ
ブ
フ
ォ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
。

各
「
サ
ブ
フ
ォ
ン
ド
」
の
内
部
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
の
課
題
と
な
る
。

〔
フ
ォ
ン
ド
〕

〔
サ
ブ
フ
ォ
ン
ド
〕

図３　倉敷市所蔵難波家文書の基礎構造

倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書

都
宇
郡
組
合
村
文
書
（
惣
代
文
書
）

下
庄
村
北
組
下
分
村
方
文
書
（
近
世
庄
屋
文
書
）

近
代
村
政
文
書
（
戸
長
・
収
入
役
・
議
員
・
村
長
文
書
）

難
波
家
「
家
」
文
書

図３　倉敷市所蔵難波家文書の
基礎構造
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四　

特
徴
的
な
文
書

　

難
波
家
文
書
の
中
で
特
徴
あ
る
文
書
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
三
余
塾
関
係
文
書
が
あ
る）

11
（

。
九
一
郎
が
家
用
や
農
業
を
し

な
が
ら
塾
に
通
っ
た
日
記
や
聴
講
ノ
ー
ト
な
ど
で
あ
る
。
聴
講

ノ
ー
ト
は
細
か
い
字
で
び
っ
し
り
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。ま
た
、

「
嘉
永
三
年
戌
六
月
大
水
記
録
）
11
（

」
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六

月
の
東
高
梁
川
堤
防
決
壊
に
よ
る
大
洪
水
の
被
害
と
そ
の
復
旧
工

事
の
様
子
を
詳
細
に
記
し
た
文
書
で
あ
り
、
記
録
と
し
て
の
価
値

が
高
い
。
そ
の
ほ
か
、「
慶
応
二
年
寅
二
月　

御
進
発
御
用
�
郡

中
用
留
）
11
（

」
は
、
長
州
戦
争
の
と
き
都
宇
郡
幕
府
領
村
々
に
、
人
員
・

食
糧
・
飼

料
を
割
賦

し
た
詳
細

が
分
か
る

文
書
で
あ

る
。「
明

治
五
年
壬

申
正
月
ヨ

リ　

一
郡

組
合
諸
用
日
記
）
11
（

」
に
は
、
明
治
四
年
十
一
月
に
倉
敷
県
が
廃
止
さ

れ
、
新
た
に
深
津
県
が
置
か
れ
た
際
、
仮
県
庁
が
笠
岡
に
設
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
明
治
五
年
正
月
に
窪
屋
郡
と
都
宇
郡

の
村
々
惣
代
が
倉
敷
村
へ
の
復
県
を
深
津
県
庁
へ
願
い
出
た
嘆
願

書
が
含
ま
れ
る
。
難
波
家
当
主
宛
書
簡
の
中
に
は
犬
養
毅
や
星
島

二
郎
か
ら
の
選
挙
援
助
の
礼
状
も
含
ま
れ
て
い
る）

11
（

。

　
　
　

お
わ
り
に

　

前
述
の
よ
う
に
難
波
家
当
主
は
、
近
世
に
下
庄
村
北
組
下
分
庄

屋
、
近
代
に
は
戸
長
・
庄
村
収
入
役
・
庄
村
村
会
議
員
・
庄
村
長

を
勤
め
、
地
方
行
政
の
中
核
と
な
っ
た
家
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

難
波
家
文
書
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
が
、
特
に
庄
地
区
の
地
域

運
営
に
つ
い
て
の
文
書
が
非
常
に
豊
富
で
、
研
究
素
材
と
し
て
貴

重
で
あ
る）

11
（

。

　

今
後
、
難
波
家
文
書
を
活
用
し
た
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

　

註
（
１ 

）『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
四
巻　

岡
山
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、

一
九
八
八
年
）
七
一
〇
頁
。

写真４　三余塾塾生の聴講ノート類
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（
２ 

）『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
九
巻
（
倉
敷
市
、
一
九
九
四
年
）
近
世
編
一
号
。

（
３ 
）『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
九
巻
（
倉
敷
市
、
一
九
九
四
年
）
近
世
編
一
四

―
四
号
。

（
４ 

）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
10
‐
10
。
石
高
か
ら
考
え
て
、
の
ち
の
北
組

の
部
分
で
あ
ろ
う
。

（
５ 

）『
下
庄
風
土
記
』（
下
庄
風
土
記
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）。

（
６ 

）
難
波
家
文
書
の
中
に
は
「
下
庄
村
下
組
」
と
い
う
表
記
（
例
え
ば
２
‐

15
〔
嘉
永
五
年
〕）
が
あ
る
。
ま
た
、「
下
庄
村
北
組
下
分
」（
例
え
ば
１

‐
20
〔
明
治
三
年
〕）
と
い
う
表
記
が
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
７ 

）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
21
‐
17
。

（
８ 

）『
岡
山
県
郡
治
誌　

上
巻
』（
岡
山
県
、
一
九
三
八
年
）
三
五
～
一
二
四

頁
、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

33　

岡
山
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
九

年
）
五
六
九
頁
。

（
９ 

）
四
郡
非
開
墾
会
の
「
日
誌
」
を
利
用
し
た
成
果
に
、
太
田
健
一
「
児

島
湾
開
墾
事
件
顛
末
概
要
」（『
倉
敷
の
歴
史
』
第
３
号
、
倉
敷
市
、

一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。
そ
の
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
史
料
の
中
に
あ
る
「
保
管
願
書
類
目
録
」
は
、「
児
島
湾
開
墾
事
件
委

員
生
存
者
只
一
人
者
」
の
大
森
茂
登
治
か
ら
庄
村
長
内
田
善
造
に
宛
て
て

書
類
の
保
管
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の

木
箱
一
箱
の
史
料
は
、
庄
村
長
を
勤
め
た
難
波
晴
太
郎
（
三
郎
の
父
）
が

庄
村
長
に
在
職
中
引
き
継
ぎ
、
何
ら
か
の
理
由
で
難
波
家
に
伝
わ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

（
10 

）
難
波
陸
太
郎
・
九
一
郎
・
晴
太
郎
宛
書
状
・
葉
書
等
で
あ
る
。

（
11
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
17
‐
１
。

（
12
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
５
‐
１
、５
‐
51
、
５
‐
52
。

（
13 
）『
都
窪
郡
治
誌
』（
岡
山
県
都
窪
郡
役
所
、
一
九
二
六
年
）
五
〇
～
五
五

頁
。『
岡
山
県
郡
治
誌　

上
巻
』（
岡
山
県
、
一
九
三
八
年
）
三
三
七
頁
。

（
14 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
28
‐
９
。
こ
の
住
居
は
老
朽
化
の
た
め
昭
和

六
十
一
年
三
月
に
撤
去
さ
れ
跡
地
は
倉
敷
市
庄
楠
公
園
に
な
っ
て
い
る
。

（
15 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
25
‐
３
、
25
‐
７
な
ど
。
明
治
三
十
八
年
四

月
二
十
日
、
難
波
九
一
郎
は
庄
村
収
入
役
に
奉
職
す
る
に
あ
た
り
、
身
元

保
証
と
し
て
庄
村
長
に
対
し
て
所
有
地
を
抵
当
に
入
れ
た
（
倉
敷
市
所
蔵

難
波
家
文
書
27
‐
51
）。
九
一
郎
の
弟
の
武
二
は
備
前
国
御
津
郡
伊
島
村

の
安
井
家
の
養
子
に
行
っ
た
（
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
23
‐
２
、
25
‐

69
）。
武
二
の
長
男
が
東
京
都
知
事
を
勤
め
た
安
井
誠
一
郎
、
二
男
が
参

議
院
議
長
を
勤
め
た
安
井
謙
で
あ
る
（『
岡
山
県
歴
史
人
物
事
典
』
山
陽

新
聞
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
16
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
25
‐
75
‐
38
、
26
‐
２
。

（
17
）『
倉
敷
学
校
教
育
百
年
史
』（
倉
敷
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
）。

（
18 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
21
‐
11
。「
自
分
」
と
い
う
文
言
か
ら
難
波

家
の
所
持
し
て
い
る
土
地
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
判
断
し
た
。

（
19
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
15
‐
60
‐
20
。

（
20
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
15
‐
50
‐
５
。

（
21
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
15
‐
51
。

（
22
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
５
‐
７
‐
37
。

（
23
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
５
‐
７
‐
31
。

（
24
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
６
‐
７
。

（
25 
）
た
だ
し
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
性
格
の
違
い
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

（
26
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
23
‐
４
。

（
27
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
６
‐
61
。

（
28
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
12
‐
６
。

（
29 
）
不
動
産
売
買
の
一
種
で
、
売
主
が
代
価
を
返
済
す
れ
ば
買
戻
し
が
で
き
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る
も
の
の
う
ち
、
代
価
が
米
穀
等
の
も
の
（『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
30
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
25
‐
８
‐
32
。

（
31 
）
安
藤
正
人
『
記
録
史
料
学
と
現
代
―
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学
を
め
ざ
し

て
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
の
分
析
手
法
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
32 
）
七
世
清
左
衛
門
・
八
世
孫
左
衛
門
も
庄
屋
を
勤
め
た
と
さ
れ
る
（
倉
敷

市
所
蔵
難
波
家
文
書
17
‐
１
）
が
、
庄
屋
を
勤
め
た
村
落
の
範
囲
の
解
明

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
33 
）
三
余
塾
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
都
宇
郡
山
地
村
に
犬
飼
松
窓
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
私
塾
で
あ
る
（『
犬
飼
松
窓
先
生
伝
』
中
備
史
談
会
、

一
九
五
四
年
）。

（
34 
）
倉
敷
市
難
波
家
文
書
箱
４
。

（
35 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
22
‐
１
。

（
36 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
５
‐
１
‐
７
。

（
37 
） 

倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
５
‐
51
、『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
11
巻
（
倉

（
37 
敷
市
、
一
九
九
七
年
）
一
四
号
。

（
38 
）
倉
敷
市
所
蔵
難
波
家
文
書
24
‐
５
～
24
‐
９
。

（
39 
）
難
波
家
の
昭
和
初
期
ま
で
の
食
習
俗
を
調
査
研
究
し
た
も
の
に
難
波
三

郎
「
倉
敷
市
庄
地
区
の
食
文
化
―
Ｎ
家
の
食
習
俗
―
」
が
あ
る
。
ま
た
、

難
波
三
郎
「
倉
敷
市
庄
地
区
の
食
文
化
―
難
波
家
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
食

品
製
法
等
―
」（
財
団
法
人
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー
『
助
成
研
究
の

報
告　

２
』
一
九
九
二
年
）
は
、
難
波
家
に
江
戸
時
代
後
期
か
ら
伝
承
さ

れ
て
い
た
「
記
録
法
制
之
部
」
と
い
う
古
文
書
を
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
や
ま
も
と　

た
ろ
う　

倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
副
参
事
）
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大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

定　

兼　
　
　

学　
　

　

平
成
二
十
九
年
五
月
、
秋
田
県
大
仙
市
に
公
文
書
館
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
名
称
は
「
大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
い
い
ま
す
。

　

大
仙
市
は
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
三
月
二
十
二
日
に
、

大
曲
市
と
周
辺
の
六
町
一
村
（
神
岡
町
・
西
仙
北
町
・
中
仙
町
・
協
和
町
・

南
外
村
・
仙
北
町
・
太
田
町
）
が
合
併
し
て
発
足
し
た
新
し
い
市
で
す
。

市
の
全
域
が
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
倉
敷
か
ら
は
遠

い
東
北
の
都
市
で
あ
り
、
表
の
と
お
り
、
面
積
は
二
倍
以
上
で
人

口
は
五
分
の
一
に
満
ち
ま
せ
ん
。
ま
た
、
財
政
、
職
員
数
と
も
三

分
の
一
弱
で
す
。比
較
参
考
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
都
市
で
す
が
、

わ
た
く
し
は
大
変
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
に

述
べ
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
で
き
る
契
機
は
、
平
成
十
九
年
、
太

田
町
史
編
さ
ん
事
業
に
か
か
わ
っ
た
市
民
か
ら
市
長
に
対
す
る
切

実
な
声
で
し
た
。「
将
来
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
を
設
置
し
て
欲
し
い
」
と
。
こ
れ
を
受
け
た
市
長
は
、
総
務
部

総
務
課
文
書
法
制
班
と
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
に
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
構
築
を
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
開
館
を

前
提
に
、
平
成
二
十
年
三
月
に
は
旧
市
町
村
文
書
含
め
て
公
文
書

の
廃
棄
処
分
を
凍
結
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
旧
市
町
村
八
地
域
に
市

民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
を
結
成
し
て
地
域
の
歴
史
資
料
の
調
査
を

開
始
し
て
、
資
料
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。　

　

施
設
整
備
予
算
に
は
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
国
の
交
付

金
「
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
小
規
模
地
区
等
改
良
事
業
（
空

き
家
再
生
等
推
進
事
業
（
活
用

事
業
タ
イ
プ
））」
を
活
用
し

て
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
基

本
設
計
・
実
施
設
計
を
行

い
、
旧
双
葉
小
学
校
（
床
面

積
四
四
六
四
㎡
）
を
改
修
し
て

い
ま
す
。

　

資
料
の
保
存
は
、
旧

大
曲
市
の
永
年
文
書
約

三
二
〇
〇
冊
を
移
し
て
そ
の

内
一
四
〇
〇
冊
を
配
架
し
て

大仙市は、秋田県中部を流れる雄物川が形成した仙
北平野に位置します。
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い
ま
す
。
旧
町
の
永
年
文
書
の
評
価
選
別
は
完
了
し
て
い
る
が
目

録
整
備
や
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
ま
だ
で
配
架
し
て
い
な
い
も
の
、
評

価
選
別
の
検
討
中
の
も
の
な
ど
、
段
階
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

　

大
仙
市
で
は
去
る
七
月
下
旬
と
八
月
下
旬
の
二
度
に
わ
た
っ
て

大
雨
に
よ
る
雄
物
川
流
域
の
家
屋
浸
水
被
害
が
起
こ
り
ま
し
た
。

大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
こ
と
も
気
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
連
絡

を
し
た
と
こ
ろ
幸
い
に
し
て
免
れ
た
よ
う
で
す
が
、
早
速
被
害
地

域
の
水
損
資
料
の
救
出
に
力
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た
。

　

わ
た
く
し
は
、
大
仙
市
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
設
立
し
取
組
ん
で
い

る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の

地
域
社
会
の
行
く
末
に
夢
と
展
望

を
見
い
出
す
好
例
を
提
供
し
て
も

ら
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

第
一
に
、ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を「
将

来
の
こ
ど
も
た
ち
」
の
た
め
に
設

置
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ

ち
未
来
志
向
と
い
っ
て
い
い
も
の

で
、
例
え
ば
、
土
地
区
画
等
に
関

す
る
紛
争
処
理
の
公
文
書
等
は
将

来
の
た
め
に
必
要
と
考
え
て
い
ま

す
。
開
館
前
平
成
二
十
八
年
度
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
安
心
し
て
く

だ
さ
い
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
あ
り
ま

す
よ
！
」
で
し
た
。
存
在
自
体
に

意
義
が
あ
る
の
で
す
。

　

第
二
が
、
そ
こ
に
専
門
の
正
規

ス
タ
ッ
フ
を
配
属
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
地
域
の
こ
と
行
政
の
こ
と

を
悉
知
す
る
経
験
豊
か
な
職
員
と

公
文
書
館
の
勤
務
経
験
あ
り
最
新

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
学
ぶ
ス

タ
ッ
フ
を
揃
え
て
い
ま
す
。
秋
田
県
の
一
市
で
あ
っ
て
も
国
際
社

会
の
潮
流
を
と
ら
え
、
発
信
す
る
体
制
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

第
三
が
、
き
め
細
か
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
立
地
が
鉄
道
の

最
寄
り
駅
か
ら
約
五
㎞
で
す
。
電
話
を
い
た
だ
い
た
ら
、
駅
ま
で

迎
え
に
行
く
と
の
こ
と
で
す
。デ
イ
ケ
ア
ー
の
送
迎
バ
ス
と
同
様
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
福
祉
施
設
と
し
て
の
役
割
も
兼
ね
備
え
て
い
る

と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
か
ら
わ
た
く
し
は
、ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
「
夢
」「
希
望
」

「
生
き
が
い
」
の
素
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
し

小学校体育館に書架を揃えています。

旧双葉小学校（平成13年竣工）校舎を再利用してい
ます。



− 105 −

た
。
大
仙
市
の
「
宝
」
を
み
る
思
い
で
し
た
。

〔
付 
記
〕
わ
た
く
し
は
現
在
全
史
料
協
（
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

協
議
会
）
の
会
長
を
し
て
お
り
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
日
大
仙
市
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
開
館
式
セ
レ
モ
ニ
ー
に
出
席
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
同
日
開
館

記
念
講
演
会
で
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
『
い
の
ち
』
が
し
み
こ
ん
で
い
る
」

を
話
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
様
子
は
全
史
料
協
の
「
会
報
」
一
〇
二
号

（
二
〇
一
七
年
九
月
）に
掲
載
し
て
い
ま
す
。「
会
報
」は
全
史
料
協
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
み
ら
れ
ま
す
。

（
さ
だ
か
ね　

ま
な
ぶ　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
長
）

3 
 

「

生

き

が

い

」

の

素

を

内

包

し

て

い

る

こ

と

を

確

信

し

た

の

で

し

た

。

大

仙

市

の

「

宝

」

を

み

る

思

い

で

し

た

。 

（

さ

だ

か

ね 

ま

な

ぶ 

岡

山

県

立

記

録

資

料

館

長

） 

                

 大 仙 市  倉 敷 市  指 標  

(倉 敷 10 0 )

面 積 （ 2016 年 ）  866.8 k m²  3 5 5 . 63  km ²  2 4 3. 8 

人 口 (2017 年 ) 8 万 3 千 人  48 万 3 千 人   17.2 

財 政 規 模  

〔 2 9 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 〕 

462 億 円  

( 1 億 円 未 満 切 り 捨 て )

1 7 5 2 億 円  

( 1 億 円 未 満 切 り 捨 て )  

 2 6 .4 

職 員 数 (2016 年 ) 951 人  3,355 人   28.4 
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平成２８年度歴史資料講座
　歴史資料整備室では，平成２７年度に引き続き，
所蔵資料を活用し，倉敷市域の歴史や歴史資料に
ついての理解を深め，歴史資料整備室の活動を広
く知ってもらうため，歴史資料講座を開催しまし
た。ライフパーク倉敷市民学習センターと共同開
催し，会場はライフパーク倉敷で行いました。
　毎回，受講者から講座の内容等に関連する質問
が出されました。アンケートでも，「たくさんの
資料と丁寧な解説で有り難い」「大災害にたいし
ての先人の苦労がよく分かり有益だった」「磯崎
眠亀を身近に感じた」「問題提起を含めた本音の
話が聞けて有り難い」「手作りの図版等素晴らし
い」「南山城の特異性を初めて感じることができ
た」「古文書を読みながらの懇切な説明でよく理
解できた」「大橋敬之助のことがまとまっていて
良かった」など，様々な意見が寄せられました。

【会場】■　 ライフパーク倉敷視聴覚ホール及び
第一会議室

■第１回目　倉敷の大水害と助け合い　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　開催日時：平成２８年１０月１５日（土）１４：００〜１６：００
　　講師　　：山本太郎（総務課歴史資料整備室）
　　参加人数：５２人

■第２回目　花莚元祖「磯崎製莚所」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　開催日時：平成２８年１１月１２日（土）１４：００〜１６：００
　　講師　　：吉原　睦（文化財保護課）
　　参加人数：２８人

■第３回目　本太城と南山城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　開催日時：平成２８年１２月１７日（土）１４：００〜１６：００
　　講師　　：畑　和良（地域史研究者）
　　参加人数：５１人

■第４回目　倉敷村の年寄大橋敬之助　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　開催日時：平成２９年１月２１日（土）１４：００〜１６：００
　　講師　　：立石智章（総務課歴史資料整備室）
　　参加人数：５２人

報　　告
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平成２８年度東大橋家文書調査報告会
　歴史資料整備室では，所蔵する東大橋家文書
の整理が進捗したことを機に，文書から分かる
ことを報告するために，平成２７年度に引き続
き，東大橋家文書調査報告会を真備保健福祉会
館３階大会議室で開催しました。申込者５９人・
招待者６人の計６５人が参加され，報告会終了
後，希望者を対象に史料解説を行いました。
　アンケートでは，「１つの文書群を４人の研
究者の方の視点からお話いただける今回のよう
な講座は大変興味深かったです」「いつの世も
父母の子を思う姿は変わらないと思った」「書
状の解説が興味深かったです。実際にその時代
を生きた人々の心情が（特に女性）わかるこ
とが非常に価値があるなと感じました」「疑問
点が出ましたらまた教えて頂きたく思います」

「色々な人物像や人柄が伝わって面白かったで
す」「地域史の視点があってよかったです」「史
料からどのようなことが読み取れるのか，それ
ぞれ発見があって良かったです」「とても良い
活動だと思います。継続をよろしくお願いいた
します」など，様々な意見が寄せられました。

【開 催 日 時】　平成２９年２月１２日（日） １４：００〜１７：００
【会　　　場】　真備保健福祉会館３階大会議室
【講師・演題】　
　　東大橋家文書の概要　　　　　　　　　　山本太郎（総務課歴史資料整備室）
　　大橋高之と五流尊瀧院　　　　　　　　　大島千鶴（総務課歴史資料整備室）
　　東大橋家の女性たちと新禄古禄騒動　　　首藤ゆきえ（井原市文化財センター研究員）
　　続・大橋徳蔵の遊学　　　　　　　　　　倉地克直（岡山大学名誉教授）

【参 加 人 数】　６５人

報　　告
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平成２９年度古文書解読講座
　歴史資料整備室では，所蔵の古文書を活用し，

「くずし字」を解読するために必要な知識を学
んでいただくため，平成２８年度に引き続き古
文書解読講座を開催しました。
　アンケートでは，「教え方もていねいこんせ
つにありがとうございました」「この講座を数
回受けました。全く読めなかったものが数回
読み返すと次第に解るようになりました。喜び
です。まだまだ受けたいと思っています」「講
師の方は大変好感が持てます。今後とも引き続
き永く御教えをお願いします」「特に５０名も
集まる講座であり，開催回数の増加を希望しま
す」「比較的身近な文書を取り上げてもらえて
よかった」「３回の資料について大変よかった
です。少しずつ解読出来るようになりますます
深みにはまりそうです」「地元の史料・古文書
等を教材として学べてとてもよかったと思いま
した」など，様々な意見が寄せられました。

【会場】■　 真備保健福祉会館３階大会議室

■第１回目　新禄・古禄騒動の文書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　開催日時：平成２９年７月１１日（火）１３：５０〜１５：２０
　　講師　　：山本太郎（総務課歴史資料整備室）
　　使用文書：東大橋家文書
　　参加人数：４７人

■第２回目　浦川の悪水溜りをめぐる訴訟の文書　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　開催日時：平成２９年７月２５日（火）１３：５０〜１５：２０
　　講師　　：畑　和良（総務課歴史資料整備室）
　　使用文書：小野家文書（阿賀崎新田村），守屋家文書
　　参加人数：４４人

■第３回目　掛軸・短冊の書　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
　　開催日時：平成２９年８月８日（火）１３：５０〜１５：２０
　　講師　　：大島千鶴（総務課歴史資料整備室） 
　　使用文書：小野家文書（倉敷村），林家資料
　　参加人数：４０人

報　　告
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新
刊
紹
介

『
大
目
附
役
日
記　

万
延
二
辛
酉
歳
改
元
文
久
』（
上
）・（
下
）

（
二
〇
一
七
年
一
月
）　

　

本
書
は
備
中
国
下
道
郡
岡
田
村
（
現
倉
敷
市
真
備
町
岡
田
）
に
陣

屋
を
構
え
て
い
た
岡
田
藩
伊
東
家
大
目
付
の
役
用
日
記
で
あ
る
。

原
史
料
は
佐
野
家
文
書
（
倉
敷
市
真
備
ふ
る
さ
と
歴
史
館
蔵
）
の
内
の

一
点
で
、
ふ
る
さ
と
歴
史
館
員
の
西
隆
志
氏
ら
に
よ
っ
て
解
読
・

翻
刻
さ
れ
た
。

　

大
目
付
の
職
掌
は
諸
規
則
の
監
視
、
命
令
の
施
行
、
藩
士
の
監

察
、
諸
願
届
の
取
扱
い
等
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
年
は
大
目
付
中

島
五
兵
衛
・
三
宅
弾
介
の
二
人
が
毎
月
輪
番
で
記
録
し
て
お
り
、

藩
士
の
縁
組
、
忌
服
、
病
欠
届
等
の
他
、
領
内
の
出
来
事
を
具
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
大
目
付
は
江
戸
に
も
在
勤
し
て
お

り
、
江
戸
・
岡
田
双
方
の
大
目
付
が
毎
月
日
記
の
写
を
送
っ
て
記

録
し
て
い
る
た
め
、
公
儀
の
触
、
江
戸
の
出
来
事
、
藩
主
・
藩
士

の
動
向
な
ど
も
確
認
で
き
、
幕
末
期
の
岡
田
藩
を
知
る
上
で
貴
重

な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

※ 

非
売
品
。
倉
敷
市
真
備
ふ
る
さ
と
歴
史
館
・
倉
敷
市
総
務
課

歴
史
資
料
整
備
室
で
閲
覧
可
。

八
島
和
子
・
白
神
康
文
『
た
ま
し
ま
歴
史
百
景
』

（
玉
島
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社　

二
〇
一
七
年
十
月
）　

　

玉
島
テ
レ
ビ
放
送
は
地
域
に
根
ざ
し
た
情
報
を
発
信
す
る
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
局
と
し
て
、
玉
島
・
船
穂
地
域
の
歴
史
を
紹
介
す

る
自
主
制
作
番
組
『
た
ま
し
ま
歴
史
百
景
』
を
、
平
成
二
十
～

二
十
九
年
（
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
七
）
に
放
映
し
た
。
本
書
は
、
同

番
組
の
放
映
分
全
六
二
回
に
未
放
映
原
稿
と
先
行
し
て
放
映
さ
れ

た
『
玉
島
百
景
』
の
内
容
を
合
わ
せ
、全
百
話
構
成
に
再
編
の
上
、

書
籍
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
港
町
玉
島
の
盛
衰
や
干
拓
史
に
と
ど

ま
ら
ず
、
広
く
地
域
の
遺
跡
・
寺
社
・
文
化
・
産
業
・
伝
説
・
人

物
を
扱
っ
て
お
り
、
玉
島
・
船
穂
地
域
の
総
合
的
歴
史
読
本
と
し

て
前
例
の
な
い
豊
饒
な
仕
上
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
一
話
読
み
切

り
構
成
な
の
で
、
気
の
向
い
た
時
に
興
味
あ
る
話
題
か
ら
読
み
始

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
本
書
の
大
き
な
魅
力
だ
ろ
う
。
学
術
的

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
記
憶
や
伝
承
、
関
係
者
の
声
も
す

く
い
上
げ
、
放
映
後
の
変
化
に
つ
い
て
追
補
が
な
さ
れ
る
な
ど
、

バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
親
切
さ
が
好
ま
し
く
、広
く
お
す
す
め
し
た
い
。

　

※ 
お
問
合
せ
・
ご
購
入
は
玉
島
テ
レ
ビ
放
送
（
℡
０
８
６
‐

５
２
６
‐
７
０
７
５
）、
ま
た
は
今
城
書
店
（
℡
０
８
６
‐
５
２
２

‐
４
４
１
１
）
ま
で
。
定
価
二
、四
〇
〇
円
（
税
抜
）。
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年月日 新　聞 記　事

平成29年2月21日 山陽新聞朝刊
県教委が１１件文化財指定　美作国高野郷中嶋氏受
給文書

平成29年6月1日 山陽新聞朝刊
新市へ″生みの苦しみ″　倉敷３市合併５０年で公
文書展示会　あすから真備保健福祉会館　名称めぐ
り激論

平成29年6月23日 山陽新聞朝刊
名家の実像に迫る　市発刊「倉敷の歴史」東大橋家
文書を特集　子弟遊学や「騒動」追究

新聞報道された歴史資料整備室（平成２９年）(抄）新聞報道された歴史資料整備室（平成29年）(抄）
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■
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
九
号
投
稿
要
領

　

 　
『
倉
敷
の
歴
史
』
へ
の
投
稿
を
募
集
し
ま
す
。
第
二
十
九
号

へ
の
投
稿
は
、
左
記
の
要
領
に
沿
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

一　

部　

門

　

①　

論
文　

倉
敷
市
域
に
関
す
る
歴
史
研
究

　

②　

ノ
ー
ト　

倉
敷
市
域
の
歴
史
研
究
の
中
間
時
点
で
の
報
告

　

③　

史
料
紹
介　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
諸
史
料
の
紹
介

　

④　

 

郷
土
史
家
紹
介　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
郷
土
史
家

の
紹
介

　

⑤　

ア
ラ
カ
ル
ト　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
話
題

二　

分　

量

　
　

各
部
門
の
分
量
の
限
度
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

①　

論
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
頁
程
度
（
上
限
一
八
頁
）

　

②　

ノ
ー
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

③　

史
料
紹
介　
　
　
　
　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

④　

郷
土
史
家
紹
介　
　
　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

⑤　

ア
ラ
カ
ル
ト　
　
　
　
　
　
　

二
頁
程
度
（
上
限　

三
頁
）

　
　

い
ず
れ
も
、
註
・
表
・
図
・
写
真
な
ど
を
含
め
て
の
分
量
で

　

す
。

三　

書
式
・
用
紙

　

 　

原
稿
用
紙
は
、
専
用
の
も
の
を
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整

備
室
ま
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
場
合
は
、Ａ
４
判
の
用
紙
を
縦
に
使
い
、

一
行
二
五
字
×
二
○
行
×
二
段
に
縦
書
き
で
印
字
し
て
く
だ
さ

い
。
印
刷
原
稿
と
と
も
に
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
フ
ァ

イ
ル
で
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
本
誌
の
頁
単
位
の
組
版
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　

本
文
（
13
級
）　

一
行
二
五
字
×
二
○
行
×
二
段
（
縦
書
）

　
　
　

註
■
（
11
級
）　

一
行
三
○
字
×
二
七
行
×
二
段
（
縦
書
）

四　

投
稿
の
手
順

　

 　

平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
予
定
掲
載
部
門
、
予
定

題
目
、
予
定
頁
数
、
要
旨
（
二
○
○
字
～
四
○
○
字
、
ア
ラ
カ
ル
ト

は
一
○
○
字
～
二
○
○
字
）
を
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室

宛
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
研

究
会
で
執
筆
の
承
認
・
不
承
認
の
協
議
を
行
い
ま
す
。
原
稿
締

切
は
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
で
す
（
翌
年
三
月
発
行
）。

　
 　

原
稿
は
完
全
原
稿
で
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。
校
正
時
の
修
正

は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。

五　

採　

否

　

 　

提
出
原
稿
の
採
否
や
掲
載
の
順
序
な
ど
に
つ
い
て
は
、
審
査
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の
う
え
決
定
し
ま
す
。
不
採
用
に
な
っ
た
り
、
書
き
直
し
を
お

願
い
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
予
算
の
制
約
に

伴
う
全
体
の
頁
数
の
制
約
の
た
め
、
必
ず
し
も
掲
載
で
き
な
い

場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

六　

校　

正　

初
校
は
、
執
筆
者
に
校
正
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

七　

備　

考

　

 　

原
稿
は
市
民
向
け
の
内
容
で
、未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

他
と
の
二
重
投
稿
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。
図
・
表
な
ど
は
お
お

ま
か
な
掲
載
場
所
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い
。
註
は
、
末
尾
に
ま

と
め
て
通
し
番
号
で
付
し
て
く
だ
さ
い
。
刊
行
物
に
は
刊
行
年

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
・
図
版
等
の
掲
載
許
可
は
執
筆

者
の
責
任
で
お
取
り
く
だ
さ
い
。
投
稿
さ
れ
た
原
稿
や
写
真
な

ど
は
、
原
則
と
し
て
お
返
し
し
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
で
控
え
を

御
用
意
く
だ
さ
い
。
掲
載
原
稿
の
転
載
は
、
原
則
と
し
て
刊
行

後
一
年
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
載
に
あ
た
っ
て
は
倉

敷
市
の
承
認
を
得
て
く
だ
さ
い
。

八 　

送
り
先　

〒
七
一
○
―
一
三
九
八　

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一

　

 

一
四
一
番
地
一　

倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
総
務
課
歴
史
資
料
整

備
室
宛

　
　

歴
史
資
料
整
備
室
日
誌
（
抄
）

二
○
一
七
年

◆　

平
成
28
年
度

（
平
成
29
年
）

１
・
21　

第
４
回
歴
史
資
料
講
座

２
・
12　

東
大
橋
家
文
書
調
査
報
告
会

３
・
７　

美
作
国
高
野
郷
中
嶋
氏
受
給
文
書
が
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定

３
・
23　

第
27
回
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
会
議

３
・
31　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
27
号
発
行

◆　

平
成
29
年
度

４
・
５
～
７　

倉
敷
市
所
蔵
守
屋
家
文
書
整
理
〔
岡
山
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
〕

４
・
23　
「
倉
敷
市
」
50
周
年
記
念
式
典
で
展
示
（
倉
敷
市
民
会
館
）

５
・
26　

第
28
回
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
会
議

６
・
２
～
５　

資
料
展
示
会

６
・
27　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
28
号
編
集
会
議

７
・
11　

第
１
回
古
文
書
解
読
講
座

７
・
25　

第
２
回
古
文
書
解
読
講
座

８
・
８　

第
３
回
古
文
書
解
読
講
座

８
・
30
～
９
・
２　

 

倉
敷
市
所
蔵
守
屋
家
文
書
整
理〔
岡
山
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究

室
〕

10
・
７　

第
１
回
歴
史
資
料
講
座

10
・
30
～
31　

中
国
・
四
国
地
区
文
書
館
等
職
員
連
絡
会
議
参
加
（
山
口
市
）

11
・
18　

第
２
回
歴
史
資
料
講
座

12
・
16　

第
３
回
歴
史
資
料
講
座

12
・
22　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
28
号
編
集
会
議



− 113 −
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編　

集　

後　

記

▽ 
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
八
号
を
お
届
け
い
た

し
ま
す
。
御
執
筆
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
、
短

期
間
で
の
御
執
筆
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ま
た
、
貴
重
な
資
料
の
掲
載
を
御
許

可
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
も
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。『
倉
敷
の
歴
史
』
も
二
十
八
号
を
迎
え

ま
し
た
が
、こ
れ
も
市
民
の
皆
様
方
の
御
支
援
・

御
鞭
撻
の
お
か
げ
で
す
。
今
後
と
も
御
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▽ 

平
成
二
十
九
年
は
倉
敷
・
児
島
・
玉
島
の
三
市

が
合
併
し
て
五
〇
年
目
に
当
た
り
、
本
号
に
は

三
市
合
併
五
〇
周
年
記
念
特
集
を
冒
頭
に
収
録

し
ま
し
た
。
内
容
は
、「
倉
敷
市
」
五
〇
周
年

記
念
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
だ
資
料
展
示
会

「
合
併
資
料
と
写
真
で
た
ど
る
倉
敷
の
あ
ゆ
み

―
語
っ
て
下
さ
い
、
あ
の
頃
の
こ
と
―
」
の
記

録
、
玉
島
市
議
会
議
員
と
し
て
三
市
合
併
を
体

験
し
た
金
谷
光
夫
氏
の
聞
き
書
き
な
ど
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
論
文
一
編
、
ノ
ー
ト
一
編
、
史
料

群
紹
介
一
編
、
ア
ラ
カ
ル
ト
一
編
、
報
告
三
編

を
収
録
し
ま
し
た
。

▽ 

本
年
度
は
、
資
料
展
示
会
で
合
併
資
料
と
写
真

を
展
示
し
た
ほ
か
、
平
成
二
十
九
年
四
月
に
倉

敷
市
民
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
倉
敷
市
」
五
〇

周
年
記
念
式
典
で
も
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
七
・
八
月
に
古
文
書
解
読
講
座
を
三
回
、

十
月
か
ら
一
月
ま
で
歴
史
資
料
講
座
を
四
回
、

二
月
に
は
玉
島
乙
島
守
屋
家
文
書
調
査
報
告
会

１
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
市
民
参
加
が

で
き
る
事
業
は
、
今
後
ま
す
ま
す
充
実
さ
せ
る

よ
う
努
力
し
ま
す
。

▽ 

歴
史
資
料
整
備
室
が
所
蔵
す
る
亀
山
家
文
書
の

う
ち
美
作
国
高
野
郷
中
嶋
氏
受
給
文
書
が
、
岡

山
県
の
中
世
史
を
研
究
す
る
上
で
極
め
て
貴
重

な
資
料
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
に

岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
（
古
文
書
）
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

▽ 

歴
史
資
料
整
備
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
所

蔵
す
る
歴
史
資
料
の
目
録
を
公
開
し
て
お
り
、

順
次
増
や
し
て
い
ま
す
。
調
査
・
研
究
の
際
、

御
活
用
く
だ
さ
い
。

▽ 
『
倉
敷
の
歴
史
』
は
、
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
が
編
集
し
て
い
ま
す
。
編

集
実
務
は
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
に
て
行
い

ま
し
た
。

▽ 

『
新
修
倉
敷
市
史
』
編
さ
ん
事
業
な
ど
に
多
大

な
貢
献
を
さ
れ
た
間
壁
忠
彦
氏
が
平
成
二
十
九

年
十
二
月
二
十
八
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
謹

ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

▽ 

『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
九
号
で
も
、
新
し
い

投
稿
者
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
投
稿
要
領
に

も
と
づ
い
て
ふ
る
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

　
　
　
（
山
本
・
大
島
・
畑
）


